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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い，私たちの生活
は，好むと好まざるとにかかわらず大きく変化した．
「３密」回避のために，「Stay Home」のために，暮ら
し方が変わり，働き方が変わり，学校での学び方が変
わった．食生活では外食が減り，身体活動では歩数が減
り，飲酒や喫煙は増えたり減ったり等，さまざまな生活
習慣の変化がWEB上で報告されている．
「新しい生活様式」への対応が求められる中，これま

で健康づくりの観点から望ましい生活習慣としてきたこ
とを，推奨しにくい状況も生じている．例えば食生活で
は，家族や友人等との共食である．国の食育推進基本計
画では，第２次計画（平成２３～２７年度）から一貫して，
家族と一緒に食べる共食の回数を増やすことを目標の１
つとしている．平成２８年度から今年度までの第３次計画
では，家族に限定せず，地域等での共食として，子ども
食堂の活動も積極的に推進してきた．共食は，良好な主
観的健康感や，多様な食品の摂取，規則正しい生活リズ
ム等と関連していることが明らかにされている１）．

しかしWithコロナ時代の生活では，家庭内での共食
はともかく，他者との共食はできるだけ避けるべき行動
となり，共食の重要な要素であるコミュニケーションも
制限すべき，とされた．政府が示す「新しい生活様式の
実践例」２）では，食事時は「対面ではなく横並びで座ろう」
「料理に集中，おしゃべりは控えめに」とされている．
現在，第４次食育推進基本計画の策定に向けた議論が行
われているが，コロナの終息が読めない状況において，
共食をどのように扱っていくかは重要な論点の１つにな
るだろう．

また，これまで推奨してもなかなか実践に結びつかな
かったことが，コロナ禍で一気に変化した例もある．家
庭での食事づくりが増えたことである．２０２０年４月に成
人１，０００名を対象に実施された調査では，感染拡大によ
る運動習慣・食生活で，減った行動の第一位は「外食を
すること」，増えた行動で最も多かったのは「自宅で食
事をすること」であった３）．同時期の，料理や食に比較
的熱心な成人１，０３５名を対象とした調査結果では，自宅
での調理頻度が増加した人が約７０％もいた４）．コロナ禍
の中で，食の外部化から一転，家庭で食事をつくって食
べる生活へと変化した状況がうかがわれる．

一方，こうした変化に伴う食事づくり担当者の負担感
も報告されている５）．小中高校生を持つ保護者４４８名を対
象とした調査では，臨時休校により家庭での料理の負担
が増えたと回答した者は８０．０％を占めた．家で食事をつ
くることは確かに大変だが，子どもの食育や，成人・高
齢者の栄養状態の改善からみると，さまざまなメリット
がある．コロナ禍の中で，やむなく生じた生活の変化を，
逆手に，むしろポジティブに受け止めてもらいたいと，
私が理事を務める日本栄養改善学会では，「家で食事を

つくると，こんないいことあるよ！」という情報発信を
行った６）．家庭で食事をつくることのメリットに関する
科学的根拠を，HPで一般向けにわかりやすく解説した．

わが国では近年，食料消費に占める生鮮食品が減少し
続け，その分，加工食品や調理食品が増え，食の外部化
は留まることなく進展してきた．食の外部化は，食事の
質の低下や肥満者の増加，生活習慣病の増加につながる
ことが国際的に指摘されている．コロナ禍がもたらした
変化を逆手にとって，家庭での食事づくりを応援する情
報提供や環境整備を進めることが，これからの食育にお
いて重視すべき点といえる．

とはいえ，上述の日本栄養改善学会の情報発信を，ど
れだけの人が見てくれたかはわからない．学会のHPを
見る一般の人は少ないだろうし，所属していない学会の
HPを見る専門職も少ないだろう．そこで，学校や地域
で健康教育・ヘルスプロモーションに取組む方々に見て
もらい，保護者や子どもたちに伝えて欲しいと思い，こ
の巻頭言で紹介させていただいた．

今，さまざまな現場で，Withコロナの生活の中で，
効果的な健康教育・ヘルスプロモーションの模索が行わ
れている．その模索のプロセスと成果，および課題を，
日本健康教育学会として学会誌等に記録で残し，会員相
互に共有していきたい．こうした取組みの共有を，可能
ならば一学会の枠を越えて，複数学会で共有し合うこと
こそ，今，必要ではないだろうか．

文 献

１）農林水産省：食育ってどんないいことがあるの？．
Available at: https:／／www.maff.go.jp／j／syokuiku／evidence／
attach／pdf／index-２７.pdf Accessed July２５,２０２０

２）厚生労働省：「新しい生活様式」の実践例．Available at:
https : ／ ／ www.mhlw. go. jp ／ stf ／ seisakunitsuite ／ bunya ／
００００１２１４３１_newlifestyle.html Accessed July２５,２０２０

３）第一生命経済研究所：新型コロナウイルスによる生活と
意識の変化に関する調査（後編）．Available at: http:／／
group.dai-ichi-life.co.jp／dlri／pdf／ldi／２０２０／news２００４_０２.pdf
Accessed July２５,２０２０

４）アイランド：新型コロナウイルス感染症拡大による家庭
料理の変化に関する調査．Available at: https:／／www.
atpress.ne.jp／news／２１１５９３

５）クックパッド：臨時休校に伴う家庭の料理負担の実態調
査．Available at: https:／／info.cookpad.com／pr／news／
press_２０２０_０３０９Accessed July２５,２０２０

６）日本栄養改善学会：家で食事をつくると，こんないいこ
とあるよ．http:／／jsnd.jp／shokuji．html Accessed July ２５,
２０２０
（女子栄養大学栄養学部，日本健康教育学会理事長）

「新しい生活様式」に対応した健康教育・
ヘルスプロモーションの共有を

武 見 ゆかり

The Sharing of Health Education and Health Promotion
that Corresponds to the“New Normal”

Yukari Takemi

巻頭言

学校保健研究 Jpn J School Health６２；２０２０



養護教諭養成教育における学校看護技術体系の提案
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Background: Nursing arts required at school have not been fully studied for a long time, although they dif-
fer from those used by nurses at medical institutions and facilities. For this reason, the details of school nurs-
ing arts that are desirable to teach in Yogo teacher training education are not yet clear.
Objective: This study proposed a comprehensive taxonomy of the school nursing arts.
Methods:
１．Step１： Development of a taxonomy of school nursing arts（draft）
The framework（draft）of pediatric nursing arts was created on the basis of data including standards of

the Japanese national licensure examination for nurses, and the validity was examined by five researchers
involved in basic nursing education. Next, the literature on school nursing was compared with this frame-
work（draft）, and the taxonomy of school nursing arts（draft）was created, excluding medical practice. The
necessity of the content was examined by five researchers involved in Yogo teaching education.
２．Step２： Examination of the validity of a taxonomy of school nursing arts（draft）
In February２０１８, we sent questionnaires to Yogo teaching researchers across the country and asked a re-

searcher from each school to respond. The contents of the survey included the recognition of the necessity of
each school nursing art, the implementation of education at each school, and the attributes of the researchers.
First, we examined whether there was a difference in recognition of the necessity of each school nursing
arts according to the training background. Next, based on the consent rate of the Delphi method, we exam-
ined the necessity of the school nursing arts with a low consent rate regarding the necessity of school nurs-
ing arts through the information presented in extant literature or prevailing expert discussions, and de-
signed the final version of the taxonomy.
Results: In the first step,４major items（I. Basic School Nursing Arts, II. School Nursing Arts to Keep Safety
and Comfort of Children, III. School Nursing Arts of Daily Life Support, and IV. School Nursing Arts of
Health Support）,１９middle items,３８sub-items, and２１１details were generated. In the second step, responses
were obtained from４７Yogo teaching researchers（response rate３４．６%）. As a result of examining the neces-
sity of school nursing arts by training background（nursing and non-nursing）, there was no significant differ-
ence. In each sub-item, １５ items received moderate consent, １２ items received low consent, and １ item re-
ceived a consent rate of less than５０%. Eventually, ２ items were excluded and８were added, along with the
addition of １ middle item, １ sub-item, and ６ details, thereby bringing the total items generated to, ４ major
items,２０middle items,３９sub-items, and２１５details.
Conclusion: In this study, we extracted items related to school nursing arts based on extant studies and lit-
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Ⅰ．はじめに

学校で必要とされる看護技術の種類とその使われ方は，
医療機関や施設等で看護師が使うものとは異なるため，
長い間，検討されてきたが，現状ではコンセンサスを得
るに至っていない．学校看護技術の定義は先行研究１－３）

では明確にされておらず，提案されている技術にも若干
の違いがみられる．たとえば，ベッドメーキング，包帯
法等は共通して提案されている学校看護技術であるが，
健康診断に関する技術を含む研究とそうでない研究があ
り，統一されていない．また，養護教諭養成教育の規定
については，教育職員免許法施行規則の「養護に関する
科目」に「養護概説」，「学校保健」，「看護学」等がある
が，「看護学」（本研究の学校看護学）は「臨床実習及び
救急処置を含む」としか説明がない．このように，学校
看護技術の定義，具体的教育内容，位置づけ等について
統一化されていないため，教育内容や教育方法，時間数
等は養成機関の裁量に任されているのが現状である４）．

さらに近年は多様な学部・学科により養成が行われて
いるため，養成背景やカリキュラムが多様化し，体系化
されコンセンサスの得られた学校看護技術教育を構築す
ることがより一層難しくなっている．主たる養成の他に
養護教諭免許を取得することが可能な場合は，本来，養
護教諭の養成目的ではない科目を関連科目で代用させる
ことが一部に生じている等の問題もあり５），「看護学」の
科目数や単位時間数は養成機関により大幅な差がある実
態が報告されている６）．

現状の学校看護技術教育では，養成背景別の教育状況
の違いや養護教諭に必要な学校看護技術が不明瞭である
ことが指摘されており７）８），いかなる養成背景を経ようと
も，専門性の高い養護教諭の育成を図り，養護教諭免許
状を実質的に保障するための基準を明確にするため６），
養護教諭養成教育の学問体系の一つである学校看護技術
の具体的教育内容を検討することは急務の課題である．
たとえば養護教諭養成機関のフィジカルアセスメント教
育については，看護系を養成背景とする養護教諭養成機
関では部位別アセスメントによる教育が多く行われてい
るのに対し，看護系以外では症状別アセスメントの授業
が多く行われていること，看護系と看護系以外では教育
内容や方法に違いがあることが報告されている７）．別の
先行研究でも，養成背景によるフィジカルアセスメント
教育の内容の違いや養成担当者の５割以上が養護教諭に
必要なフィジカルアセスメントが不明瞭と認識している

ことが明らかにされている８）．よって，養成背景にかか
わらず養護教諭として必要な学校看護技術を教授するた
めにも，学校看護技術の教育内容の詳細について実践に
必要な知識や判断に関する項目も含めて体系化し，教育
内容を共有する必要があると考える．

また，現場の養護教諭の学校看護技術の習得状況につ
いても，かねてより課題が指摘されており，養護教諭の
研修ニーズも高い．たとえば救急処置は，校長，保健主
事，教諭，保護者など，学校内外から期待される役割で
あり，採用当初から実践できる能力が求められている
が９），９割以上の養護教諭が救急処置に対し何らかの困
難を感じており１０），経験の浅い新人養護教諭へのインタ
ビュー調査では，頭部外傷への対応に関し「的確なフィ
ジカルアセスメントの難しさ」「大量出血の処置の難し
さ」等に不安や迷いを生じていること１１）等が報告されて
いる．また，感染予防，創処置，身体症状に応じた安楽
な体位，包帯法に「自信がある」と回答した養護教諭は
２割程度であり１２），養護教諭に必要な看護に関する知
識・技術項目はいずれにおいても研修ニーズが高いこと
が報告されている１３）．このように，養護教諭が学校看護
技術に十分な自信を持てない状況から，現状の学校看護
技術教育は養護教諭の資質能力を十分に担保していると
は言い難い．養護教諭の学校看護技術に関する知識・技
術に対し，管理職や教諭，保護者からの期待が非常に高
く１４）１５），養成教育の改善を意図して学校看護技術の具体
的教育内容を検討することは実践的にも重要である．

社会的な要請としても，養護教諭の学校看護技術教育
を充実させる意義は大きい．近年，子どもを取り巻く環
境の変化に伴い，子どもの健康に様々な問題が生じてい
る．たとえば，ストレスによる心身の不調などメンタル
ヘルスに関する課題，運動誘発性アレルギーによるアナ
フィラキシーショックの発症者数の増加等，アレルギー
疾患のある子どもへの対応，通常学級にも及ぶ医療的ケ
アの必要な子どもの増加に加え，近年の災害の頻発を鑑
みて学校という集団教育の場で複数の傷病者が同時発症
した場合のトリアージ（緊急度・重症度の判断）等，学
校では子どもの状況を日々把握し，的確な対応を図るこ
とが一層求められている．そのような中で，養護教諭は
医学や看護学等の専門的知識や技術を有する専門職とし
ての判断や対応が期待されるとともに，現状では養護教
諭はほとんどの学校に一人配置であるため，１年目の新
任でも養護教諭としての役割と責任を果たすために必要
な知識や技術を習得できるように，養成教育で学ぶべき

erature on school nursing, and examined the necessity based on the opinions of Yogo teaching researchers.
This taxonomy of school nursing arts is one of the evidence data for improving Yogo teacher training educa-
tion and Yogo teacher training.

Key words：yogo teacher, training education, school, nursing arts, taxonomy
養護教諭 養成教育，学校，看護技術，体系
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学校看護技術の教育内容の詳細を包括的に検討すること
が必要である．

このような背景から，近年，養護教諭養成教育で教授
することが望ましい学校看護技術を検討した研究がいく
つか報告されているが，先行研究では学校で必要な看護
技術そのものを明らかにすることを目指した研究が中心
である．先行研究は，厚生労働省の「看護師教育の技術
項目と卒業時の到達度」１６）をもとに，５割以上の養護教
諭が習得が望ましいと回答した看護技術を採用し，さら
に研究者間協議により数項目を追加して最終的に７４の学
校看護技術を提案した研究１），「看護師教育の技術項目と
卒業時の到達度」のほか，文部科学省の「看護基本技術
の学習項目」１７）をもとに，教育系の養護教諭養成大学４
校の看護学担当教員に教授している看護技術を調査し，
さらに各技術と日本学校保健会「養護教諭の専門領域に
おける職務内容」（２０１２年）１８）との照合，専門家間協議に
より最終的に４２の学校看護技術を提案した研究２），学生
が養護実習中に見学及び実施した看護技術項目をもとに，
養護教諭養成課程において重点的に指導する必要がある
基本的な看護技術項目を検討した研究３）がある．しかし
ながら，先行研究の結果を学校看護技術として一般化す
ることは十分ではない．その理由として，養護教諭への
調査と研究者間協議を経て最終的に追加した学校看護技
術に関する根拠と妥当性の確認が不十分であること１），
学校看護技術の教育実施状況を調査した研究では対象校
が教育系の養護教諭養成大学４校と限定的であること２），
また養護実習の体験をもとに重点的に教授すべき学校看
護技術を検討した研究では対象に特別支援学校で実習し
た者は含まれていないこと，学生が養護実習中に使用し
なかった使用頻度が低い学校看護技術でも，養護教諭と
しての責務を果たすために緊急時の対応等のために養成
教育で学ぶべきものもあること３）等が課題である．学校
看護技術を検討した先行研究を参考にしつつも，養成教
育でカリキュラムに反映するには学校看護技術だけでな
く，たとえばヘルスアセスメントであれば問診，視診，
触診，打診，聴診等のどの内容までを教授すべきなのか
等，教育内容の詳細を実践に必要な知識や判断に関する
項目も含めて包括的に体系化し，教育内容を共有する必
要があると考える．

よって，本研究の目的は，養護教諭養成教育の学問体
系の一つとして，学校看護技術の詳細と実践に必要な知
識や判断に関する項目も含め，包括的に学校看護技術体
系を明らかにすることである．そのため，文献をもとに
学校看護技術体系（案）を作成したうえで，養護教諭養
成担当者に各学校看護技術項目の必要性に関して質問紙
調査を行うことで，学校看護技術体系の妥当性を検討す
る．本研究により，学校看護技術体系が明らかになるこ
とで，養護教諭養成担当者が必要と考える学校看護技術
の具体的教育内容が明確になり，将来的にはミニマム・
エッセンシャルズを明らかにする研究にも生かすことで，

養成教育の改善や養護教諭の質の保障に貢献できると考
える．

Ⅱ．方 法

本研究では，日本看護科学学会の看護技術の定義１９）を
参考に「学校看護技術とは児童生徒等の心身の健康問題
を解決し，発育・発達を促すために，児童生徒等の安
全・安楽を保証しながら，学校看護の専門的知識に基づ
いて提供される技である」と定義し，学校看護技術体系
を作成した．

学校看護技術体系の作成の手順について，図１に示す．
養護教諭の学校看護技術の定義や枠組みが存在しないた
め，包括的な学校看護技術の体系化に向け，本研究では
まず看護学における資料を参考に暫定的に作成した小児
看護技術の枠組み（案）を基本軸とし，学校看護学の文
献を参考にして養護教諭に特化した知識や技術を追加・
修正し，学校看護技術体系（案）を作成した（ステップ
１）．次に，養護教諭養成担当者に学校看護技術体系
（案）の養護教諭養成教育における必要性について調査
し，最終的に養護教諭養成に関わる研究者５名で協議し，
学校看護技術体系（案）の各細目の必要性を検討した（ス
テップ２）．
１．ステップ１ 学校看護技術体系（案）の作成
１）学校看護技術体系（案）の作成に向けた小児看護技

術の枠組み（案）の作成
学校看護技術項目の詳細と関連する知識も含め，包括

的に学校看護技術体系を明らかにするため，看護師免許
を取得するために必要な知識の詳細がまとめられた看護
師国家試験出題基準 平成３０年版の基礎看護学の看護技
術を基本的枠組みとし，さらに子どもに特化した知識や
技術やその他不足がないか確認するため，同基準の小児
看護学に関する項目，厚生労働省の「新人看護職員研修
ガイドライン【改訂版】」の「技術的側面：看護技術に
ついての到達目標」２０）を参考にした．項目の重複等を確
認しながら統合し，表現を修正し，大項目，中項目，小
項目，細目から構成される小児看護技術の枠組み（案）
を暫定的に作成した．小児看護技術の枠組み（案）の知

図１ 学校看護技術体系の作成プロセス
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識や技術の表現の適切さ，分類の適切さ，不足の有無等
について看護師養成における基礎看護学教育に携わる研
究者５名で協議し，妥当性を検討した．
２）学校看護技術体系（案）の作成

次に，養護教諭向けに書かれた学校看護学の書籍のう
ち，内容構成を見て学校保健を中心としたものを除く２
冊２１）２２）を対象にし，掲載されている目次や項目を参考に
し，学校看護技術の知識や技術の一覧表をそれぞれ作成
し，小児看護技術の概念枠組み（案）に関連する項目を
対応させる作業を２名の研究者が分担して行った．研究
代表者が分類の適切さの確認，取りまとめを行った．こ
の作業の中で，たとえば終末期のケアや輸液・輸血管理
等の病院における処置や医療行為に該当する項目は除外
した．また，学校看護学に関する教科書のみに掲載が
あった場合は，項目を新たに作成した．このように，小
児看護技術の概念枠組み（案）に分類した後，必要に応
じて学校看護学によりふさわしい表現になるように修正
した（たとえば大項目「診療に伴う看護技術」を「健康
支援技術」に変更）．また，生理学的，医学的知識，心
のケアなどは「看護学」に該当する科目以外でも学んで
いると考え，最小限の項立てとした．上記の作業により，
学校看護技術体系（案）を作成した．知識や技術の項目
について，表現や分類の適切さ，必要性を養護教諭養成
教育に関わる研究者５名で検討した．
２．ステップ２ 学校看護技術体系（案）の妥当性の検討
１）養護教諭養成担当者への調査
⑴ データ収集方法と対象者

２０１８年２月に文部科学省のホームページに掲載されて
いる養護教諭の免許資格を取得することのできる大学の
うち，１３６養成機関の主たる養護教諭養成担当者（各校
１名）を対象とし，郵送で調査票を配布，回収した．本
研究における養護教諭養成担当者とは，養護教諭養成機
関で主に養護に関する科目の教育を担当している者，あ
るいは看護学（看護技術）の教育を担当している者とし
た．なお，複数学科で養護教諭養成が行われている場合
は主に養護教諭養成を担当している１学科を選択し，特
別別科についてはすでに看護師免許を保有する者に教育
を行っているため，本研究の対象者から除外した．短期
大学の専攻科についても個別のカリキュラムで教育が行
われていると考え，除外した．調査の締め切り日の１週
間前に対象者に督促状を送付し，回答を依頼した．
⑵ 調査内容

学校看護技術体系（案）の細目項目２１１項目に関し，
養護教諭が習得する必要性の認識（４件法：「１必要で
ない」，「２どちらかというと必要でない」，「３どちらか
というと必要である」，「４必要である」）等を調査した．
また，調査項目以外に考えられる学校看護技術があるか
を問う自由記述欄を設けた．基本属性は年齢，養成経験
年数，養成機関の状況（学部学科，免許取得者の定員等），
養成担当者の養護教諭経験の有無と経験年数，看護師免

許の有無等を調査した．
２）分析方法

養護教諭が各学校看護技術を習得する必要性について，
「必要でない（「１必要でない」と「２どちらかという
と必要でない」）」の回答割合を一覧にし，「必要でない」
の割合について，コンセンサス開発（consensus devel-
opment）の一つであるデルファイ法の同意率を参考に
して必要性を検討した．コンセンサス開発は，科学的根
拠の不足などから，誰もが納得できるような結論の出て
いない事柄を検討するのに向いており，参加者の同意の
程度を明らかにしたり，対立する意見をすり合わせよう
としたりする際に用いられる２３）．デルファイ法における
対象者のコンセンサスを示す同意率の設定については，
確立した同意率がないため２４），先行研究２５）２６）を参考にし，
同意率（「必要である」の回答割合）を５１％以上とした．
そして，同意率（（「必要である」（「４必要である」「３
どちらかというと必要である」）の回答割合）が８０％以
上を高い同意とし，同意率８０％未満の学校看護技術（細
目），すなわち「２どちらかというと必要でない」「１必
要でない」（以下，「必要でない」）の回答割合が２０％以
上の学校看護技術（細目）を一覧にして除外の有無を検
討した．

具体的には，２０％以上３０％未満が必要でないと回答し
た場合を中程度の同意，３０％以上５０％未満が必要でない
と回答した場合を低い同意として検討した．５０％以上が
必要でないと回答した場合は学校看護技術体系から除外
し，その他の細目ついては除外するか否か，養護教諭の
職務の範囲内か否か等について，関連する通知等２７－２９）と
近年公表された学校看護技術に関する先行研究１－３）をふ
まえて養護教諭養成に関わる研究者５名で学校看護技術
体系に含む項目であるか必要性を検討した．また，自由
記述や前掲の学校看護技術に関する先行研究を参考にし，
学校看護技術の定義と照らし合わせて学校看護技術の範
囲内と判断した項目を新たに追加した．なお，本研究では
デルファイ法の同意率のみを参考にし，複数回の調査は
実施していない．

次に，複数の先行研究７）８）で指摘されているように，養
成背景により学校看護技術の必要性の認識に違いがある
か調べるため，学校看護技術の必要性は「１必要でない」，
「２どちらかというと必要でない」を「必要でない」，「３
どちらかというと必要である」，「４必要である」を「必
要である」の２群，養成背景は看護系と看護系以外の教
育系・学際系の２群に分けてχ２検定（度数が５未満の
場合はFisherの直接法）により分析した．有意水準は両
側５％とした．欠損値は，項目ごとに除外して分析した．
データの集計と統計的解析にはMicrosoft Excel ２０１６と
SPSS ver．２６を用いた．
３）倫理的配慮

本研究は，東海大学健康科学部倫理委員会の承認（第
１７―１５号，２０１７年１２月７日）を得て実施した．養成担当
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者については，各養成機関の養護教諭養成担当者宛に依
頼文を送付し，文書で研究の目的，方法，研究の参加へ
の自由意思と随時拒否・撤回の自由，データの使用範囲
と管理方法，プライバシーの保護，結果の公表について
説明し，調査票の返送をもって同意を得たものとした．

Ⅳ．結 果

１．ステップ１ 学校看護技術体系（案）の作成
小児看護技術の枠組み（案）は，４の大項目（Ⅰ 基

本技術，Ⅱ 患者の安全・安楽を守る技術，Ⅲ 日常生
活援助技術，Ⅳ 診療に伴う看護技術），２０の中項目，
２８の小項目，１８９の細目から構成された．次に，文献と
研究者間協議により，学校看護技術体系（案）として４
つの大項目（Ⅰ 基本技術，Ⅱ 安全・安楽を守る技術，
Ⅲ 日常生活援助技術，Ⅳ 健康支援技術）と１９の中項
目，３８の小項目，２１１の細目（学校看護技術の詳細と実
践に必要な知識や判断に関する項目も含む）を作成した．
２．ステップ２ 学校看護技術体系（案）の妥当性の検討
１）対象者の基本属性

対象者の基本属性を表１に示す．養護教諭養成担当者
４７名から回答を得た（回収率３４．６％）．対象者が現在所
属している養護教諭養成機関の学科系は，教育系・学際
系２７名（５７．４％），看護系２０名（４２．６％）であった．養
護教諭経験のあった３３名（７０．２％）の経験年数の平均（標
準偏差）は１８．４２（１２．０７）年であった．看護師免許あり
の者は４０名（８５．１％）であった．
２）養成担当者の学校看護技術の必要性の認識

養成担当者が学校看護技術の各細目について，「１必
要でない」あるいは「２どちらかというと必要でない」
（以下，「必要でない」）と回答した割合を表２～５に示
す．必要でないと回答した割合は，大項目「Ⅰ基本技術」
は０％～３２．６％であり，「身体測定（座高）」が最も高い
割合であった．「Ⅱ 安全・安楽を守る技術」は０％～
３５．６％であり，「衛生的手洗い（浸漬法・ベースン法）」
が最も高い割合であった．「Ⅲ 日常生活援助技術」は
０％～６２．２％であり，「摘便」が最も高い割合であった．
「Ⅳ 健康支援技術」は０％～４４．４％であり，「包帯の
種類と特徴（特殊帯（腹帯，Ｔ字帯など））」が最も高い
割合であった．

次に，学校看護技術の各細目の必要性について，養成
背景別（教育系・学際系，看護系）に有意な違いがある
か調べるため，χ２検定により分析した結果，いずれの
項目においても有意な差はみられなかった．
３）学校看護技術体系（案）の修正

養成担当者の同意率が８０％未満，すなわち必要でない
の回答割合が２０％以上の学校看護技術（細目）を表６に
示す．中程度の同意（必要でないが２０％以上３０％未満）
は１５項目，低い同意（必要でないが３０％以上４０％未満が
７項目，４０％以上５０％未満が５項目）は１２項目，同意率
５０％に満たなかった項目は１項目であった．「摘便」は，

６２．２％が必要でないと回答したため，学校看護技術（細
目）から除外した．また，「浣腸」は低い同意であり
（４４．４％が必要でないと回答），学校で養護教諭が実施
する可能性はないため除外した．その他の学校看護技術
（細目）は使用頻度が低く，必要性が低い可能性がある
が，学校看護技術の範囲内と判断し，「自己導尿」等の
医療的ケアは，養護教諭が実施しなくても観察するため
には知識・技術が必要と考え，除外しなかった．また，
「衛生的手洗い（浸漬法・ベースン法）」は低い同意
（３５．６％が必要でないと回答）であり，研究者間協議で
も意見が分かれた項目であった．消毒液の使いまわし等
の不適切な使用により交差感染の問題があるが，学校で
は必要となるケースもあると考え，留意点も含めて教育
が必要な技術とした．

表１ 対象者の基本属性
Ｎ＝４７

n ％

現在所属している養護教諭養成機関について
学校種

大学院・大学 ４０ ８５．１
短期大学・専門学校 ７ １４．９

学科系
教育系・学際系 ２７ ５７．４
看護系 ２０ ４２．６

対象者について
年齢

４０代 ９ １９．１
５０代以上 ３８ ８０．９
平均年齢（標準偏差） ５５．８５（７．６９）

大学等の教員経験年数
平均年数（標準偏差） １１．２０（７．５）

養護教諭免許
免許あり ４５ ９５．７
免許なし ２ ４．３

養護教諭経験
経験あり ３３ ７０．２
経験なし １４ ２９．８
平均経験年数（標準偏差） １８．４２（１２．０７）

勤務経験のある学校種（複数回答）
小学校 １８
中学校 １７
高等学校 １６
特別支援学校 ３
その他 ４

看護師免許の有無
免許あり ４０ ８５．１
免許なし ６ １２．８
無回答 １ ２．１

１５７籠谷ほか：養護教諭養成教育における学校看護技術体系の提案



表２ 学校看護技術（大項目 Ⅰ 基本技術）の必要性の認識（「必要でない」の回答数と割合）

中項目 小項目 細目
全体 教育系・学際系 看護系

n
必要でない＊１

％
n

必要でない＊１

％
n

必要でない＊１

％

Ⅰ―１
コミュニケーショ

ン技術

Ⅰ―１―１
コミュニケーション

１ コミュニケーションの構造とプロセス ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
２ 言語的コミュニケーション ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０
３ 非言語的コミュニケーション ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０
４ 面接技法 ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０

Ⅰ―２
ヘルス

アセスメント技術

Ⅰ―２―１
ヘルスアセスメン

トの基本

５ 学校におけるヘルスアセスメントの考え方 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
６ ヘルスアセスメントのプロセス ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
７ 問診 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
８ 視診 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
９ 打診 ４６ １０．９ ２７ ２．２ １９ ８．７
１０ 触診 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１１ 聴診 ４６ ２．２ ２７ ２．２ １９ ０．０

Ⅰ―２―２
系統的アセスメント

１２ 系統的（頭部から爪先までの）アセスメント ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１３ バイタルサイン（呼吸）の観察と解釈 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１４ バイタルサイン（脈拍）の観察と解釈 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１５ バイタルサイン（血圧）の観察と解釈 ４６ ２．２ ２７ ２．２ １９ ０．０
１６ バイタルサイン（体温）の観察と解釈 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１７ 意識レベルの評価 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１８ 呼吸音聴取の方法と評価 ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
１９ 腸蠕動音聴取の方法と評価 ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
２０ 形態的成長と機能的発達の評価 ４４ ４．５ ２５ ４．５ １９ ０．０
２１ 身体発育の評価 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
２２ 心理・社会的発達の評価 ４５ ４．４ ２６ ４．４ １９ ０．０
２３ 養育環境の評価 ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０

Ⅰ―２―３
身体測定

２４ 身体測定（身長） ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
２５ 身体測定（体重） ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
２６ 身体測定（腹囲） ４４ １８．２ ２６ ６．８ １８ １１．４
２７ 身体測定（座高） ４３ ３２．６ ２５ １８．６ １８ １４．０
２８ 身体測定（胸囲） ４３ ２５．６ ２５ １１．６ １８ １４．０

Ⅰ―３
養護教諭の活動過
程（実態の把握・
計画・実施・評価）

の展開技術

Ⅰ―３―１
養護教諭の活動過
程（実態の把握・
計画・実施・評価）
の理解のための

基礎知識

２９ 看護過程と看護診断 ４５ １３．３ ２６ １１．１ １９ ２．２

３０ 養護実践のプロセスと養護診断 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

Ⅰ―３―２
養護教諭の活動過
程（実態の把握・
計画・実施・評価）

の展開

３１ 情報の種類と情報の収集方法 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
３２ 情報の分析・解釈の統合 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
３３ 問題の明確化と優先順位決定 ４４ ０．０ ２５ ０．０ １９ ０．０
３４ 目標の設定と計画 ４４ ２．３ ２５ ２．３ １９ ０．０
３５ 養護実践と評価 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

Ⅰ―３―３
情報管理

３６ 情報の記録・報告と共有 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
３７ 情報管理 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅰ―４
セルフケア支援技術

Ⅰ―４―１
セルフケア支援

３８ セルフケアにかかわる諸理論 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
３９ 子どものセルフケアの発達と支援方法 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
４０ 対象者に合わせた目標設定 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
４１ 対象者に合わせた支援方法と媒体の工夫 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
４２ 個別指導・集団指導の特性と適用 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

Ⅰ―５
健康の保持増進

支援技術

Ⅰ―５―１
健康の保持増進支援

４３ 幼児期の成長・発達に応じた生活への支援 ４５ ４．４ ２６ ２．２ １９ ２．２
４４ 学童期の成長・発達に応じた生活への支援 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
４５ 思春期の成長・発達に応じた生活への支援 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

Ⅰ―６
精神的援助技術

Ⅰ―６―１
心のケア

４６ 心のケアが必要な状態とアセスメント ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
４７ 心のケアの方法（援助計画） ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

４８
心のケアの方法（課題解決のための具体的な
援助）

４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

＊１：学校看護技術の必要度（「１必要でない」～「４必要である」）について，「１必要でない」「２どちらかというと必要でない」を「必要でない」
と表記し，全体，学科系（教育系・学際系，看護系）の回答数と割合を示した．

＊２：教育系・学際系と看護系の学校看護技術の必要性に関する群間比較はχ２検定（度数が５未満の場合はFisherの直接法）を用いて行った．有意差
のあった項目（p＜０．０５）はみられなかった．

１５８ 学校保健研究 Jpn J School Health６２；２０２０



表３ 学校看護技術（大項目 Ⅱ 安全・安楽を守る技術）の必要性の認識（「必要でない」の回答数と割合）

中項目 小項目 細目
全体 教育系・学際系 看護系

n 必要でない＊１

％
n

必要でない＊１

％
n

必要でない＊１

％

Ⅱ―１
安全管理技術

Ⅱ―１―１
安全管理

１ 学校看護における安全の概念と安全管理 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０

２
子どもの事故・外傷と虐待の特徴と予防方法，
対応

４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅱ―２
感染予防技術

Ⅱ―２―１
感染防止対策

３ 感染の成立と予防の基本的知識 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

４
標準予防策（スタンダードプリコーション）
と感染経路別予防策

４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

５ 感染性廃棄物・汚染物質の取り扱い ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
６ 感染拡大防止の対応 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
７ 宿主の抵抗力の増強 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
８ 感染経路別予防策 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅱ―２―２
手指衛生

９ 手指衛生が必要な場合の判断 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
１０ 衛生的手洗い（擦式法・ラビング法） ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
１１ 衛生的手洗い（洗浄法・スクラブ法） ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
１２ 衛生的手洗い（清拭法・スワブ法） ４５ １５．６ ２６ １１．１ １９ ４．４
１３ 衛生的手洗い（浸漬法・ベースン法） ４５ ３５．６ ２６ ２２．２ １９ １３．３

Ⅱ―２―３
個人防護用具の着脱

１４ 使い捨てエプロンの着用方法 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１５ 使い捨てマスクの着用方法 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
１６ 使い捨て手袋の着用方法 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅱ―２―４
洗浄・消毒・滅菌
の適切な選択と

実施方法

１７ 消毒薬の種類と作り方 ４６ ２．２ ２７ ２．２ １９ ０．０
１８ 機械・器具の消毒または滅菌（薬液消毒） ４６ ６．５ ２７ ４．３ １９ ２．２
１９ 機械・器具の消毒または滅菌（煮沸消毒） ４６ ４．３ ２７ ４．３ １９ ０．０

２０
機械・器具の消毒または滅菌（高圧蒸気滅菌
法）

４６ ４．３ ２７ ０．０ １９ ４．３

Ⅱ―２―５
無菌操作

２１ 鑷子と鑷子立ての扱い方 ４６ １３．０ ２７ ４．３ １９ ８．７
２２ 消毒綿球と万能壺の取り扱い ４６ １３．０ ２７ ４．３ １９ ８．７

２３
滅菌物の取り扱い（滅菌物の作成と有効期限，
開封方法）

４６ ４．３ ２７ ２．２ １９ ２．２

Ⅱ―３
苦痛の緩和・

安楽確保の技術

Ⅱ―３―１
安楽確保

２４ 安楽の概念 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
２５ 症状・状態による安楽な姿勢・体位の援助 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
２６ ボディメカニクスの原理と養護実践への活用 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
２７ 安楽を提供するためのケア（タッチング） ４６ ２．２ ２７ ２．２ １９ ０．０
２８ 安楽を提供するためのケア（リラクセーション） ４６ ２．２ ２７ ２．２ １９ ０．０
２９ 安楽を提供するためのケア（痛みの緩和） ４５ ２．２ ２６ ２．２ １９ ０．０
３０ 安楽を提供するためのケア（感覚刺激） ４３ ２．３ ２５ ２．３ １８ ０．０
３１ 安楽を保つための保健室環境の調整 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅱ―３―２
体温調整

３２ 体温調整のアセスメント ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０
３３ 体温調整のための方法 ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０
３４ 罨法の基本的知識 ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０
３５ 温罨法（目的・使用物品・方法） ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３６ 氷枕（目的・使用物品・方法） ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３７ 氷嚢（目的・使用物品・方法） ４５ ２．２ ２７ ２．２ １８ ０．０
３８ 氷頚（目的・使用物品・方法） ４５ ４．４ ２７ ４．４ １８ ０．０

＊１：学校看護技術の必要度（「１必要でない」～「４必要である」）について，「１必要でない」「２どちらかというと必要でない」を「必要でない」
と表記し，全体，学科系（教育系・学際系，看護系）の回答数と割合を示した．

＊２：教育系・学際系と看護系の学校看護技術の必要性に関する群間比較はχ２検定（度数が５未満の場合はFisherの直接法）を用いて行った．有意差
のあった項目（p＜０．０５）はみられなかった．

１５９籠谷ほか：養護教諭養成教育における学校看護技術体系の提案



表４ 学校看護技術（大項目 Ⅲ 日常生活援助技術）の必要性の認識（「必要でない」の回答数と割合）

中項目 小項目 細目
全体 教育系・学際系 看護系

n 必要でない＊１

％ n 必要でない＊１

％ n 必要でない＊１

％

Ⅲ―１
環境調整技術

Ⅲ―１―１
環境の調整

１ 学校と保健室の環境調整の基本的知識・根拠
とアセスメント ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

２ 学校全体の環境衛生管理 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
３ 保健室の環境整備の根拠 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０
４ 温度，湿度，換気，採光，臭気，騒音，保健

室整備等の環境調整 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅲ―１―２
備品，衛生材料等

の管理

５ 保健室の備品等の管理 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

６ 衛生材料及び薬品の管理 ４６ ０．０ ２７ ０．０ １９ ０．０

Ⅲ―１―３
ベッドメーキング

７ 寝具の選択 ４６ ４．３ ２７ ２．２ １９ ２．２
８ リネンの取り扱い ４６ ４．３ ２７ ２．２ １９ ２．２
９ ベッドメーキング（クローズドベッド） ４６ １５．２ ２７ ８．７ １９ ６．５
１０ ベッドメーキング（オープンベッド） ４６ ８．７ ２７ ４．３ １９ ４．３
１１ ベッドメーキング（防水シーツ） ４５ １７．８ ２６ １１．１ １９ ６．７
１２ シーツ交換 ４６ １３．０ ２７ ８．７ １９ ４．３

Ⅲ―２
食事援助技術

Ⅲ―２―１
食事と栄養の援助

（基本技術）

１３ 食事と栄養の基本的知識とアセスメント ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０

１４ 食生活・食習慣の援助 ４５ ０．０ ２６ ０．０ １９ ０．０
Ⅲ―２―２

食事と栄養の援助
（特別な配慮を要

する場合）

１５ 食事摂取の自立困難な子どもへの援助 ４６ ６．５ ２７ ２．２ １９ ４．３
１６ 嚥下障害のある子どもへの援助 ４６ １０．９ ２７ ４．３ １９ ６．５
１７ 経管・経腸栄養法 ４５ １７．８ ２７ １１．１ １８ ６．７
１８ 経静脈栄養法 ４５ ３１．１ ２７ １７．８ １８ １３．３

Ⅲ―３
排泄援助技術

Ⅲ―３―１
排泄の援助

（基本技術）

１９ 排泄の基本的知識とアセスメント ４５ ４．４ ２７ ４．４ １８ ０．０
２０ 子どもの自立度と排泄の援助方法 ４５ ６．７ ２７ ４．４ １８ ２．２
２１ トイレ歩行・ポータブルトイレでの排泄の援

助方法 ４５ １３．３ ２７ ６．７ １８ ６．７

Ⅲ―３―２
排泄の援助（特別
な配慮を要する

場合）

２２ 床上での排泄の援助（便器・尿器） ４５ ２２．２ ２７ １３．３ １８ ８．９
２３ おむつ交換 ４５ ３１．１ ２７ ２０．０ １８ １１．１
２４ 自己導尿 ４５ ３１．１ ２７ ２０．０ １８ １１．１
２５ 膀胱留置カテーテル ４５ ４４．４ ２７ ２４．４ １８ ２０．０
２６ 浣腸 ４５ ４４．４ ２７ ２８．９ １８ １５．６
２７ 摘便 ４５ ６２．２ ２７ ３３．３ １８ ２８．９
２８ 排尿・排便に対する支援・援助 ４５ ２４．４ ２７ １７．８ １８ ６．７
２９ 人工肛門（ストーマ管理療法） ４４ ４７．７ ２６ ２７．３ １８ ２０．５

Ⅲ―４
清潔・衣生活援助

技術
Ⅲ―４―１

清潔と衣生活の援助

３０ 清潔と衣生活の基本的知識とアセスメント ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３１ 清潔の支援・援助（自立した生活習慣のため

の援助） ４５ ４．４ ２７ ２．２ １８ ２．２
３２ 清潔の支援・援助（手洗いと清潔） ４５ ２．２ ２７ ２．２ １８ ０．０
３３ 清潔の支援・援助（入浴と清潔） ４５ １３．３ ２７ ８．９ １８ ４．４
３４ 清潔の支援・援助（歯磨きと清潔） ４５ ２．２ ２７ ２．２ １８ ０．０
３５ 清潔の支援・援助（衣服の清潔と着脱支援） ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２

Ⅲ―５
活動・休息援助技術

Ⅲ―５―１
活動と運動の基本 ３６ 活動と運動の基本的知識とアセスメント ４２ ０．０ ２５ ０．０ １７ ０．０

Ⅲ―５―２
体位・体位変換

３７ 体位・体位変換の基本的知識 ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
３８ 体位変換の援助技術（仰臥位から側臥位にす

る方法） ４５ ８．９ ２７ ４．４ １８ ４．４

３９ 体位変換の援助技術（仰臥位から長座位にす
る方法） ４５ ６．７ ２７ ２．２ １８ ４．４

４０ 体位変換の援助技術（長座位から端座位にす
る方法） ４５ ８．９ ２７ ４．４ １８ ４．４

４１ 体位変換の援助技術（端座位から立位にする
方法） ４５ ８．９ ２７ ４．４ １８ ４．４

４２ 体位変換（側臥位から腹臥位にする場合） ４５ １３．３ ２７ ６．７ １８ ６．７
４３ ベッド上での移動（ベッドの上下に移動する

方法） ４５ ２０．０ ２７ ８．９ １８ １１．１

４４ ベッド上での移動（ベッドの左右に移動する
方法） ４５ ２０．０ ２７ ８．９ １８ １１．１

４５ ボディメカニクス ４５ ６．７ ２７ ２．２ １８ ４．４

Ⅲ―５―３
移動・移送

４６ 松葉杖歩行 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４７ 車椅子への移乗，車椅子での移動・移送 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４８ ストレッチャーへの移動・移送 ４５ １７．８ ２７ ８．９ １８ ８．９
４９ 搬送法（ヒューマンクラッチ法） ４４ １８．２ ２７ ９．１ １７ ９．１
５０ 搬送法（ドラッグ法） ４３ ２３．３ ２６ １１．６ １７ １１．６
５１ 搬送法（クレイドル法） ４３ ２７．９ ２６ １４．０ １７ １４．０
５２ 搬送法（ピギーバック法） ４３ ２５．６ ２６ １４．０ １７ １１．６
５３ 搬送法（四つ手組み法） ４３ ２０．９ ２６ １１．６ １７ ９．３
５４ 搬送法（縦運び） ４３ ２０．９ ２６ １１．６ １７ ９．３
５５ 担架による搬送法 ４５ ４．４ ２７ ２．２ １８ ２．２

Ⅲ―５―４
休息と睡眠の援助

５６ 休息と睡眠の基本的知識 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
５７ 休息と睡眠のアセスメント ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
５８ 休息と睡眠を促す援助 ４４ ２．３ ２６ ２．３ １８ ０．０

＊１：学校看護技術の必要度（「１必要でない」～「４必要である」）について，「１必要でない」「２どちらかというと必要でない」を「必要でない」
と表記し，全体，学科系（教育系・学際系，看護系）の回答数と割合を示した．

＊２：教育系・学際系と看護系の学校看護技術の必要性に関する群間比較はχ２検定（度数が５未満の場合はFisherの直接法）を用いて行った．有意差
のあった項目（p＜０．０５）はみられなかった．

１６０ 学校保健研究 Jpn J School Health６２；２０２０



表５ 学校看護技術（大項目 Ⅳ 健康支援技術）の必要性の認識（「必要でない」の回答数と割合）

中項目 小項目 細目
全体 教育系・学際系 看護系

n 必要でない＊１

％ n 必要でない＊１

％ n 必要でない＊１

％

Ⅳ―１
与薬の技術

Ⅳ―１―１
与薬の援助

１ 薬物療法の基本的知識 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
２ 与薬の援助（内服） ４５ ８．９ ２７ ６．７ １８ ２．２
３ 与薬の援助（吸入） ４５ １１．１ ２７ ８．９ １８ ２．２
４ 与薬の援助（口腔内） ４３ １６．３ ２６ １４．０ １７ ２．３
５ 与薬の援助（座薬） ４５ １３．３ ２７ １１．１ １８ ２．２
６ 与薬の援助（塗付） ４５ ６．７ ２７ ４．４ １８ ２．２
７ 与薬の援助（貼付） ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
８ 与薬の援助（湿布） ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
９ 与薬の援助（点眼） ４５ ６．７ ２７ ４．４ １８ ２．２
１０ 与薬の援助（点耳） ４５ １５．６ ２７ １１．１ １８ ４．４
１１ 与薬の援助（点鼻） ４５ １３．３ ２７ ８．９ １８ ４．４
１２ 与薬の援助（うがい（含嗽）） ４５ ２．２ ２７ ２．２ １８ ０．０
１３ 与薬の援助（噴霧） ４５ ２２．２ ２７ １５．６ １８ ６．７
１４ 与薬の援助（注射） ４５ ４２．２ ２７ ２４．４ １８ １７．８

Ⅳ―２
呼吸・循環を
整える技術

Ⅳ―２―１
呼吸管理

１５ 呼吸のアセスメント ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
１６ 酸素療法 ４５ ２４．４ ２７ １５．６ １８ ８．９
１７ ネブライザー ４５ ２２．２ ２７ １３．３ １８ ８．９
１８ 呼吸を楽にする姿勢と呼吸法 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
１９ 排痰法の適応と方法 ４５ ８．９ ２７ ６．７ １８ ２．２
２０ 人工呼吸器 ４５ ３５．６ ２７ ２２．２ １８ １３．３
２１ 口腔内・鼻腔内吸引 ４５ １７．８ ２７ １１．１ １８ ６．７
２２ 気管内吸引 ４５ ３１．１ ２７ １５．６ １８ １５．６

Ⅳ―２―２
循環管理

２３ 循環のアセスメント ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０
２４ 血圧・血流を保持する姿勢や体位 ４４ ０．０ ２６ ０．０ １８ ０．０

Ⅳ―３
救命救急処置技術

Ⅳ―３―１
救命救急処置

２５ 生命の危機的状況のアセスメント ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
２６ 気道確保 ４５ ２．２ ２７ ２．２ １８ ０．０
２７ 人工呼吸 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
２８ 胸骨圧迫 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
２９ 自動体外式除細動器（AED） ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３０ 体温管理 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３１ 止血法 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３２ 一次トリアージ ４５ ４．４ ２７ ２．２ １８ ２．２
３３ 二次トリアージ ４５ ８．９ ２７ ２．２ １８ ６．７
３４ エピペン 注射 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０

Ⅳ―４
症状別看護的技術

Ⅳ―４―１
急性・慢性疾患の
子どもへの支援

３５ 急性的な経過をたどる疾患の基本的知識 ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
３６ 急性的な経過をたどる疾患のアセスメントと

対応 ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
３７ 慢性（期）の疾患の子どもの理解と支援 ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２

Ⅳ―４―２
特別支援教育に

おける医療的ケア

３８ 特別支援教育の基本的知識 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
３９ 医療的ケアとは ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４０ 特別支援学校における医行為の範囲 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０

Ⅳ―５
創傷管理技術

Ⅳ―５―１
皮膚・創傷の管理

４１ 創傷の治癒過程 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４２ 創傷のアセスメント ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４３ 創傷の処置・管理の基本 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４４ 湿潤療法 ４５ ４．４ ２７ ４．４ １８ ０．０
４５ RICE処置 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４６ 骨折の固定（前腕，上腕，鎖骨，指，下腿等

の処置） ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
４７ 褥瘡の予防と治癒の促進 ４５ ２６．７ ２７ １７．８ １８ ８．９
４８ 創傷の洗浄，保護の方法 ４５ ２．２ ２７ ２．２ １８ ０．０

Ⅳ―５―２
包帯法

４９ 包帯法の基本的知識 ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
５０ 包帯の種類と特徴（巻軸帯） ４５ ４．４ ２７ ０．０ １８ ４．４
５１ 包帯の種類と特徴（三角巾） ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
５２ 包帯の種類と特徴（弾性包帯，伸縮包帯） ４４ ２．３ ２７ ０．０ １８ ２．３
５３ 包帯の種類と特徴（チューブ包帯（筒状包帯，

ネット包帯）） ４５ ２．２ ２７ ０．０ １８ ２．２
５４ 包帯の種類と特徴（副子包帯） ４５ ４．４ ２７ ０．０ １８ ４．４
５５ 包帯の種類と特徴（ギプス包帯） ４５ ２２．２ ２７ ８．９ １８ １３．３
５６ 包帯の種類と特徴（絆創膏包帯） ４５ ８．９ ２７ ４．４ １８ ４．４
５７ 包帯の種類と特徴（特殊帯（腹帯，Ｔ字帯など）） ４５ ４４．４ ２７ ２４．４ １８ ２０．０
５８ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（環行帯） ４５ ４．４ ２７ ０．０ １８ ４．４
５９ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（蛇行帯） ４５ ８．９ ２７ ４．４ １８ ４．４
６０ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（折転帯） ４５ １５．６ ２７ ６．７ １８ ８．９
６１ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（麦穂帯） ４５ ８．９ ２７ ４．４ １８ ４．４
６２ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（集合

（求心）亀甲帯） ４５ １３．３ ２７ ４．４ １８ ８．９

６３ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（離解
（遠心）亀甲帯） ４５ １３．３ ２７ ４．４ １８ ８．９

６４ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（反復
（指ほうか帯）） ４５ １５．６ ２７ ６．７ １８ ８．９

６５ 受傷部位・種類に応じた包帯の使用法（不全指帯） ４４ １８．２ ２７ ６．８ １７ １１．４
６６ 受傷部位・種類に応じた三角巾の使用法 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０
６７ 副子包帯 ４５ ０．０ ２７ ０．０ １８ ０．０

＊１：学校看護技術の必要度（「１必要でない」～「４必要である」）について，「１必要でない」「２どちらかというと必要でない」を「必要でない」
と表記し，全体，学科系（教育系・学際系，看護系）の回答数と割合を示した．

＊２：教育系・学際系と看護系の学校看護技術の必要性に関する群間比較はχ２検定（度数が５未満の場合はFisherの直接法）を用いて行った．有意差
のあった項目（p＜０．０５）はみられなかった．
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また，養護教諭の学校看護技術に関する先行研究を参
考にし，項目の追加，表現の修正を行った項目を表７に
示す．小項目「Ⅰ―２―２ 系統的アセスメント」に細目
「パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度
（SpO２）の測定と解釈」（以下，下線部は追加・修正を
さす），を新たに追加した．なお，この「解釈」とは，
厚生労働省の通知２７）より，「数値を基に投薬の要否など
医学的な判断を行うことは医行為であり，事前に示され

た数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師，歯
科医師又は看護職員に報告するべき」とあるため，「医
行為を前提とした判断でなく，健康上の問題があるかど
うかを判断するものであり，問題がある可能性が考えら
れた場合は，養護教諭が行う範囲の救急処置や必要に応
じて医療機関の受診を行う」とした．

また，小項目「Ⅰ―２―３ 身体測定」に細目「視力測
定」「聴力測定」を追加した．中項目「健康診断支援技

表６ 同意率８０％未満の学校看護技術（細目）

同意の程度 必要でない＊１ 学校看護技術（細目）

中程度の同意 ２０％以上３０％未満

身体測定（胸囲）／床上での排泄の援助（便器・尿器）／排尿・排便に対する支援・援
助／ベッド上での移動（ベッドの上下に移動する方法）／ベッド上での移動（ベッド
の左右に移動する方法）／搬送法（ドラッグ法）／搬送法（クレイドル法）／搬送法（ピ
ギーバック法）／搬送法（四つ手組み法）／搬送法（縦運び）／与薬の援助（噴霧）／酸
素療法／ネブライザー／褥瘡の予防と治癒の促進／包帯の種類と特徴（ギプス包帯）

低い同意
３０％以上４０％未満

身体測定（座高）／衛生的手洗い（浸漬法・ベースン法）／経静脈栄養法／おむつ交換／
自己導尿／人工呼吸器／気管内吸引

４０％以上５０％未満
膀胱留置カテーテル／浣腸／人工肛門（ストーマ管理療法）／与薬の援助（注射）／包
帯の種類と特徴（特殊帯（腹帯，Ｔ字帯など））

（同意しない） ５０％以上 摘便

＊１：学校看護技術の必要度（「１必要でない」～「４必要である」）について，「１必要でない」「２どちらかというと必要で
ない」を「必要でない」と表記し，「必要でない」の回答割合が２０％以上の学校看護技術（細目）を示した．「必要でな
い」の回答割合が５０％以上のものを同意しないとした．

表７ 学校看護技術体系に追加・修正した項目

大項目 中項目 小項目 細目

Ⅰ

Ⅰ―２
ヘルスアセスメント
技術

Ⅰ―２―２ 系統的アセスメント ―
パルスオキシメーターによる動脈血
酸素飽和度（SpO２）の測定と解釈

Ⅰ―２―３ 身体測定
― 視力測定
― 聴力測定

― 健康診断支援技術 ― 各種検診における支援
―

各種検診（内科，耳鼻科，眼科，歯
科等）における支援

―
各種検査（尿検査，心電図検査，胸
部エックス線検査等）における支援

Ⅱ Ⅱ―２ 感染予防技術 Ⅱ―２―１ 感染防止対策 ４
標準予防策（スタンダードプリコー
ション）の考え方

Ⅲ
Ⅲ―４ 清潔・衣生活援助技術 Ⅲ―４―１ 清潔と衣生活の援助 ３３

清潔の支援・援助（部分浴・清拭・
入浴と清潔）

Ⅲ―５ 活動・休息援助技術 Ⅲ―５―３ 移動・移送 ― 歩行介助

Ⅳ

Ⅳ―１ 与薬の技術 Ⅳ―１―１ 与薬の援助 １４ 与薬の援助（自己測定・自己注射）

Ⅳ―２
呼吸・循環を整える
技術

Ⅳ―２―１ 呼吸管理
２１

口腔内・鼻腔内吸引（咽頭より手前
まで）

２２ 気管カニューレ内吸引

Ⅳ―４ 症状別看護的技術 Ⅳ―４―２
特別支援教育における
医療的ケア

４０ 特別支援学校における医行為の範囲

※大項目：Ⅰ 基本技術，Ⅱ 安全・安楽を守る技術，Ⅲ 日常生活援助技術，Ⅳ 健康支援技術
※下線部または取り消し線は，調査をふまえて追加・修正した項目である．
※新たに中項目，小項目，細目を作成した場合は項目番号を―で示している．
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術」を新たに作成し，小項目「各種検診における支援」
に対応する細目「各種検診（内科，耳鼻科，眼科，歯科
等）における支援」「各種検査（尿検査，心電図検査，
胸部エックス線検査等）における支援」を学校看護技術
に含めた．また，小項目「Ⅱ―２―１ 感染防止対策」の
「４ 標準予防策（スタンダードプリコーション）と感
染経路別予防策」と「８ 感染経路別予防策」は内容に
重複が見られ，手指衛生や個人防護用具の着脱などの標
準予防策に関連する項目が他にもあるため，内容を区別
するために「４ 標準予防策（スタンダードプリコーショ
ン）の考え方」と変更した．さらに，「Ⅲ―５―３ 移動・
移送」に「歩行介助」を追加した．「Ⅳ―１―１―１４ 与薬
の援助（注射）」は血糖測定やインスリンの自己注射等
を行う児童生徒等が在籍していることをふまえ，「与薬
の援助（自己測定・自己注射）」とした．「Ⅳ―２―１―２２
気管内吸引」は医療的ケアの動向をふまえ，「気管カ
ニューレ内吸引」とし，修正に合わせて「Ⅳ―２―１―２１
口腔内・鼻腔内吸引」を「口腔内・鼻腔内吸引（咽頭よ
り手前まで）」とした．「Ⅳ―４―２―４０ 特別支援学校に
おける医行為の範囲」について，医行為の範囲の理解は
特別支援学校に限るものではないため，「医行為の範囲」
と修正した．この「医行為の範囲」とは，厚生労働省の
通知２７）の医師法第１７条，歯科医師法第１７条及び保健師助
産師看護師法第３１条の解釈に従うものとする．

養成担当者３名の自由記述を参考にし，学校看護技術
の定義に含まれないと判断した記述を除外し，「「清拭」
「手浴」「足浴」について清潔援助であり，リラクゼー
ション援助となるという視点で取り上げている」という
自由記述をもとに「Ⅲ 日常生活援助技術」の「Ⅲ―４―
１―３３ 清潔の支援・援助（部分浴・清拭・入浴と清潔）」
を修正した．

このように学校看護技術体系の追加，修正を行い，最
終的に２つの細目を除外，新たに１つの中項目，１つの
小項目，６つの細目を追加し，学校看護技術体系として
４つの大項目（Ⅰ 基本技術，Ⅱ 安全・安楽を守る技
術，Ⅲ 日常生活援助技術，Ⅳ 健康支援技術）と２０の
中項目，３９の小項目，２１５の細目（学校看護技術に関連
する知識・技術）を作成した．

Ⅴ．考 察

本研究は，文献と専門家間協議，養成担当者の意見を
もとに，養護教諭養成教育における学校看護技術を包括
的に体系化し，４つの大項目（Ⅰ 基本技術，Ⅱ 安
全・安楽を守る技術，Ⅲ 日常生活援助技術，Ⅳ 健康
支援技術）と２０の中項目，３９の小項目，２１５の細目（学
校看護技術に関連する知識・技術）を作成した．これま
で学校看護技術の詳細と実践に必要な知識や判断に関す
る項目も含め，学校看護技術の体系化を試みた研究は報
告されてこなかったため，養護教諭養成教育，現職研修
等の改善につなげるための根拠資料の一つになり，実践

的意義がある．
学校看護技術体系の各細目の必要性について，養護教

諭の養成背景（教育系・学際系と看護系）による有意な
差はみられなかった．養成背景による教育実施状況の差
異については，今後詳細な調査が必要である．

学校看護技術体系の内容は，養護教諭の学校看護技術
を提案した先行研究と概ね一致するものであった．たと
えば，本研究では「浣腸」「摘便」を除外したが，山田
ら（２０１８）２）の先行研究でも，「浣腸」は厚生労働省の通
知２７）ではグリセリン浣腸に限り医療行為の対象でないと
されたものの学校で扱う可能性がないと考え除外してい
る．「摘便」に関しては養護教諭の役割として必要が認
められないため除外した．別の先行研究１）３）でも「浣腸」
「摘便」は学校看護技術に含まれていない．また，医療
的ケアの特定行為に該当する口腔内の喀痰吸引・鼻腔内
の喀痰吸引，気管カニューレ内の喀痰吸引，胃ろう又は
腸ろうによる経管栄養，経鼻経管栄養に関する技術は山
田らの先行研究２）でも学校看護技術に含んでおり，本研
究と一致している．

一方，先行研究の学校看護技術とは異なる項目もある．
たとえば「身体測定」については，先行研究によって考
え方に違いがみられる．たとえば，山田らの先行研究２）

では，養護の原理に基づいた知識や理論，哲学について
扱う「養護概説」の開講の現状を調査した研究３０）におい
て，健康診断が項目立てて教授されていた実態をもとに，
学校看護技術の範囲から除外している．健康診断に関す
る項目は学校保健安全法における規定や学校保健の領域
構造３１）に含まれることから「学校保健」で扱うことも多
く，学校看護技術体系に含むべきか意見が分かれるとこ
ろであろう．一方，別の先行研究では学校看護技術に身
体測定（身長，体重等）を含めた研究１），身体測定のほ
か視力測定，聴力測定も含めた研究３）もある．同じ技術
であっても科目により教授する視点や文脈が異なること
が考えられ，本研究では，子どもの発育・発達の評価と
いう観点から健康診断は学校看護技術体系に含まれると
考え，「身体測定」に関する項目を除外しなかった．

また，医療的ケアに関連する学校看護技術について，
先行研究では「酸素療法」や「経静脈栄養法」を除外し
ているが２），本研究では採択している．これらの技術は
医療的ケアにおける特定行為の範囲内ではないが，文部
科学省の資料（２０１７）３２）でも学校において行われる医療
的ケアの例として示されており，実際に特別支援学校以
外の小・中学校等においても平成２９年度には８５８名の医
療的ケアが必要な児童生徒が在籍し，人工呼吸器を装着
しながら小・中学校等で指導を受ける事例もある３３）．さ
らに，近年の小児医療の進歩により，重症心身障害児の
枠組みに入らない子ども，すなわち歩けるし，話せるが，
日常的に医療機器と医療ケアが必要な子どもたちの増加
が指摘されていることから３４），現時点では養護教諭が特
定行為以外の医療的ケアに関わる可能性はないが，たと

１６３籠谷ほか：養護教諭養成教育における学校看護技術体系の提案



えば通常学級に通う人工呼吸器をつけた子どもの健康状
態の観察や救急処置に関わること等も考えられるため，
他の教職員や看護師等とチームとして協働するには特定
行為以外の医療的ケアに関しての知識も身につける必要
があると考える．歴史的に子どもの実態が変化していく
なかで養護教諭の役割も変化してきたことをふまえると，
今後の養護教諭養成においては特定行為以外の医療的ケ
アに関する知識・技術の習得も必要と考え，学校看護技
術体系に含めた．

ただし，本研究で提案した学校看護技術体系の各知
識・技術については，自立して実施できるように習得す
べき技術から知識としてわかればよい技術まで到達目標
は異なると考えられる．また各養成機関によりカリキュ
ラムや授業時数，教育指導体制等に違いがあるため，ど
のレベルでの習得を目指すのか，どの程度詳細に授業で
扱うのかは養成校の実態に合わせて教育内容を検討する
必要がある．また，たとえば健康診断を「学校保健」や
「養護概説」で扱うべきか，「看護学」で扱うかなど，
本研究で提案した学校看護技術体系の教育内容はどの科
目で教授すべきか，という観点でなく，各養成機関によ
り養護に関する科目の科目数や単位時間数も異なるため，
実態に合わせて柔軟に教育内容をカリキュラムに組み込
んでいくべきと考える．

このように，本研究では養護教諭養成教育における学
問体系の一つとして，養護教諭が養成教育において学ぶ
べき学校看護技術を包括的に明らかにすることを目的と
し，学校看護技術体系を提案することができた．しかし
ながら，いくつか限界がある．一つ目は，本研究では文
献，養成担当者の意見をふまえて学校看護技術の体系化
を試みたものの，回収率が３割ほどであり，養護教諭の
意見を含んでいないため，結果の一般化は慎重にすべき
である．また，養成担当者への調査後，自由記述や学校
看護技術に関する先行研究等を参考にし，学校看護技術
の定義と照らし合わせて学校看護技術の範囲内と判断し
た項目を新たに追加したが，養成担当者全体への意見聴
取は行っていないことも限界の一つである．また，本研
究で提案した学校看護技術体系はあくまで現段階のもの
であり，将来的に子どもの健康課題の変化等により養護
教諭の役割も変化し，必要となる技術，あるは不要とな
る技術が生じる可能性もあることに留意すべきである．
たとえば，本研究では「浣腸」「摘便」を養護教諭の役
割に必要のない技術として除外したが，習得することが
必要になる可能性を否定できない．また，災害時の養護
教諭の役割として必要な学校看護技術等の追加すべき技
術も検討する必要がある．よって，今後は，学校看護技
術体系の妥当性をさらに検討することが課題である．加
えて，各学校看護技術は自立して実施できるように習得
すべき技術から知識としてわかればよい技術まで目標は
異なると考えられるため，今後は本研究結果を基盤に各
学校看護技術の卒業時の到達目標の検討が必要である．

また，養成教育で扱える教育内容には限りがあるため，
最低限教授すべき教育内容（ミニマム・エッセンシャル
ズ）を明らかにする研究も必要である．それにより，各
養成担当者がカリキュラムを検討する際の参考にするこ
とができ，養成教育の質の保障につなげることが期待さ
れる．さらに，将来的には学校看護技術体系を用いて学
校種別，経験年数別等の背景をふまえて養護教諭の学校
看護技術の習得状況等の実態を明らかにすることで，養
護教諭のニーズに沿った研修プログラムを立案すること
も可能となる．

Ⅴ．結 論

本研究は，包括的に養護教諭の学校看護技術体系を明
らかにすることを目的とした．養成担当者への調査，先
行研究等の文献，専門家間協議により，最終的に学校看
護技術体系として４つの大項目（Ⅰ 基本技術，Ⅱ 安
全・安楽を守る技術，Ⅲ 日常生活援助技術，Ⅳ 健康
支援技術）と２０の中項目，３９の小項目，２１５の細目（学
校看護技術に関連する知識・技術）を作成した．今後は
本研究で作成した学校看護技術体系の妥当性を養護教諭
養成担当者だけでなく現場の養護教諭とともに検討する
こと，さらに養護教諭養成教育におけるミニマム・エッ
センシャルズを明らかにし，最低限教授すべき教育内容
を明らかにすることを目的とした研究が求められる．
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１０～１８歳の子どもにおけるエナジードリンクの摂取実態と
摂取者の身体症状・生活状況の特徴
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The Intake of Energy Drink and the Characteristics of Consumers’Physical
Symptoms／Behaviors among School-Aged Children at１０―１８Years

Shingo Noi＊１ Kento Chikama＊２ Akiko Shikano＊１ Ryo Tanaka＊１
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Background: In Japan, the sales of energy drinks（ED）are growing rapidly. This has led to concerns that
consumption of ED could have a negative health impact for individuals, including children.
Objective: The purpose of this study was to confirm the intake of ED, the characteristics of consumers’
physical symptoms／behaviors, and the perception of ED based on the results of a questionnaire survey for
school children.
Methods: The subjects were５，９８４children from５th grade of elementary schools to３rd grade of high school
in１６ schools（５ elementary schools, ６ junior high schools, ５ high schools）at ６ rural and metropolitan Japa-
nese prefectures. All investigations were conducted from May２０１８ to March ２０１９. The questionnaire used
in this study gathered information regarding ED intake, physical symptoms／behaviors, and the perception of
ED.
Results: The main results in this study were as follows. １）Older students were more consume ED than
younger students, and boys were more than girls to consume ED（elementary school: ４５．５% boys, ２７．９%
girls, junior high school: ５８．０% boys,３２．８% girls, and high school: ６７．６% boys,４５．４% girls）.２）The analysis
of the relationship between the ED intake frequency and physical symptoms indicated that the complaints of
physical symptoms such as‘headache（OR＝１．５７３, ９５% CI＝１．２８１―１．９３１）,’‘stomachache（OR＝１．５４５, ９５%
CI＝１．２２４―１．９４９）,’‘appetite loss（OR＝１．６２９, ９５% CI＝１．２９３―２．０５３）,’‘nausea（OR＝１．６６７, ９５% CI＝１．２５１―
２．２２２）,’‘tiredness（OR＝１．２８５, ９５% CI＝１．０２３―１．６１４）,’‘lethargy（OR＝１．３８２, ９５% CI＝１．１２０―１．７０６）,’‘diz-
ziness（OR＝１．３６９, ９５% CI＝１．１０８―１．６９２）,’‘fogginess（OR＝１．６２１, ９５% CI＝１．２３１―２．１３４）,’‘cardiac pain
（OR＝１．５３７, ９５% CI＝１．１６８―２．０２１）’and‘malaise（OR＝１．５５７, ９５% CI＝１．２６７―１．９１５）’were higher in the
group who consumed ED habitually（more than once a week）. Similarly, in the analysis of the relation be-
tween the ED intake frequency and behaviors,‘late bedtime（OR＝１．３３８,９５% CI＝１．０９２―１．６４０）,’‘bad sleep
onset（OR＝１．６４９, ９５% CI＝１．３１１―２．０７４）,’‘wake after sleep onset（OR＝２．０５６, ９５% CI＝１．５２８―２．７６６）’and
‘lack of breakfast（OR＝３．４５３,９５% CI＝２．５４６―４．６８４）’were also higher in the habitual ED intake group. ３）
The four factors,‘vitality’,‘vogue,’‘ineptness’and‘distrust’were extracted regarding students’perception of
ED held by children. Additionally, it was confirmed that the habitual ED intake group had higher factor
scores of‘vitality’and‘vogue,’while their factor scores of‘ineptness’and‘distrust’were also significantly
lower.
Conclusion: In this study, we were able to show the real state of ED intake, the characteristics of consum-
ers’physical symptoms／behaviors, and the perception of ED. Therefore, social countermeasures were consid-
ered necessary.
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Ⅰ．緒 言

エナジードリンク（以下，「ED」と略す）と呼ばれる
清涼飲料水が日本に普及し始めたのは２００５年１２月のこと
であった．以来，２００７年度から２０１７年度までの約１０年間
で，EDの市場規模は８１４億円に倍増している１）．このよ
うな事実は，日本人の生活にEDが急速に浸透している
ことを窺わせる．ED等に含まれるカフェインは，大量
摂取すると心身に悪影響を及ぼすことが懸念されてお
り２），幼児や小児には摂取させるべきではないとの指摘３）

も見受けられる．実際，海外ではED摂取による子ども
の死亡事故も散見できる．例えば，米国・メリーランド
州では，２０１１年１２月に７００mlのEDを２本（カフェイン
量：４８０mg注１））飲用した１４歳少女の死亡事故が発生して
いる４）．また，２０１７年４月，米国・サウスカロライナ州
で１６歳男子が学校内で急死した事故では，短時間に立て
続けに複数のカフェイン飲料を摂取した最後にEDを一
気に飲み干したことが不整脈につながったと報道されて
いる５）．このときのカフェイン摂取量は，合計で約４７０
mg注１）といわれている．

このようなことから，EDが及ぼす子どもの健康への
影響を検討した国外の報告は数多い．Jackson et al.６）は，
１３～２５歳の男女１６９名を対象に，EDの摂取状況，身体症
状についての質問紙調査を実施した結果，３０日間でED
を摂取した者が５３．３％であったと報告している．加えて，
ED摂取者は，伝統的なカフェイン飲料のみ摂取者に比
して，過去３０日間に家庭，学校，または職場でのトラブ
ル発生のオッズ比が３．１２倍（９５％CI：１．２４―７．８８）に達
することも報告している．また，中学１年生から高校３
年生の男女２，７９３名を対象に，ED摂取，朝食摂取，身体
活動，メディア使用，喫煙等の状況について質問紙調査
を実施したLarson et al.７）は，１４．７％の青少年が週１回
の頻度でスポーツドリンクとEDを摂取していること，
スポーツドリンク・EDの摂取はビデオゲームの高頻度
使用，砂糖入り飲料・フルーツ飲料，喫煙と密接に関連
していること等を報告している．リトアニアでは未成年
者（１８歳未満）へのED販売を禁じる法律が施行されて
おり，未成年者にEDを販売した者には４００リタス（約１
万６３００円）以下の罰金が科せられている８）．

他方，国内に目を転じてみると，子どものED摂取に
関する心配が拡がっていながらも，関連の先行研究は見
受けられない．また，栄養ドリンク摂取にまで検索の範
囲を広げても福島ほか９）の報告が抽出されるのみである．
国外では，日本でいう栄養ドリンクもEDに含まれるこ
ともあるため，無視することができない先行研究である
といえるが，栄養ドリンクは医薬品もしくは医薬部外品，

EDは清涼飲料水と比較的明確に区別されている日本で
ED摂取に関する先行研究が皆無であることに変わりは
ない．また，同じ銘柄でも海外と日本で販売されている
EDの栄養成分は異なるため，本邦の子どもを対象にED
摂取の実態と摂取者の身体症状，生活状況の特徴，なら
びにEDに対するイメージを検討し，それらの実態を把
握することは急務の課題であると考える．

そこで本研究では，日本における子どものED摂取の
実態，ED摂取者の身体症状，生活状況の特徴，EDに対
するイメージを明らかにすることを目的とした．

Ⅱ．方 法

１．対象および期間
対象は，機縁法にて協力の得られた１都５県の小学校，

中学校，高等学校１６校（小学校５校，中学校６校，高等
学校５校）に在籍する１０～１８歳の子ども５，９８４名（小学
５年生：男子２４２名，女子２６３名，小学６年生：男子２４９
名，女子２８０名，中学１年生：男子１９１名，女子１８９名，
中学２年生：男子２１４名，女子２３４名，中学３年生：男子
３８３名，女子２７９名，高校１年生：男子８６７名，女子６４４名，
高校２年生：男子５６３名，女子４９８名，高校３年生：男子
５３７名，女子３５１名）であり，分析には調査への同意が得
られなかった者，無回答の者を除く５，９６０名（９９．６％）
分のデータが使用された．調査は，休日明けとそれ以外
の平日とでは生活状況が異なるという報告１０）１１）を受けて，
２０１８年５月～２０１９年３月の月曜日を除く平日に限って実
施された．
２．調査項目

本研究では，自己記入による無記名式調査票を用いて，
EDの摂取状況，身体症状，生活状況，EDのイメージに
関する各調査を実施した．各調査の概要は以下の通りで
あり，小学生用の調査票では未修得漢字にルビを付した．
１）エナジードリンク（ED）の摂取状況

EDの摂取状況に関する調査は，摂取経験の有無，摂
取頻度，最初に知ったきっかけ，はじめて摂取しようと
思ったきっかけ，摂取のタイミング，購入場所の各設問
で構成した．この内，摂取頻度については，先行研究１２）

に準じて「日・週・月・年」を１つ選択した上でその期
間内の摂取本数を記入するよう指示し，最初に知った
きっかけ，はじめて摂取しようと思ったきっかけ，摂取
のタイミング，購入場所については，表２に示す選択肢
を提示した．また，調査票では回答に先立って「この調
査でたずねているエナジードリンクとは，清涼飲料水の
一種で『（製品名１）』，『（製品名２）』，『（製品名３）』，
『（製品名４）』等がそれに該当します」と前置きした．

Key words：student, health, functional beverage, habitual intake, product image
児童・生徒，健康，機能性飲料，習慣摂取，商品イメージ
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２）身体症状
身体症状に関する調査は，Casuccio et al.１３），Koivusilta

et al.１４）の報告を参考に，鼻水・鼻づまり，頭痛，胃痛，
お腹が減らない，下痢，吐き気，からだの疲れ（疲労感）
（以下，「疲労感」と略す），何もしたくない，イライラ
する（以下，「イライラ感」と略す），立ちくらみやめまい，
もうろうとする，気分の高揚（気分の高まり）（以下，「気
分の高揚」と略す），心臓が痛い（以下，「心臓痛」と略
す），ドキドキする（以下，「ドキドキ感」と略す），集
中できない，気分が落ち込む，からだのだるさ（倦怠感）
（以下，「倦怠感」と略す）に関する設問で構成した．
なお，各身体症状は４選択肢（頻繁にある（週に１回以
上），ときどきある（月に１回以上），ほとんどない（そ
れ未満），まったくない）でその程度を尋ね，「頻繁にあ
る」と「ときどきある」は合算して「ある」，「ほとんど
ない」と「まったくない」は合算して「ない」とした．
３）生活状況

生活状況に関する調査は，野井ほか１５），日本学校保健
会１６）を参考に，調査前日の就床時刻，調査日の起床時刻，
最近の睡眠状況（朝起きられない，寝つきが悪い，夜中
に目が覚めやすい），学校での眠気感，部活動等の所属，
普段の朝食摂取状況の設問で構成した．各設問の選択肢
は，最近の睡眠状況が「はい／いいえ」，学校での眠気
感が「ない／１週間に１～２日ある／１週間に３～４日
ある／ほとんど毎日ある」，部活動等の所属が「運動部
所属／文化部所属／地域スポーツクラブ所属／所属して
いない」，普段の朝食摂取状況が「たくさん食べる（昼食
以上）／食べる（昼食くらい）／少し食べる（昼食以下）／
飲み物や果物のみ／食べない」であった．この内，学校
での眠気感は「ない」を無，それ以外を有，部活動等の
所属は運動習慣の把握ということで「運動部所属／地域
スポーツクラブ所属」を有，それ以外を無，普段の朝食
摂取状況は「飲み物や果物のみ／食べない」を無，それ
以外を有と解釈して，集計した．また，就床時刻と起床
時刻の回答からは睡眠時間も算出した．
４）エナジードリンク（ED）のイメージ

EDのイメージに関する調査は，ブレインストーミン
グによりEDのイメージを選出後，大学生を対象とした
プレ調査１７）を実施し，その結果を踏まえて，「危険」，
「まずい」，「高カロリー」，「さわやか」，「若い」，「苦
い」，「依存」，「スッキリ」，「カフェイン」，「怖い」，「ダ
サい」，「おしゃれ」，「怪しい」，「流行」，「アルギニン」，
「欠かせない」，「クール（かっこいい）」，「定番」，「嫌
い」，「元気」の２０項目で構成した．また，回答は４選択
肢（そう思う，どちらかといえばそう思う，どちらかと
いえばそう思わない，そう思わない）から１つを選択す
るよう指示した．
３．本研究で使用した「エナジードリンク（ED）」の定義

Higgins et al.１８）は，EDを「大量のカフェイン，砂糖，
ビタミン，タウリン等の様々な覚醒的物質を含む飲料で

ある」と定義している．また，“Code of practice on en-
ergy drinks”１９）では，「エナジードリンクは，刺激効果と
カフェイン，タウリン，ビタミン，栄養・生理的効果を
持つその他の成分が独特な組み合わせにより配合された
機能性飲料」であり，「１５０mg／Lを超えるカフェインを
含む高カフェイン飲料」と定義されている．これらは，
「エナジードリンクとは，カフェイン，砂糖，タウリン，
ビタミン等，覚醒的・生理的効果を誘発する成分を有し，
かつ，１５０mg／L以上のカフェインを含有する清涼飲料
水」と要約することができ，本研究ではこれを「エナジー
ドリンク（ED）」と定義した．

ちなみに，類似商品である「栄養ドリンク」とは以下
のように区別できる．栄養ドリンクは「医薬品」もしく
は「医薬部外品」に分類されるのに対し，EDは「清涼
飲料水」に分類される．前者は「医薬品，医療機器等の
品質，有効性及び危険性の確保等に関する法律（通称「薬
機法」）」，後者は「食品衛生法」で規制されている．
４．検討事項

本研究では，以下の４点を検討した．
１点目は，子どものED摂取の実態を検討することで

ある．この検討では，EDの摂取経験の有無および摂取
頻度より得られたデータを基に，週１回以上EDを摂取
している者を平均的な慢性摂取者（mean chronic ED
consumers）とする先行研究１２）を参考にして，１週間に
１本以上の者を「習慣摂取群注２）」，それ未満の者を「摂
取群」，摂取したことがない者を「未摂取群」とし，性
別，学校段階別にみた各摂取区分ごとの割合の偏りを
χ２検定により確認した．その際，１ヵ月間に４本以上
あるいは１年間に５２本以上と回答した者も，週１本以上
と解釈できるため「習慣摂取群」と区分した．なお，前
述したように，同じ銘柄でも海外と日本で販売されてい
るEDとでは，その成分や１本の容量が異なる．そのた
め，摂取本数に基づく上記の摂取区分では，EDにより
摂取する成分やEDの飲用量を正確に規定することにな
らないが，本研究では摂取習慣という行動特徴に着目し
ているため，上記のように区分することとした．他方，
本研究ではEDの摂取経験者（習慣摂取群，摂取群）が
EDを最初に知ったきっかけ，はじめて摂取しようと
思ったきっかけ，ED摂取のタイミング，購入場所につ
いても，性別，学校段階別に集計し，性別，学校段階別
の回答順位を概観した．

２点目は，子どものED摂取と身体症状の特徴を検討
することである．この検討では，各身体症状（鼻水・鼻
づまり，頭痛，胃痛，お腹が減らない，下痢，吐き気，
疲労感，何もしたくない，イライラ感，立ちくらみやめ
まい，もうろうとする，気分の高揚，心臓痛，ドキドキ
感，集中できない，気分が落ち込む，倦怠感）（ない＝
０，ある＝１）を目的変数，性（男子＝１，女子＝２），
学年（小学５年生～高校３年生），ED摂取区分（未摂取
群＝１，摂取群＝２，習慣摂取群＝３）を説明変数に投
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入した多変量による二項ロジスティック回帰分析（強制
投入法）を行った．

３点目は，子どものED摂取と生活状況の特徴を検討
することである．この検討では，各生活状況（調査前日
の就床時刻，調査日の起床時刻，睡眠時間，朝起きられ
ない，寝つきが悪い，夜中に目が覚めやすい，学校での
眠気感，運動習慣，普段の朝食摂取状況）を目的変数，
性（男子＝１，女子＝２），学年（小学５年生～高校３
年生），ED摂取区分（未摂取群＝１，摂取群＝２，習慣
摂取群＝３）を説明変数に投入した多変量による二項ロ
ジスティック回帰分析（強制投入法）を行った．その際，
就床時刻，起床時刻，睡眠時間は性別，学年別の中央値
を基にそれよりも早いもしくは長い場合を「０」，遅い
もしくは短い場合を「１」，朝起きられない，寝つきが
悪い，夜中に目が覚めやすい，学校での眠気感，運動習
慣は「無」を「０」，「有」を「１」，朝食摂取状況は「た
くさん食べる（昼食以上）」，「食べる（昼食くらい）」，「少
し食べる（昼食以下）」を「０」，それ以外を「１」とした．

４点目は，EDのイメージを検討することである．こ
の検討では，最初に，２０項目の回答を用いて探索的因子
分析（最尤法，プロマックス回転）を性別に行った．そ
の後，各因子に対する負荷量の絶対値が．４０未満の項目
があった場合には，その項目を除外し，再度探索的因子
分析を実施した．加えて，信頼性の検討のためにCron-
bachのα係数も算出した．次に，ED摂取区分ごとの各
因子得点を性別に比較した．各因子得点は，４選択肢の
回答を「そう思う：４点」，「どちらかといえばそう思
う：３点」，「どちらかといえばそう思わない：２点」，
「そう思わない：１点」と得点化し，摂取区分別の各因
子得点の平均値を繰り返しのない一元配置分散分析を用
いて比較した．また，有意差が認められた場合のその後
の多重比較にはBonferroniの方法を用いた．

なお，これら一連の統計処理にはIBMⓇSPSSⓇVer２４
を使用した．また，結果の統計的有意差については，い
ずれの場合も危険率５％未満の水準で判定した．
５．倫理的配慮

本研究は，日本体育大学におけるヒトを対象とした実
験等に関する倫理審査委員会の承認（承認番号：第０１７―
H０５３号）を得て実施された．なお，本研究では，対象
校の学校長を通じて教職員会議の承諾を得て実施した．
また，各対象者に対しては，調査の趣旨と内容，参加決
定・継続の自由，プライバシーの保護等について，文書
による説明を事前に行い，調査協力の意志は調査票への
回答をもって確認した．

Ⅲ．結 果

表１は，性別，学校段階別にみたED摂取区分ごとの
割合を示したものである．この表が示すように，習慣摂
取群（男子・小学生８．２％，中学生１０．７％，高校生１２．８％，
女子・小学生３．１％，中学生３．３％，高校生３．１％）と摂

取 群（男 子・小 学 生３７．３％，中 学 生４７．３％，高 校 生
５４．８％，女子・小学生２４．８％，中学生２９．５％，高校生
４２．３％）を合算したED摂取経験者の割合（男子・小学
生４５．５％，中学生５８．０％，高校生６７．６％，女子・小学生
２７．９％，中学生３２．８％，高校生４５．４％）は，性差なく高
校生，中学生，小学生の順に多い様子，ならびに女子に
比して男子で多い様子が示された．

次に，性別，学校段階別にみた最初に知ったきっかけ，
はじめて摂取しようと思ったきっかけ，摂取のタイミン
グ，購入場所を概観した（表２）．その結果，最初に知っ
たきっかけで第１位を記録した項目は「家族が飲んでい
た」（小学生女子，中学生女子），「コンビニ等で売られ
ていた」（中学生男子，高校生男子，高校生女子），「自
動販売機で売られていた」（小学生男子）であった．同
様に，はじめて摂取しようと思ったきっかけは「おいし
そうだから」（小学生男子，小学生女子，中学生男子，
中学生女子，高校生男子），「眠かったから」（高校生女
子），摂取のタイミングは「疲れた時」（中学生男子，中
学生女子），「勉強の時」（高校生男子，高校生女子），「喉
が渇いた時」（小学生男子，小学生女子，中学生女子），
購入場所は「コンビニエンスストア」（中学生男子，中
学生女子，高校生男子，高校生女子），「自動販売機」（小
学生男子），「自分で買わずに家族が購入」（小学生女子）
が第１位として記録された．また，摂取のタイミングで
は「運動やスポーツの時」（小学生男子，小学生女子：
２位），購入場所では「スーパーマーケット」（中学生男
子，中学生女子，高校生男子：３位，高校生女子：２
位）も上位にランクされた．

このようなEDの摂取状況を踏まえて，各身体症状を
目的変数，性，学年，ED摂取区分を説明変数に投入し
た多変量による二項ロジスティック回帰分析（強制投入
法）を実施した．結果は，表３の通りである．この表が

表１ 性別・学校段階別にみたエナジードリンク摂取状況

習慣摂取群 摂取群 未摂取群 χ２ value

男子
小学生（n＝４８８）
中学生（n＝７８６）
高校生（n＝１，９５９）

４０（ ８．２）b

８４（１０．７）
２５１（１２．８）a

１８２（３７．３）b

３７２（４７．３）b

１，０７４（５４．８）a

２６６（５４．５）a

３３０（４２．０）a

６３４（３２．４）b

８８．２４４＊

女子
小学生（n＝５４０）
中学生（n＝６９６）
高校生（n＝１，４９１）

１７（３．１）
２３（３．３）
４６（３．１）

１３４（２４．８）b

２０５（２９．５）b

６３０（４２．３）a

３８９（７２．０）a

４６８（６７．２）a

８１５（５４．７）b

６８．５９８＊

注；表中の数値はn（％）を示す．「習慣摂取群」はエナジード
リンクの摂取頻度が１週間に１本以上の者，「摂取群」
は１週間に１本未満の者，「未摂取群」は摂取したこと
がない者を示す．分析にはχ２検定を用い，有意な人数
の偏りが認められた場合には残差分析も実施した．a残
差分析の結果，有意に人数が多かったセル．b残差分析
の結果，有意に人数が少なかったセル．
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表３ エナジードリンク（ED）摂取区分と各身体症状との関連

説明変数 β OR ９５％CI 説明変数 β OR ９５％CI

鼻水・鼻づ
まり

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．３５１＊

－０．１６９＊

―
０．１２９＊

－０．０９５

―
０．７０４
０．８４５

―
１．１３７
０．９０９

―
０．６３１―０．７８５
０．８２３―０．８６７

―
１．０１５―１．２７５
０．７３９―１．１１９

立ちくらみ
やめまい

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．５３３＊

０．１８８＊

―
０．２０７＊

０．３１４＊

―
１．７０４
１．２０７

―
１．２２９
１．３６９

―
１．５２３―１．９０６
１．１７５―１．２４０

―
１．０９４―１．３８１
１．１０８―１．６９２

頭痛 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．５３０＊

０．０６３＊

―
０．１６１＊

０．４５３＊

―
１．６９９
１．０６５

―
１．１７４
１．５７３

―
１．５２４―１．８９３
１．０３９―１．０９２

―
１．０４９―１．３１５
１．２８１―１．９３１

もうろうと
する

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．０５６
０．０６４＊

―
０．２２５＊

０．４８３＊

―
１．０５８
１．０６６

―
１．２５２
１．６２１

―
０．９０４―１．２３８
１．０２７―１．１０６

―
１．０６２―１．４７７
１．２３１―２．１３４

胃痛 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．４９９＊

０．０３６＊

―
０．２８６＊

０．４３５＊

―
１．６４７
１．０３７

―
１．３３１
１．５４５

―
１．４５５―１．８６５
１．００８―１．０６７

―
１．１６９―１．５１６
１．２２４―１．９４９

気分の高揚 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．１２１＊

０．０２９＊

―
０．２５１＊

０．１９５

―
１．１２９
１．０３０

―
１．２８６
１．２１５

―
１．０１１―１．２６０
１．００４―１．０５６

―
１．１４６―１．４４２
０．９８５―１．５００

お腹が減ら
ない

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．０１１
－０．００５

―
０．０７５
０．４８８＊

―
０．９８９
０．９９５

―
１．０７８
１．６２９

―
０．８６７―１．１２８
０．９６５―１．０２５

―
０．９３９―１．２３８
１．２９３―２．０５３

心臓痛 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．２７９＊

－０．００２
―

０．２１１＊

０．４３０＊

―
１．３２１
０．９９８

―
１．２３４
１．５３７

―
１．１３６―１．５３６
０．９６５―１．０３３

―
１．０５３―１．４４７
１．１６８―２．０２１

下痢 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．４２２＊

０．１０８＊

―
０．０６３
０．０２１

―
０．６５６
１．１１４

―
１．０６５
１．０２１

―
０．５７５―０．７４７
１．０８０―１．１４９

―
０．９３１―１．２１８
０．８０３―１．２９８

ドキドキ感 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．０１２

－０．０４７＊

―
０．１７４＊

０．２１８

―
１．０１２
０．９５４

―
１．１９１
１．２４３

―
０．８９３―１．１４８
０．９２８―０．９８１

―
１．０４４―１．３５８
０．９８２―１．５７５

吐き気 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．１７８＊

０．０４８＊

―
０．１２９
０．５１１＊

―
１．１９５
１．０４９

―
１．１３８
１．６６７

―
１．０１２―１．４１０
１．００９―１．０９０

―
０．９５６―１．３５５
１．２５１―２．２２２

集中できない 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．１９７＊

０．１２３＊

―
０．１０９
０．１６４

―
１．２１７
１．１３１

―
１．１１５
１．１７８

―
１．０９３―１．３５５
１．１０３―１．１６０

―
０．９９７―１．２４７
０．９６０―１．４４６

疲労感 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．３２７＊

０．１４９＊

―
０．２９７＊

０．２５１＊

―
１．３８６
１．１６０

―
１．３４５
１．２８５

―
１．２３１―１．５６２
１．１３０―１．１９１

―
１．１８９―１．５２３
１．０２３―１．６１４

気分が落ち
込む

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．５１９＊

０．１０５＊

―
０．１８３＊

０．１６３

―
１．６８０
１．１１０

―
１．２０１
１．１７７

―
１．５０６―１．８７４
１．０８３―１．１３９

―
１．０７２―１．３４５
０．９５５―１．４５０

何もしたく
ない

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．７０６＊

０．１６７＊

―
０．３３６＊

０．３２４＊

―
２．０２５
１．１８２

―
１．４００
１．３８２

―
１．８１１―２．２６５
１．１５３―１．２１２

―
１．２４７―１．５７１
１．１２０―１．７０６

倦怠感 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．２６５＊

０．１４０＊

―
０．３２０＊

０．４４３＊

―
１．３０３
１．１５１

―
１．３７８
１．５５７

―
１．１７０―１．４５１
１．１２３―１．１７９

―
１．２３２―１．５４１
１．２６７―１．９１５

イライラ感 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．６０２＊

０．００４
―

０．１４６＊

０．０８２

―
１．８２６
１．００４

―
１．１５７
１．０８６

―
１．６４１―２．０３２
０．９８０―１．０２８

―
１．０３５―１．２９４
０．８８４―１．３３４

注；分析には目的変数に身体症状（頭痛，胃痛，お腹が減らない，下痢，吐き気，疲労感，何もしたくない，イライラ感，立ちくらみやめまい，もう
ろうとする，気分の高揚，心臓痛，ドキドキ感，集中できない，気分が落ち込む，倦怠感：ない＝０，ある＝１）を，説明変数に性（男子＝１，
女子＝２），学年（小学５年生～高校３年生），エナジードリンク摂取区分（未摂取群＝１，摂取群＝２，習慣摂取群＝３）を投入した多変量によ
る二項ロジスティック回帰分析（強制投入法）を用いた．n＝５，９８４．＊p＜０．０５．

１７１野井ほか：１０～１８歳の子どもにおけるエナジードリンクの摂取実態と摂取者の身体症状・生活状況の特徴



示すように，習慣摂取群との有意なロジスティック回帰
係数が認められた身体症状は，「頭痛」（OR：１．５７３，
９５％CI：１．２８１―１．９３１），「胃痛」（OR：１．５４５，９５％CI：
１．２２４―１．９４９），「お腹が減らない」（OR：１．６２９，９５％
CI：１．２９３―２．０５３），「吐き気」（OR：１．６６７，９５％CI：
１．２５１―２．２２２），「疲労感」（OR：１．２８５，９５％CI：１．０２３―
１．６１４），「何 も し た く な い」（OR：１．３８２，９５％CI：
１．１２０―１．７０６），「立ちくらみやめまい」（OR：１．３６９，
９５％CI：１．１０８―１．６９２），「もうろうとする」（OR：１．６２１，
９５％CI：１．２３１―２．１３４），「心臓痛」（OR：１．５３７，９５％
CI：１．１６８―２．０２１），「倦怠感」（OR：１．５５７，９５％CI：
１．２６７―１．９１５）であった．

一方，性別，学校段階別にみたED摂取区分と各生活
状況との関連については，各生活状況を目的変数，性，
学年，ED摂取区分を説明変数に投入した多変量による
二項ロジスティック回帰分析（強制投入法）を実施した
（表４）．習慣摂取群との有意なロジスティック回帰係
数が認められた生活状況は，「就床時刻」（OR：１．３３８，
９５％CI：１．０９２―１．６４０），「寝つきが悪い」（OR：１．６４９，
９５％CI：１．３１１―２．０７４），「夜中に目が覚めやすい」（OR：
２．０５６，９５％CI：１．５２８―２．７６６），「朝食摂取状況」（OR：
３．４５３，９５％CI：２．５４６―４．６８４）であった．

さらに本研究では，EDのイメージについても検討し
た．この検討では，最初の探索的因子分析で各因子に対
する負荷量の絶対値が．４０未満である項目（男子：高カ
ロリー，アルギニン，女子：高カロリー，ダサい，アル
ギニン）を削除し，再度，探索的因子分析を行った．そ
の結果，表５に示す４つの因子が抽出され，Cronbach
のα係数は女子の第４因子を除く因子で．７０以上を示し
た．男子の第１因子と女子の第３因子は「まずい」，「苦
い」，「ダサい」（男子のみ），「嫌い」で構成されており，
EDに対する嫌悪感を示していることから「苦手」と命
名した．同様に，男女の第２因子は「おしゃれ」，「流行」，
「欠かせない」，「クール」，「定番」で構成されており，
EDに対する好印象やその時代の需要の高さを示してい
ることから「時好」，男子の第３因子と女子の第１因子
は「危険」，「依存」，「カフェイン」，「怖い」，「怪しい」
で構成されており，EDを疑わしく思っていること，詳
細がわからないことを示していることから「不審」，男
女の第４因子は「さわやか」，「若い」，「スッキリ」，「元
気」で構成されており，爽快感，活動力を示しているこ
とから「活力」と名付けた．この結果を基に，表６には
ED摂取区分別の各因子得点を性別に比較した．この表
が示すように，「活力」と「時好」は習慣摂取群で有意
に高値を，「苦手」と「不審」は習慣摂取群で有意に低
値を示した．

Ⅳ．考 察

本研究では，子どもを対象とした質問紙調査の結果を
基に，最初にED摂取区分を確認した．結果は，小学生

表４ エナジードリンク（ED）摂取区分と各生活状況との
関連

説明変数 β OR ９５％CI

就床時刻 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．２２８＊

０．０２０
―

０．１８９＊

０．２９１＊

―
０．７９６
１．０２０

―
１．２０９
１．３３８

―
０．７１５―０．８８６
０．９９６―１．０４５

―
１．０８１―１．３５２
１．０９２―１．６４０

起床時刻 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．１３９＊

－０．０２４＊

―
０．００９
０．１７４

―
０．８７０
０．９７６

―
１．００９
１．１９０

―
０．７８２―０．９６９
０．９５２―１．０００

―
０．９０２―１．１２９
０．９７１―１．４６０

睡眠時間 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．０７９

－０．０１８
―

０．２３４＊

０．１６３

―
１．０８２
０．９８２

―
１．２６４
１．１７７

―
０．９７３―１．２０４
０．９５９―１．００６

―
１．１３１―１．４１２
０．９６０―１．４４３

朝起きられ
ない

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．３５５＊

０．０６４＊

―
０．０８５
０．１６８

―
１．４２７
１．０６６

―
１．０８９
１．１８３

―
１．２８２―１．５８８
１．０４０―１．０９２

―
０．９７４―１．２１８
０．９６４―１．４５２

寝つきが悪い 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．０６９
－０．０３０＊

―
０．１４４＊

０．５００＊

―
０．９３３
０．９７１

―
１．１５５
１．６４９

―
０．８２１―１．０６２
０．９４３―０．９９９

―
１．０１０―１．３２２
１．３１１―２．０７４

夜中に目が
覚めやすい

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．００１
－０．１０２＊

―
０．２８２＊

０．７２１＊

―
０．９９９
０．９０３

―
１．３２５
２．０５６

―
０．８３８―１．１９１
０．８６９―０．９３８

―
１．１０１―１．５９６
１．５２８―２．７６６

学校での眠
気感

性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．５１４＊

０．３４５＊

―
０．３６４＊

０．２９７

―
１．６７２
１．４１１

―
１．４３９
１．３４６

―
１．４２１―１．９６６
１．３６３―１．４６２

―
１．２１４―１．７０６
０．９８２―１．８４７

運動習慣 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
－０．７８７＊

－０．０８０＊

―
０．３６９＊

０．１１１

―
０．４５５
０．９２３

―
１．４４６
１．１１８

―
０．４０７―０．５０９
０．９００―０．９４７

―
１．２８７―１．６２５
０．９０３―１．３８４

朝食摂取状況 性

学年
ED摂取区分

男子
女子

未摂取群
摂取群
習慣摂取群

―
０．０７４
０．０６８＊

―
０．４５９＊

１．２３９＊

―
１．０７７
１．０７０

―
１．５８２
３．４５３

―
０．８８１―１．３１６
１．０２０―１．１２２

―
１．２７４―１．９６５
２．５４６―４．６８４

注；分析には目的変数に生活状況（就床時刻，起床時刻：早い＝０，遅
い＝１，睡眠時間：長い＝０，短い＝１，朝起きられない，寝つき
が悪い，夜中に目が覚めやすい，学校での眠気感，運動習慣：無＝
０，有＝１，朝食摂取状況：有＝０，無＝１）を，説明変数に性（男
子＝１，女子＝２），学年（小学５年生～高校３年生），ED摂取区
分（未摂取群＝１，摂取群＝２，習慣摂取群＝３）を投入した多変
量による二項ロジスティック回帰分析（強制投入法）を用いた．n＝
５，９１９．＊p＜０．０５．
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表５ エナジードリンクに抱くイメージの因子パターン行列（プロマックス回転後）

男子 第１因子：苦手 第２因子：時好 第３因子：不審 第４因子：活力 α係数

苦い
まずい
嫌い
ダサい

０．８８５
０．８８３
０．６３１
０．４４２

－０．０９５
－０．１０１

０．０７９
０．２０２

－０．１３５
－０．０９３

０．１４７
０．１７６

０．１８５
０．００５

－０．１０３
－０．１１０

０．８１６

クール
おしゃれ
定番
欠かせない
流行

－０．０５３
０．０５４

－０．０４４
－０．００８

０．０１１

０．８１７
０．７３７
０．７０２
０．５９１
０．５２５

－０．０５９
－０．０６７
－０．０７４
－０．０５７

０．２１７

－０．００７
－０．００１

０．０６２
０．０６７
０．０２３

０．８０５

危険
怖い
依存
カフェイン
怪しい

－０．０７７
０．１２７
０．０８１

－０．１４１
０．３２９

－０．０６７
－０．０４１
－０．０３５
－０．０７７

０．１２４

０．８５８
０．７６６
０．６１０
０．５４０
０．４４０

－０．０４３
－０．０３９

０．１３８
０．２３７

－０．０９０

０．８０３

スッキリ
さわやか
若い
元気

０．０３６
０．０４４
０．１２６

－０．１３４

－０．０６４
０．０４５
０．１４４
０．２１１

０．１１６
－０．０１７

０．０６４
－０．００１

０．７６１
０．６６３
０．４８４
０．４６０

０．７２９

第１因子：苦手
第２因子：時好
第３因子：不審
第４因子：活力

１．０００
０．２８７
０．６７６

－０．１５１

１．０００
０．３４５
０．４４３

１．０００
０．０８１ １．０００

女子 第１因子：不審 第２因子：時好 第３因子：苦手 第４因子：活力 α係数

危険
怖い
依存
怪しい
カフェイン

０．８６７
０．８４９
０．６２６
０．６０９
０．４５０

－０．０４９
－０．００９
－０．００１

０．１５５
－０．１２５

－０．１４０
０．０２６
０．０２１
０．１４８

－０．０１６

－０．０６７
－０．０７８

０．１９１
－０．１２１

０．３２９

０．８０７

クール
おしゃれ
定番
欠かせない
流行

－０．１０２
０．００１

－０．０４７
０．０１９
０．１９３

０．７９１
０．６９６
０．６８１
０．５６１
０．５５８

０．００５
－０．００９
－０．０３１
－０．０３３
－０．００９

０．００７
－０．００３

０．０１８
０．０４９
０．０６１

０．７９９

まずい
苦い
嫌い

－０．０３９
－０．０５８

０．２５６

－０．０７４
－０．０３０

０．０９６

０．８７２
０．７７２
０．４７５

－０．０１０
０．０９６

－０．１１４

０．７７０

スッキリ
さわやか
元気
若い

０．１１２
－０．０８４
－０．１１０

０．０６５

－０．０８６
０．０７４
０．１６８
０．１６６

０．０１２
－０．００３
－０．０２６

０．０８９

０．７８２
０．５８４
０．４５９
０．４１８

０．６８３

第１因子：不審
第２因子：時好
第３因子：苦手
第４因子：活力

１．０００
０．２２５
０．５９７
０．０７０

１．０００
０．１３５
０．４２３

１．０００
－０．１１７ １．０００

注；分析には探索的因子分析（最尤法，Kaiserの正規化を伴うプロマックス法）を用いた．α：Cronbach’s α係数．
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よりも中学生，中学生よりも高校生でEDの摂取経験者
（習慣摂取群，摂取群）が多い様子，女子に比して男子
で多い様子を確認させるものであった（表１）．

Larson et al.７）は，EDを１週間に１本以上の割合で飲
む者が男子では中学生よりも高校生で多い（男子・中学
生：１６．４％，高校生：１７．９％，女子・中学生：１３．８％，
高校生：１１．４％）ことを報告している．Holubcikova et
al.２０）も，年齢が高いと習慣摂取者が多いこと（OR：１．２６，
９５％CI：１．２０―１．３１），女子に比して男子で多いこと
（OR：２．４３，９５％CI：２．１７―２．７４）を報告している．さ
らに，日本の小学４～６年生を対象に栄養ドリンクの摂
取状況を調査した福島ほか９）は，高い学年ほど栄養ドリ
ンクの摂取経験者が多い様子（４年生：２８．３％，５年
生：３５．３％，６年生：４０．０％），女子に比して男子で多
い様子（男子：４５．５％，女子：２５．５％）を報告している．
このように，生活経験が多い子どもたちで摂取経験が多
いことは想像に難くない．したがって，学年段階が高い
ほど摂取経験者が多いという本研究の結果は，これら栄
養ドリンクも含めた先行研究の結果を概ね支持するもの
といえる．

他方，本研究の結果では，国外に比して国内で摂取経
験者が少ないという事実も確認された．そもそも，日本
における清涼飲料水品目別消費量の２００５年までの推移を
観察した報告によると，日本人は欧米人に比して米，汁
物および茶を摂取する文化を持つことから加糖飲料を摂
取する習慣が根付かなかったと指摘されている２１）．また，
食育における「心身の健康」や「食品を選択する能力」
に関わる学習では，学校種を問わず，朝食摂取とともに
間食（おやつ），中でも清涼飲料水摂取に関する内容が
取り上げられることが多いと指摘されている２２）．そのた
め，国外の報告に比して習慣摂取群が少ないことの背景
には，このような食文化の違いや教育の成果が影響した

ものといえるのかもしれないが，憶測の域を脱しない．
したがって，この点の解明は今後の検討課題といえよう．
ただ，EDによるカフェイン摂取が薬物依存の入り口に
なっている可能性２３）やED摂取と低い学業成績との関係２４），
さらには，ニコチン使用者はニコチンの長期間使用が人
体に悪影響を及ぼすことを理解しているが，カフェイン
はそれを理解している使用者がほとんどいないこと３）等
も指摘されていることを勘案すると，軽視できない結果
であるとも考える．

このような状況を踏まえて，本研究では子どものED
摂取者の身体症状，生活状況の特徴についても検討した．
その結果，EDの習慣摂取群では「頭痛」，「胃痛」，「お
腹が減らない」，「吐き気」，「疲労感」，「何もしたくな
い」，「立ちくらみやめまい」，「もうろうとする」，「心臓
痛」，「倦怠感」といった身体症状を訴える様子（表３），
「就床時刻が遅い」，「寝つきが悪い」，「夜中に目が覚め
やすい」，「朝食を摂取しない」といった生活状況にある
様子が示された（表４）．ED摂取量や各身体症状の発生
のタイミング，さらにはその他のカフェインの摂取状況
を把握できていない本研究による結果のすべてがEDに
よる影響であるのか否かは不明であるものの，ED摂取
と頭痛，腹痛，睡眠障害等との関連を指摘する多くの先
行研究１３）１４）２０）２５）と共通の結果といえる．また，カフェイン
が自律神経機能に作用することは広く知られていること
であり，EDが睡眠を妨げるとの報告２６）やEDの過剰摂取
がQT延長症候群による心室細動を引き起こすとの症例
報告２７）が散見されることを勘案しても，食欲不振や体調
不良，睡眠問題だけでなく，頭痛や胃痛，心臓痛といっ
た問題を惹起する可能性も頷ける．

他方，本研究では子どもが抱くEDのイメージも検討
し，「活力」，「時好」，「苦手」，「不審」の４因子を抽出
する（表５）とともに，「活力」と「時好」の因子得点

表６ 性別・エナジードリンク摂取区分別にみたエナジードリンクに抱くイメージの各因子得点

男子 女子

mean±SD F value 多重比較 mean±SD F value 多重比較

活力
習慣摂取群（n＝ ３５８）

摂取群（n＝１，５５８）
未摂取群（n＝１，１４０）

２．６±０．８
２．４±０．８
２．２±０．８

３３．３５８＊ 未＜摂＜習
活力

習慣摂取群（n＝ ８２）
摂取群（n＝ ９２４）

未摂取群（n＝１，５８５）

２．５±０．７
２．４±０．７
２．３±０．８

９．９７５＊ 未＜摂，習

時好
習慣摂取群（n＝ ３５８）

摂取群（n＝１，５５８）
未摂取群（n＝１，１４０）

１．８±０．８
１．６±０．６
１．６±０．６

１２．７６２＊ 未，摂＜習
時好

習慣摂取群（n＝ ８２）
摂取群（n＝ ９２４）

未摂取群（n＝１，５８５）

１．７±０．８
１．５±０．６
１．５±０．５

４．５０３＊ 未，摂＜習

苦手
習慣摂取群（n＝ ３５８）

摂取群（n＝１，５５８）
未摂取群（n＝１，１４０）

１．３±０．５
１．６±０．７
２．３±０．８

４０３．４３０＊ 習＜摂＜未
苦手

習慣摂取群（n＝ ８２）
摂取群（n＝ ９２４）

未摂取群（n＝１，５８５）

１．５±０．７
１．８±０．８
２．６±０．９

２６８．３４４＊ 習＜摂＜未

不審
習慣摂取群（n＝ ３５８）

摂取群（n＝１，５５８）
未摂取群（n＝１，１４０）

２．０±０．７
２．２±０．７
２．６±０．９

９９．９３３＊ 習＜摂＜未
不審

習慣摂取群（n＝ ８２）
摂取群（n＝ ９２４）

未摂取群（n＝１，５８５）

２．０±０．８
２．２±０．７
２．６±０．８

７１．０３８＊ 習＜摂＜未

注；分析には対応のない一元配置分散分析を用い，有意差が認められた場合のその後の多重比較にはBonferroniの方法を使用した．習：習慣摂取群，
摂：摂取群，未：未摂取群．＊p＜０．０５．
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は習慣摂取群で，「苦手」と「不審」の因子得点は未摂
取群で有意に高値を示す様子も確認できた（表６）．こ
のような事実は，イメージの良し悪しがEDの摂取行動
と関連する可能性を示唆しているものと考える．その点，
ED業界の現在の活況ぶりは，製造者による子ども，若
者をターゲットにした商品のイメージ戦略が影響した証
といえよう．

若者のファッション購買行動に及ぼすInstagramの影
響を検討した赤坂・飯塚２８）は，若者の購買行動に与える
SNSの可能性を指摘している．また，ED摂取経験者は
非経験者よりSNSの利用率が高いとの報告２９）もある．さ
らに宮谷・大関３０）は，アミノ酸飲料ブームの起爆剤に，
オリンピック金メダルパワーや専門家の力とともに，テ
レビCMの力も挙げている．けだし，「エネルギー」や
「元気」，「活力」といったことを打ち出すEDのCMは，
従来の栄養ドリンクが掲げる「疲労回復」や「栄養補給」
といったCMとは異なり，新たなイメージも構築してい
る２９）．実際，本調査によって示されたはじめて摂取しよ
うと思ったきっかけは高校生女子を除いて「おいしそう
だから」が最頻度，摂取のタイミングは小学生が「喉が
渇いた時」（男女とも１位），「運動やスポーツの時」（男
女とも２位），中学生においても「喉が渇いた時」（男子
３位，女子１位）が上位にランクされている（表２）．
さらに，広告によるこのようなイメージ戦略だけでなく，
主な購入場所では「スーパーマーケット」，「コンビニエ
ンスストア」，「自動販売機」が上位を占めた（表２）こ
とが示すように，身近な場所で購入できるといった手軽
さもEDの購買行動に貢献しているものとも考える．無
論，子どもの健康に悪影響を及ぼさないのであれば問題
視することはない．だが，本研究の結果が示すように，
身体症状や生活状況との関連を否定しきれないEDにつ
いては，予防原則の視点も考慮しつつ，その広告や販売
に関する一定の社会的規制が必要であるとも考える．

以上のように，心配されている子どものED摂取の実
態，ED摂取者の身体症状，生活状況の特徴，イメージ
の一端を確認することができたことは，本調査により得
られた重要な知見であると考える．しかしながら，ED
摂取とその悪影響に関する情報を提供し，EDの危険性
を知らせる必要性が叫ばれている３１）ことを勘案すると，
本研究で得られた事実の発信とともに，この点に関する
「からだの学習」３２）の創造が今後の実践課題であるとい
える．また，本調査における身体症状や生活状況は，対
象者の主観に基づくものであり，客観的データといいき
れない．さらに，本調査ではEDの摂取区分を未摂取群，
摂取群，習慣摂取群に区分しているが，前述のように
EDにより摂取される成分や飲用量を規定しきれていな
いだけでなく，習慣摂取群の中には毎日飲用している者
も見受けられた．このようなグループでは，より深刻な
身体症状や生活状況を呈するのか否かといった点も検討
されるべき課題であるが，そのような分析が可能な対象

数ではなかったことから，それもできていない．これら
の諸点は質問紙調査による本研究の限界であり，今後の
研究課題として提起しておきたい．

Ⅴ．結 論

本研究では，子どもを対象とした質問紙調査の結果を
基に，ED摂取の実態，ED摂取者の身体症状，生活状況
の特徴，EDのイメージを検討した．その結果，学校段
階が高いほどEDの摂取経験者が多い様子，女子に比し
て男子で多い様子が確認された．また，EDの習慣摂取
群では「頭痛」，「胃痛」，「お腹が減らない」，「吐き気」，
「疲労感」，「何もしたくない」，「立ちくらみやめまい」，
「もうろうとする」，「心臓痛」，「倦怠感」といった身体
症状を訴える様子，さらには，「就床時刻が遅い」，「寝
つきが悪い」，「夜中に目が覚めやすい」，「朝食を摂取し
ない」といった生活状況にある様子が示された．さらに，
子どもが抱くEDのイメージの検討では，「活力」，「時
好」，「苦手」，「不審」の４因子が抽出され，「活力」と
「時好」の因子得点は習慣摂取群で，「苦手」と「不審」
の因子得点は未摂取群で有意に高値を示す様子が確認さ
れた．
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注 記

１）日本で販売されているEDには１本当たり８０～１４０mg程
度のカフェインが含まれている．一方，文部科学省「日本
食品標準成分表２０１５年版（七訂）」（http:／／www.mext.go.jp／
component／a_menu／science／detail／__icsFiles／afieldfile／
２０１７／０２／１６／１３６５３４３_１-０２１６r９.pdf）によると，コーヒーの
カフェイン含有量は６０mg／１００mlであり，１杯（１５０ml）
では９０mg程度のカフェイン摂取となる．そのため，カ
フェイン量４７０～４８０mgは，コーヒー５～６杯分（７５０～９００
ml）に相当する．

２）本研究における習慣摂取群は，１週間にコーヒー１～２
杯以上を飲用しているのと同程度のカフェイン摂取と推定
される．
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Ⅰ．緒 言

日本の学校では，毎年約５０件の心停止が発生しており１），
２００５年～２０１４年の１０年間に病院外心停止を発症した就学
年齢の子ども（６歳～１７歳）は全国で８９９人であった２）．
日本スポーツ振興センターの報告（２０１７年度に独立行政
法人日本スポーツ振興センターが「死亡見舞金」「障害
見舞金」「供花料」を支給した全事例４７９件を対象とした
もの）によると，２０１７年度の学校管理下における死亡は
５７件で，そのうち突然死は２５件であった３）．また，日本
学校保健会が行った学校における蘇生とAED使用に関
する全国調査によると２０１２年度～２０１６年度の５年間で，
AEDのパッドを貼って救命活動をした学校は６７０校で，
そのうちAEDのショックボタンを押した学校は２４９校と
報告されている４）．

AEDは，２００４年７月より一般市民でも使用できるよう
になり，２０１６年３月現在９３．９％の学校に設置されている５）．
病院外での心停止の場合，バイスタンダーによる胸骨圧
迫やAEDによる電気ショックなどの一次救命処置を施
すことで生存率が高くなることは多くの研究で証明され
ている１）２）６－１０）．学校には心臓疾患を持つ児童・生徒が在
籍しており，小中学校の校内で発生した心停止の分析に
よると，その半数はすでに心臓疾患があり管理を受けて
いる児童・生徒であったが，残りの半数は心臓疾患の診
断がない児童・生徒であったことがわかっている１１）．小
児循環器の専門家らは，学校における心臓突然死の減少
傾向は，１９９５年の学校心臓健診の導入だけではなく，教
職員によるAEDの使用が認められたことが寄与してい
ると指摘している１２）１３）．

一方，２０１６年の救急自動車（以下救急車）による救急
出動件数は全国で６２０万９，９６４件（対前年比１５万５，１４９件
増，２．６％増），搬送人員数は５６２万１，２１８人（対前年比１４
万２，８４８人増，２．６％増）で救急出動件数，搬送人員数と
もに過去最多となった．また，救急車の現場到着所要時

間（１１９番通報を受けてから現場に到着するまでに要した
時間）は，全国平均で８．５分，病院収容所要時間（１１９番
通報を受けてから病院に収容するまでに要した時間）は
全国平均３９．３分でどちらも延伸傾向である１４）．したがっ
て，救急車で医療機関へ搬送されるまでの迅速かつ適切
な第一発見者による一次救命処置が救命のカギを握る．
いざという時に，躊躇することなく傷病者に近づき一次
救命処置を行うためには定期的な訓練が重要である１５）．
２０１６年に消防本部が実施した応急手当講習の受講者数は
全国で１８４万２，２７４人であり１４），学校教職員の受講率は
９１．４％５）であった．消防機関は，応急手当講習会を開催す
ることだけでなく，応急手当講習を開催できる指導者で
ある応急手当普及員の養成にも取り組んでいる．

応急手当普及員とは，消防機関による応急処置技能の
普及を支援し救命講習を教授する人員またはその資格で
ある．学校において応急手当普及員の資格を保有する教
職員が在籍していれば，校内で普通救命講習会を開催す
ることができる．消防機関にとっては，講習会の度に各
学校へ大勢の消防職員を派遣することが不要となる．そ
のため，学校教職員が応急手当普及員の資格を所有する
ことが望まれているが，そのような統計がなく実態はわ
かっていない．

教職員が中心となって講習会を開催し，学校の救命力
を向上させ，児童・生徒の命を守ることができる学校づ
くりを目指すには，学校と消防機関との事前の連携が不
可欠である．学校と消防機関が学校に在籍している児童
の現病歴，既往歴，アレルギーの有無，かかりつけ医等
の情報を事前に共有していたことにより，緊急時に消防
機関が搬送先の医師へ正確な情報提供ができたことが救
命のカギであったとの報告が群馬県で１件ある１６）．

しかし，総務省のデータによると，救急・防災に関す
る消防機関等との連携会議を実施している学校は，全国
で２５．１％にとどまっており５），連携会議での内容等は明ら
かにされていない．消防機関が管轄する地域にある学校
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に対してどのような連携を取っているのか現状を確認す
ることは，今後校内で教職員が心肺蘇生教育を展開して
いくために必要となる支援を検討する基礎資料となるも
のと考える．

そこで，本研究では，普通救命講習会を実施している
大阪府内の消防機関を対象に，普通救命講習会や応急手
当普及員講習会の開催状況，学校との連携状況について，
アンケート調査を実施し，消防機関側から捉えた学校と
消防機関の連携における課題について検討した．

Ⅱ．研究方法

１．調査対象と調査方法
大阪府内にある消防機関で普通救命講習会を開催して

いる消防本部，消防局，消防署，消防分署の合計４３機関
を対象に質問紙調査を実施した．回答は普通救命講習会
を開催している消防士（救急救命士を含む）に依頼をし
た．調査は２０１７年８月～９月に実施した．調査は郵送に
て対象者への依頼文章と質問紙を送り，郵送にて質問紙
の回収を行った．
２．調査内容
１）普通救命講習会及び応急手当普及員講習会の実施状

況（問１・問２）
普通救命講習会及び応急手当普及員講習会の実施状況

を把握するため，消防所館内で実施しているのか，学校
へ出向して実施しているのかについて質問した．
２）消防機関と学校との連携状況（問３）

現在の学校との連携について「連携を取る」「連携を
時々取る」「連携をあまり取らない」「連携を取らない」
の４つの選択肢のうち最も近い状況を回答してもらい，
連携を取っている場合は，学校の誰と連携を取っている
のか，また，連携の具体的な内容として「心肺蘇生教
育」」「エピペン所有者の情報授受」「防災教育」「熱中症
予防教育」「学校安全教育全般」等の選択肢を用意して，
複数回答形式で調査した．一方，学校と連携を取ってい
ない場合はその理由について回答してもらった．
３）学校に対する普通救命講習会の実施状況（問４）

普通救命講習会を学校に対して実施しているか，また
実施している場合は，どこで誰に対して普通救命講習会
を開催しているかを調査した．
４）消防機関と学校との連携に関する意識調査（問５～

７，問８自由記述）
学校における心肺蘇生教育の必要性や学校教職員が応

急手当普及員資格を取得する必要性に対する考えを調査
した．また，学校との連携に対する考えを把握するため
に，学校と連携を取ることの重要性と学校と連携を取る
ことの困難さ，学校と消防機関における定期的な連絡協
議会の必要性についてそれぞれ５点満点で質問した．最
後に，学校との連携に関する現在の問題点や取り組みの
具体的な内容，今後の課題などを自由記述にて回答を求
めた．

３．分析方法
学校と消防機関の連携に関する問１～問７の調査項目

では回答数の割合を示した．問７に関連するものを分析
するためクロス集計を行い，フィッシャーの正確確率検
定（両側検定，有意水準０．０５）で解析した．問８自由記
述の内容を，学校と消防機関における現在の課題，現在
の取り組みの具体例，今後の課題に分類した．分析には，
IBM SPSS Statistics Version２２を使用した．
４．倫理的配慮

回答用紙は無記名とし，個人が特定されないように配
慮した．対象者に調査用紙を郵送する際，研究趣旨，研
究目的，匿名性の確保，研究結果を学会で発表すること，
調査への協力は自由意思に基づいて判断して頂くこと，
協力が得られなかった場合でも不利益を被ることはない
ことを文書にて通知した．回答用紙の提出をもって研究
協力の同意を得たものと判断した．

Ⅲ．結 果

調査対象の４３機関のうちに３７機関より回答を得た（回
収率８６％，有効回答率１００％）．表１は，普通救命講習会
を担当している消防士（救急救命士を含む）を対象とし
た学校との連携に関するアンケート調査の結果を示す．
１．消防機関の取り組みの現状（表１の問１～問２）

消防署が救命率を上げるために取り組んでいる普通救
命講習会は，２８機関（７５．７％）が館内だけでなく学校に
も出向して開催していた．館内で実施していない場合で
も消防本部等でまとめて実施しており実施率は１００％で
あった（問１）．一方，普通救命講習会を開催すること
ができる応急手当普及員を養成するための講習会を実施
しているのは，２２機関（５９．５％）であった（問２）．
２．学校と消防機関との連携状況（表１の問３～問４）

学校と「連携を取っている」もしくは「時々取っている」
と回答したのは３０機関（８１．１％）であった（問３―１）．
連携を取る際に学校の窓口となっているのは養護教諭で
あると回答したのは１９機関（６３．３％）と最も多く，次い
で養護教諭以外の教職員が１８機関（６０．０％），管理職が１４
機関（４６．７％）であった（問３―２）．連携内容としては，
すべての消防機関が心肺蘇生教育と回答し，エピペン所
有者の情報授受が２０機関（６６．７％）であった（問３―３）．
一方，学校と「連携を取っていない」もしくは「あまり
取っていない」と７機関（１８．９％）が回答し，その理由
として，学校が救命講習会等に積極的でないという回答
が３機関からあがった（問３―４）．３２機関（８６．５％）が
学校に対して普通救命講習会を開催していた（問４―１）．
開催しているすべての機関が教職員対象に実施しており，
次いで児童・生徒に対して２８機関（８７．５％）が，PTA
に対して２４機関（７５．０％）が実施していた（問４―２）．
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表１ 普通救命講習会を担当している消防士（救急救命士を含む）を対象とした学校との連携に関するアンケート調査結果（ｎ＝３７）

番 号 質 問 内 容 回 答 ｎ ％ 各質問の回答数
問１ 普通救命講習会実施状況 館内で実施している ６ １６．２ ３７

学校に出向して実施している １ ２．７
館内と学校への出向の両方を実施している ２８ ７５．７
消防本部でまとめて実施しているため館内
では実施していない

２ ５．４

問２ 応急手当普及員講習会実施状況 館内で実施している ２２ ５９．５ ３７
館内で実施していない １５ ４０．５

問３―１ 学校との連携状況 連携を取る ２１ ５６．８ ３７
連携を時々取る ９ ２４．３
連携をあまり取らない ６ １６．２
連携を取らない １ ２．７

問３―２ 学校の誰と連携を取っているか（複数回答
可）
対象：問３―１で「連携を取る」「連携を時々

取る」と回答した３０名

養護教諭 １９ ６３．３ ３０
養護教諭以外の教員 １８ ６０．０
管理職 １４ ４６．７
体育教員 １０ ３３．３
PTA ９ ３０．０
職員 ７ ２３．３
教育委員会 ４ １３．３
窓口となっている教員 ２ ６．７
学校によって異なる １ ３．３

問３―３ 学校との連携内容（複数回答可）
対象：問３―１で「連携を取る」「連携を時々

取る」と回答した３０名

心肺蘇生教育 ３０ １００．０ ３０
エピペン所有者の情報授受 ２０ ６６．７
防災教育 １０ ３３．３
熱中症予防教育 ４ １３．３
学校安全教育全般 １ ３．３
その他 ２ ６．７

問３―４ 学校と連携を取らない理由
対象：問３―１で「連携をあまり取らない」

「連携を取らない」と回答した７名

学校が積極的でないから ３ ４２．９ ７
学校と連携が取りにくいから ２ ２８．６
消防機関側の理由 １ １４．３
その他 １ １４．３

問４―１ 学校に対する普通救命講習会の実施状況 館内で実施している ４ １０．８ ３７
学校に出向して実施している １８ ４８．６
館内と学校への出向の両方を実施している １０ ２７．０
実施していない ５ １３．５

問４―２ 誰に対して実施しているか（複数回答可）
対象：問４―１で「館内で実施している」「学

校に出向して実施している」「館内
と学校への出向の両方を実施してい
る」と回答した３２名

教職員 ３２ １００ ３２
児童・生徒 ２８ ８７．５
PTA ２４ ７５．０
その他 １ ３．１

問５ 学校における心肺蘇生教育は誰が実施する
ことが望ましいか（複数回答可）

応急手当普及員資格を取得している教職員 ２８ ７５．７ ３７
消防職員 １４ ３７．８
全教職員 １３ ３５．１
養護教諭 ４ １０．８
体育教員 ２ ５．４
外部講師 １ ２．７

問６ 学校教職員が応急手当普及員資格を取得す
ることは必要か

必要 ３３ ８９．２ ３７
不要 ２ ５．４
その他 ２ ５．４

問７―１ 学校と連携を取ることは重要だと思うか １点 ０ ０ ３７
２点 ０ ０

１ ２ ３ ４ ５

（思わない） （思う）

３点 ４ １０．８
４点 ８ ２１．６
５点 ２５ ６７．６

問７―２ 学校と連携を取ることが困難だと思うか １点 ８ ２１．６ ３７
２点 ６ １６．２

１ ２ ３ ４ ５

（思わない） （思う）

３点 １８ ４８．６
４点 ３ ８．１
５点 ２ ５．４

問７―３ 学校と消防機関との定期的な連絡協議会は
必要だと思うか

１点 ５ １３．５ ３７
２点 ７ １８．９

１ ２ ３ ４ ５

（思わない） （思う）

３点 １４ ３７．８
４点 ４ １０．８
５点 ７ １８．９
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３．学校と消防機関の連携に関する意識調査（表１の問
５～問７）
学校における心肺蘇生教育は応急手当普及員資格を取

得している教職員が実施するべきと回答したのは２８機関
（７５．７％）あり最も多かった．一方，消防職員がするべ
きとの回答は１４機関（３７．８％）にとどまった（問５）．
学校教職員が応急手当普及員資格を取得することに対し
て必要と回答したのは３３機関（８９．２％）に及んだ（問６）．
学校との連携に関する重要性と困難さ，連絡協議会の必
要性を５点満点（１点～５点：思わない～思う）で質問
した．それぞれの項目で３点以上の評価を示した機関の
割合は，「学校との連携を取ることは重要だと思うか」
では３７機関（１００％），「学校と連携を取ることが困難だ
と思うか」では２３機関（６２．１％），「学校と消防機関との
定期的な連絡協議会は必要だと思うか」では２５機関
（６７．６％）であった（問７―１，問７―２，問７―３）．

表２は，消防機関が学校と連携を取ることの重要度，
困難度，学校と消防機関が連絡協議会を開催することへ
の必要度の３項目（５点満点）を，１～３点と４～５点
に区分してそれぞれ何と関連しているのかについて分析
した結果を示す．問３―１で学校と連携を「取らない」「あ
まり取らない」と回答した機関は，「取る」「時々取る」
と回答した機関よりも，学校と消防機関との定期的な協
議会の必要性を感じている割合（問７―３）が有意に高
かった（７１．４％対２０．０％，ｐ＝．０１６）．問５で学校にお
ける心肺蘇生教育は全教職員が行うべきであると回答し
た機関は，そうでない機関よりも学校と連携を取ること
に困難を感じている割合（問７―２）が有意に高かった
（３０．８％対４．２％，ｐ＝．０４２）．また，学校と消防機関と
の定期的な協議会の必要性を感じている割合（問７―３）
も有意に高かった（５３．８％対１６．７％，ｐ＝．０２８）．

表３は，消防機関から捉えた消防機関と学校との連携
における現在の取り組みの具体例，現在の課題，今後の
課題や消防機関から学校に対する要望についての自由記
述の結果を示す（問８）．消防機関が学校に対して取り
組んでいる具体例としては，「学校との連携は教育委員
会を通じて行っている」「エピペン保有者の情報を学校
から授受してもらっている」であった．また，「救命講
習だけでなく，津波や地震，その他学校安全に関する情
報交換・連携を図れるようになった」「教職員のみを対
象とした応急手当普及員講習会を実施することになり，
個々の教員との連携が深まり，各学校への個別相談や対
応等の連携ができるようになった」など学校と連携が取
れている内容もあった．

消防機関が捉えた学校側の現在の課題は，「担当者は
誰なのか等連携相手がわかりづらい」「毎年実施してい
るが受講者側である学校がマンネリ化しているのか取り
組む姿勢に真剣さが感じられない」「応急手当普及員資
格を校内で誰も取得していない学校がある」との意見が
あった．消防機関側の課題としては，「最近の救急需要

の増加により，学校に出向して長時間講習会を開催する
ことは難しい」であった．消防機関が捉えた学校と消防
機関の両者の課題は，「学校からの講習会開催希望時期
が夏であるが，消防は繁忙期であるため要望に応えられ
ない」「講習会を開催することは，消防側は事務負担が
あり，学校側は教職員の負担となっている」であった．

消防機関が捉えた学校側の今後の課題としては，「教
職員が応急手当普及員資格を取得したり，各学校の資格
取得者数を増員し，教職員中心に普通救命講習会を実施
した方がよい」「応急手当普及員の資格取得者の数や管
理など，体制づくり（義務化も含む）を学校側で検討し
てほしい」「教員の受講姿勢の改善や意欲の向上が必要
である」との回答があがった．消防側の今後の課題は，
「普通救命講習会，応急手当普及員講習会等の開催時期
の検討が必要である」との意見があり，消防機関が捉え
た学校と消防機関の両者の課題は，「一層の連携を図る
には，消防と学校との連携を高める合同訓練や連絡協議
会等の場が必要である」であった．さらに，学校と消防
機関の課題にとどまるのではなく，国レベルで「現行の
応急手当普及員制度の改善を含めた検討が必要である」
との意見もあがった．

Ⅳ．考 察

学校は，体育の授業やクラブ活動等，児童・生徒が運
動をする機会が多く，いつ突然死が起きてもおかしくな
い環境下で教育活動をしているといえる．運動中に発生
した心停止の場合，バイスタンダーによってAEDを使用
すると生存率が高くなることが報告されているため，学
校において積極的に児童・生徒及び教職員に対して心肺
蘇生教育に取り組むことは重要である８）．さらに，学校
にあるAEDは児童・生徒に対してのみならず，大人（教
職員・訪問者等）に対しても使用されており４），学校に
おいて教職員が突然の心停止を発症する割合は児童・生
徒の２倍である１７）ため，校内で児童・生徒に関わるすべ
ての人命救助を目指していくことが学校の危機管理とし
て重要であると考える．

本研究において大阪府内で普通救命講習会を開催して
いる消防機関を対象に調査を行い，消防機関側から見た
学校との連携状況と課題を明らかにした．学校と連携を
取っていないもしくはほとんど取っていない消防機関は
７機関（１８．９％）あった．学校と連携を取っていない消
防機関は，学校と消防機関との定期的な連絡協議会が必
要だと認識している傾向があった．自由記述からも「一
層の連携を図るためには，学校と消防機関の合同訓練や
連絡協議会の場が必要である」との意見があがっている．

学校における心肺蘇生教育は全教職員で取り組むべき
と回答した消防機関は，学校と連携を取ることに困難を
感じていたり，学校と消防機関との定期的な連絡協議会
の開催が必要だと認識していた．自由記述においても，
「学校と連携を取るのか教育委員会と連携を取るのか，

１８１吉田ほか：消防機関側からみた学校における心肺蘇生教育の課題
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１．

００
０

１ （
１０

０．
０）

０（
０．

０）
１．

００
０

い
い

え
４（

１１
．１

）
３２

（
８８

．９
）

３１
（

８６
．１

）
５（

１３
．９

）
２５

（
６９

．４
）

１１
（

３０
．６

）

問
６

学
校

教
職

員
が

応
急

手
当

普
及

員
資

格
を

取
得

す
る

こ
と

は
必

要
か

必
要

３（
９．

１）
３０

（
９０

．９
）

．３
８０

２９
（

８７
．９

）
４（

１２
．１

）
．４

５６
２４

（
７２

．７
）

９（
２７

．３
）

．５
６７

不
要

・
そ

の
他

１（
２５

．０
）

３（
７５

．０
）

３（
７５

．０
）

１（
２５

．０
）

２（
５０

．０
）

２（
５０

．０
）

表
中

の
数

字
は

人
数

（
％

）
で

あ
る

．
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表
３

消
防

機
関

か
ら

捉
え

た
消

防
機

関
と

学
校

と
の

連
携

に
お

け
る

現
在

の
取

り
組

み
の

具
体

例
，

現
在

の
課

題
，

今
後

の
課

題
に

つ
い

て
の

自
由

記
述

（
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

問
８

）
２８

／３
７（

件
）

カ
テ

ゴ
リ

ー
記

述
内

容
（

件
）

現 在 の 取 り 組 み の 具 体 例

・
学

校
と

の
連

携
は

教
育

委
員

会
を

通
じ

て
行

っ
て

い
る

も
し

く
は

場
合

に
よ

っ
て

は
そ

う
し

て
い

る
４

・
エ

ピ
ペ

ン
保

有
者

の
情

報
を

学
校

か
ら

授
受

し
て

も
ら

っ
て

い
る

も
し

く
は

も
ら

え
る

よ
う

に
な

っ
た

４
・

学
校

と
の

連
携

は
う

ま
く

取
れ

て
い

る
３

・
ジ

ュ
ニ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

事
業

と
し

て
ア

ニ
メ

D
V
D
を

活
用

し
小

学
校

５
，

６
年

生
を

対
象

に
救

命
講

習
会

を
開

催
し

て
い

る
１

・
エ

ピ
ペ

ン
保

有
者

以
外

の
ア

レ
ル

ギ
ー

や
そ

の
他

の
疾

患
（

て
ん

か
ん

等
）

に
つ

い
て

学
校

や
家

族
が

望
ん

だ
場

合
に

の
み

提
供

し
て

も
ら

っ
て

い
る

１
・

市
内

の
児

童
生

徒
を

搬
送

し
た

場
合

，
教

育
委

員
会

に
報

告
す

る
こ

と
が

あ
る

１
・

市
内

全
小

学
校

５
ま

た
は

６
年

生
に

児
童

防
災

教
育

（
４５

分
），

全
中

学
校

１
ま

た
は

２
年

生
に

救
命

入
門

コ
ー

ス
（

４５
分

），
消

防
署

に
職

場
体

験
に

来
た

中
２

に
普

通
救

命
講

習
Ⅰ

（
１８

０分
），

小
中

学
校

の
新

任
教

職
員

に
救

命
入

門
コ

ー
ス

（
９０

分
）

を
実

施
．

そ
の

他
，

申
し

込
み

が
あ

っ
た

高
校

生
，

小
中

PT
A
に

対
し

て
救

命
講

習
会

を
実

施
し

て
い

る
１

・
年

３
回

教
職

員
を

対
象

と
し

た
応

急
手

当
普

及
員

講
習

会
を

実
施

し
て

お
り

，
学

校
に

お
け

る
救

命
講

習
会

は
普

及
員

が
実

施
し

て
い

る
１

・
公

立
小

学
校

５
年

生
に

対
し

て
，

現
場

で
活

動
し

て
い

る
救

急
隊

員
が

学
校

に
出

向
し

て
４５

分
×

２
コ

マ
授

業
展

開
し

て
い

る
１

・
救

命
講

習
だ

け
で

な
く

，
津

波
や

地
震

，
そ

の
他

学
校

安
全

に
関

す
る

情
報

交
換

・
連

携
を

図
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
１

・
学

校
と

の
連

携
に

向
け

て
の

調
整

に
多

大
な

時
間

と
労

力
を

要
し

た
が

，
Ｈ

２５
年

よ
り

教
職

員
の

み
を

対
象

と
し

た
応

急
手

当
普

及
員

講
習

会
を

実
施

す
る

こ
と

に
な

り
，

個
々

の
教

員
と

の
連

携
が

深
ま

り
，

各
学

校
へ

の
個

別
相

談
や

対
応

等
の

連
携

が
で

き
る

よ
う

に
な

っ
た

１

現 在 の 課 題

消
防

機
関

が
捉

え
た

学
校

側
の

課
題

・
学

校
に

連
携

を
取

る
の

か
教

育
委

員
会

に
連

携
を

取
る

の
か

，
ま

た
担

当
者

は
誰

な
の

か
等

連
携

相
手

が
わ

か
り

づ
ら

い
２

・
以

前
は

各
種

講
習

会
を

実
施

し
て

い
た

が
，

学
校

側
の

希
望

者
が

い
な

い
た

め
実

施
し

て
い

な
い

１
・

毎
年

実
施

し
て

い
る

が
受

講
者

側
で

あ
る

学
校

が
マ

ン
ネ

リ
化

し
て

い
る

の
か

取
り

組
む

姿
勢

に
真

剣
さ

が
感

じ
ら

れ
な

い
１

・
応

急
手

当
普

及
員

資
格

を
校

内
で

誰
も

取
得

し
て

い
な

い
学

校
が

あ
る

１
・

原
則

無
料

で
出

向
し

て
い

る
が

私
学

の
授

業
と

し
て

実
施

す
る

場
合

は
講

師
料

が
発

生
す

る
た

め
実

施
が

難
し

い
１

消
防

側
の

課
題

・
最

近
の

救
急

需
要

の
増

加
に

よ
り

，
学

校
に

出
向

し
て

長
時

間
講

習
会

を
開

催
す

る
こ

と
は

難
し

い
８

・
応

急
手

当
普

及
員

講
習

会
や

普
通

救
命

講
習

会
を

学
校

に
対

し
て

実
施

で
き

て
い

な
い

３

両
者

の
共

通
課

題
・

学
校

か
ら

の
講

習
会

開
催

希
望

時
期

が
夏

で
あ

る
が

，
消

防
は

繁
忙

期
で

あ
る

た
め

要
望

に
応

え
ら

れ
な

い
３

・
講

習
会

を
開

催
す

る
こ

と
は

，
消

防
側

は
事

務
負

担
が

あ
り

，
学

校
側

は
教

職
員

の
負

担
と

な
っ

て
い

る
１

今 後 の 課 題

消
防

機
関

が
捉

え
た

学
校

側
の

課
題

・
教

職
員

が
応

急
手

当
普

及
員

資
格

を
取

得
し

た
り

，
各

学
校

の
資

格
取

得
者

数
を

増
員

し
，

教
職

員
中

心
に

普
通

救
命

講
習

会
を

実
施

し
た

方
が

よ
い

１２
・

応
急

手
当

普
及

員
の

資
格

取
得

者
の

数
や

管
理

な
ど

，
体

制
づ

く
り

（
義

務
化

も
含

む
）

を
学

校
側

で
検

討
し

て
ほ

し
い

３
・

学
校

で
の

応
急

手
当

普
及

員
資

格
者

に
よ

る
救

命
講

習
会

の
定

期
開

催
や

実
施

回
数

を
増

や
す

必
要

が
あ

る
２

・
教

員
の

受
講

姿
勢

の
改

善
や

意
欲

の
向

上
が

必
要

で
あ

る
１

・
心

肺
蘇

生
・

応
急

手
当

の
知

識
習

得
と

共
に

，
救

急
車

の
適

正
利

用
に

つ
い

て
も

学
ん

で
ほ

し
い

１
・

応
急

手
当

普
及

員
の

資
格

を
有

す
る

教
職

員
が

い
た

が
実

際
の

救
急

現
場

で
役

に
立

た
な

か
っ

た
１

消
防

側
の

課
題

・
普

通
救

命
講

習
会

，
応

急
手

当
普

及
員

講
習

会
等

の
開

催
時

期
の

検
討

が
必

要
で

あ
る

３
両

者
の

共
通

課
題

・
一

層
の

連
携

を
図

る
に

は
，

消
防

と
学

校
と

の
連

携
を

高
め

る
合

同
訓

練
や

連
絡

協
議

会
等

の
場

が
必

要
で

あ
る

２

国
レ

ベ
ル

の
課

題
・

現
行

の
応

急
手

当
普

及
員

制
度

の
改

善
を

含
め

た
検

討
が

必
要

で
あ

る
２

・
消

防
機

関
と

学
校

の
連

携
と

い
う

よ
り

も
，

も
っ

と
上

の
レ

ベ
ル

で
の

検
討

が
必

要
で

あ
る

１
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担当者は誰なのか連携相手がわからない」等の意見があ
がった．また，学校全体として救命に対する関心が低い
ことも意見としてあげられているため，消防機関側とし
ては，教職員一人一人が意識をもって，学校全体として
心肺蘇生教育にあたってほしいという要望があるものと
考える．石川県内の小・中学校を対象に行った研究にお
いて，一次救命処置訓練，AEDの設置場所およびその両
者に関する教職員の理解について，現状の学校の水準で
は児童・生徒を効果的に救命するには不十分であり，医
師等の専門職から心肺蘇生法についての情報提供による
改善が必要である１８）と指摘しており，児童・生徒の命を
守るためには，学校と救命講習会を推進していく専門機
関である消防機関との連携は必要不可欠であると考える．

また，今回の調査において学校と連携がうまく取れて
いる消防機関の事例も確認できた．教職員のみを対象と
した応急手当普及員講習会を開催したことで，個々の教
員と連携することができ，その結果，各学校への個別対
応が可能となったり，救命講習会だけでなく津波や地震
など学校安全に関する情報共有を学校と図ることができ
ている．埼玉県では，小学校の教職員と地域の消防機関
が協力をして，ドクターヘリを要請するまでの寸劇を実
施し，校庭にドクターヘリを離着陸させ救急活動する場
面を児童と保護者に見学してもらうドクターヘリ小学校
体験会を開催している．参加した保護者の９８％が，子ど
もにとって命の大切さについて考えるよい機会になった
と回答している１９）．

このように，学校と消防機関が連携することの重要性
は社会的に認識されているものの，最近の救急需要の多
さから学校への出向が困難になっていることや講習会開
催に伴う時間や人手が不足しているのが消防機関の現状
である．また自由記述にもあげられたが，学校からの講
習会開催の要望が夏季休業期間であるが，熱中症等によ
り消防機関の繁忙期と重なってしまうため開催が困難で
ある．このような現状から，校内における救命講習会を
教職員中心で定期的に開催できる環境整備が必要であり，
そのためには，応急手当普及員資格の取得を積極的に推
進することが必要である．総務省は現場の声から，応急
手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱を改正し２０），
現職の教員職に対する応急手当普及員養成講習の時間を
短縮し，教員が応急手当普及員資格を取得しやすいよう
に法の整備を行っているが，教員の資格取得者数等の実
態は明らかにしていない．今後，消防機関側から，消防
機関が管轄する地域にある学校に対して，応急手当普及
員講習会の啓発を積極的に行っていくことが重要である．

日本において２００４年にAEDが一般化されたことを受
け，２０１７年に告示された中学校学習指導要領の解説では，
「胸骨圧迫，AED（自動体外式除細動器）使用などの心肺
蘇生法，包帯法や止血法としての直接圧迫法などを取り
上げ，実習を通して応急手当ができるようにする．」２１）と
し，高等学校学習指導要領解説では「心肺蘇生をする際，

複数人数で対処することがより有効であること，胸骨圧
迫を優先することについて触れるようにする．」２２）として
おり，学校における心肺蘇生教育は強化されつつある．

我が国において，生徒が学校で心肺蘇生教育を受けた
ことで家族を救命できた事例が今までに２例報告されて
おり，いずれも中学生であった２３）２４）．中学生でも心肺蘇
生の即戦力と成り得ると救急医は評価している．学校教
育で心肺蘇生教育に取り組む目的は，教育を受けた児
童・生徒が心肺蘇生の担い手となることを期待して行わ
れている．このような背景から，学校における心肺蘇生
教育を展開するにあたり，授業形態に合うプログラムづ
くりもなされてきている．児童・生徒を対象とした講習
会は，学校の授業一コマ４５分で実施可能なプログラムが
開発され，一部の学校で取り入れられている２５）２６）．また，心
肺蘇生教育は繰り返し行うことで，胸骨圧迫等の心肺蘇
生法の技術が保持されることが明らかになっており２７－２９），
再訓練の様々な方法が検討されている３０－３２）．特に，講習
会後の１分間の自己訓練を行うことや，スマートフォン
のアプリケーションを利用した自己訓練の有効性が明ら
かとなってきており３３）３４），訓練及び再訓練の簡素化から
学校で取り組みやすくなってきている．学校における心
肺蘇生教育は，児童・生徒の成長の過程や発達に応じて，
段階的に実施していくことが望ましい３５）ため，消防機関
と連携を図りながら，教職員が中心となって心肺蘇生教
育を学校全体で展開していくことが重要である．

研究の限界

本研究は，普通救命講習会を実施している消防機関に
対して学校との連携に関するアンケート調査を実施した
が，学校に対して実態調査を実施していない．そのため，
学校の危機管理体制について総合的に結論づけることは
難しいため，今後も学校における心肺蘇生教育に関して
調査を深めて考察していく必要がある．２つ目の限界は，
自由記述について質的分析を行っていない点である．記
述された意見をより詳細に分析していく必要がある．３
つ目の限界は，消防機関が管轄する地域にある学校の校
種や学校数を明確にしていない点である．消防機関が管
轄する地域にある学校数による，学校との連携に対する
意識の違いについて今後検討していく必要がある．
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Ⅰ．目 的

近年の学校教育では，児童の精神的健康や適応行動を
高めることを目的として，自尊感情や自己肯定感（Self-
Esteem：SE）の育成が盛んに行われている．また，児

童のSEを測定する質問紙（アンケート）も作成されて
おり１）２），児童のSEのアセスメントや教育効果の検証に
用いられている．

一方で，SEには精神的健康や適応行動を促進する適
応的SEだけでなく，それを阻害する不適応的SEがある

子ども用のRosenberg Self-Esteem Scale（RSES）が
測定する小学生の自尊感情の多側面

―Self-Esteemの適応的側面と不適応的側面に着目して―
横 嶋 敬 行＊１，内 山 有 美＊２，内 田 香奈子＊３，山 崎 勝 之＊３

＊１鳴門教育大学予防教育科学センター
＊２四国大学生活科学部児童学科

＊３鳴門教育大学大学院学校教育研究科

Multiple Aspects of Self-esteem Measured by the Rosenberg Self-Esteem Scale（RSES）
for Children: Focusing on Adaptive and Nonadaptive Self-esteem

Takayuki Yokoshima＊１ Yumi Uchiyama＊２ Kanako Uchida＊３ Katsuyuki Yamasaki＊３

＊１Center for the Science of Prevention Education, Naruto University of Education
＊２Department of Pedology, Faculty of Human Life Science, Shikoku University

＊３Department of Psychology and Educational Science, Naruto University of Education

Background: Self-Esteem is a crucial characteristic to enhance mental health and adaptive behaviors at
schools. One of the most famous scales to measure self-esteem is the Rosenberg Self-Esteem Scale（RSES）.
However, recent studies have revealed that the RSES for adults measures both adaptive and nonadaptive as-
pects of self-esteem. Therefore, the difficulties of utilizing the RSES in clinical and educational intervention
research are indicated. On the other hand, there is little research for children to examine if the RSES in-
cludes both adaptive and nonadaptive self-esteem.
Objective: The main purpose of current study is examining whether the RSES for children measures adap-
tive and nonadaptive self-esteem.
Methods: Participants were ５８１ children from ４th to ６th grades and ２０ homeroom teachers in elementary
schools. The RSES for Children（RSES-C）that includes １０ items was developed for this study, considering
the content validity and comprehensibility for children. The results were compared between three groups
（adaptive and nonadaptive high self-esteem, and low SE）nominated by the homeroom teachers.
Results: The main results were as follows:
１）The results of factor analyses showed that the RSES-C consists of one factor with eight items, in which
item number２ and８were excluded due to low factor loadings. Cronbach’s alpha coefficients for internal
consistency illustrated adequate levels of scores（overall:α＝．８１, males:α＝．８０, females:α＝．８２）.

２）Gender difference and grade difference were examined through two-way analysis of variance（grade and
sex）. The results revealed that there were no significant main effects with in interaction effect.

３）The scores in the groups of adaptive and nonadaptive self-esteem were not different and higher than the
low self-esteem group. This finding suggested that what the children version measures is similar to what
the adult one does.

Conclusion: Through these results, it was suggested that the RSES-C measures both adaptive and nonadap-
tive self-esteem, like the adult version of the RSES. The RSES-C needs to be carefully utilized in assessing
adaptive self-esteem for the evaluation of intervention programs at schools.

Key word：Rosenberg Self-Esteem Scale, reliability, validity, elementary school children
ローゼンバーグ自尊感情尺度，信頼性，妥当性，児童
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ことも論じられている３－５）．そして，世界的に広く使用
されているRosenbergの尺度（Rosenberg Self-Esteem
Scale：RSES）６）はSEの適応的側面と不適応的側面を包
括した全般的なSEを測定していることが明らかにされ
ている７）．

RSESは，本来，適応的SEを測定することを意図して
作成されている６）．Rosenbergは，SEの基本的定義を自
己に対する肯定的あるいは否定的な態度と規定した上で，
自己に対する肯定的感覚をgood enoughとvery goodの
表現で弁別している．good enoughのSEは精神的健康
や適応行動を高めるSEとして位置づけられており，こ
うしたSEを持つ者は，自分自身に満足しつつも，必ず
しも他人よりも優れていることに固執せず，自己の長所
と短所をよく知り，自己の成長への希望を持つと論じら
れている．一方，very goodのSEは，自分を他者よりも
優れた存在であると考えると同時に，自分で設定した基
準に達していなければ不十分であるという感覚を持つと
述べられており，不適応的SEに位置づけられている．
RSESはgood enoughのSEを測定する方法として広く使
用されてきた．

一方で，伊藤らの研究７）では，RSESと本来感，優越感
の３指標を用いて，RSESが適応的SEと不適応的SEを
包括して測定していることを検証している．本来感とは
「自分自身に感じる自分の中核的な本当らしさの感覚の
程度」と定義されており，適応的SEの指標として使用
されている．優越感は外的な成果や評価に随伴するSE
（随伴性SE）を測定する不適応的SEの指標として使用
されている．相関分析の結果では，３指標のすべてに正
の相関がみられ，さらに，本来感を統制した場合の優越
感とRSESの関連，および優越感を統制した場合の本来
感とRSESの関連は，どちらも正の関連を示す一方で，
RSESを統制した場合の本来感と優越感は関連がないと
報告されている．このことから，伊藤らはRSESが適応
的SEと不適応的SEを包括した全般的SEを測定している
と考察している．

こうした指摘は，とりわけ学校教育において留意しな
ければならない知見である．つまり，介入によってRSES
得点の上昇が見られた場合であっても，それは適応的
SEだけでなく不適応的SEが高まった可能性も考えられ
るということである．学校教育では児童の精神的健康や
適応行動を高めることを目的にSEへの介入教育を行う
ため，RSESではその教育の成否を確認することが難し
いということになる．

しかしながら，上記の知見は成人を対象としたもので
あり，児童を対象とした研究においては明らかにされて
いない．子ども用のRSESが測定するSEの性質を追求す
る研究知見は，SE教育に対して重要な意味を持つと考
えられる．

上記の観点から，本研究では伊藤らの研究を参照しな
がら，子ども用のRSESにおいても適応的SEと不適応的

SEが包括的に測定されているという仮説の下で，これ
を明らかにすることを目的とする．一方で，研究を行う
ためには以下の２つの観点に留意する必要があると考え
られる．

第１に，RSESの質問項目に対する児童の理解度の問
題である．小学生の場合は，学年が下がるほど自己価値
を意識的に同定することが難しくなる可能性があり，適
用は４年生頃からが適当であると予想される．しかし，
４年生以上の高学年であっても言語力の発達に個人差が
大きい発達段階であることや，RSESには抽象性の高い
質問項目が多いことから，項目内容が正しく理解されず
に回答されている可能性が懸念される．しかし，この点
を確認しながら，質問項目の内容的妥当性を高めて作成
された子ども用のRSESは見当たらない．そのため，質
問項目に対する理解度を確認しながら，子ども用のRSES
の再作成が必要になると考えられる．

第２に，児童を対象とした場合，適応的SEと不適応
的SEを弁別的に捉える尺度が存在しないため，伊藤ら
と同様の研究方法が適用できないことである．この点に
ついては，他者評定法が活用できると考えられる１）．本
研究で他者評定法を用いる場合は，適応的SEと不適応
的SEの概念理論を下に作成した評定指標を用いて，調
査対象者をよく知る者に評定を依頼する形式になる．児
童を対象とした場合，学級担任による評定が効果的であ
ると考えられる．適応的なSEと不適応的なSEは，攻撃
性や不安，競争意識の高さの観点から弁別されることが
先行研究によって示唆されている８－１０）．特に競争意識に
着目すると，学校現場では児童の競争意識の高さは，テ
ストでよい点を取ることや体育の徒競走に勝つことなど
でみられる．学業等で良い成績を目指す志向性は適応行
動でもあるが，これが過剰である場合には不適応的な傾
向が強くなることも示されている１１）．また，過剰な外的
適応行動は随伴性SEを高める一方で，本来感を低下さ
せることも明らかにされている１２）．そのため，競争意識
の高さに着目して適応的なSEを持つ者と不適応的なSE
を持つ者を弁別する評定基準を作成することで，RSES
が両側面を包括的に測定している可能性を検討すること
ができると考えられる．

以上の観点から，本研究では，第１に，項目に対する
児童の理解度の確認を踏まえた子ども用のRSESを再作
成するとともに，作成した尺度の信頼性を検討する．第
２に，成人版と同様に子ども用RSESが適応的SEと不適
応的SEを包括する全般的SEを測定しているという観点
について検討を行う．

Ⅱ．方 法

１．調査対象
予備調査は２０１５年１０月にＡ県の公立小学校（１校）４

年生から６年生の８４名（男児４０名，女児４４名）に実施し
た．学年別の人数は，４年生が２３名（男児１１名，女児１２
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名），５年生が４０名（男児２０名，女児２０名），６年生が２１
名（男児９名，女児１２名）であった．

本調査は２０１６年２月にＢ県の公立小学校（２校）４年
生から６年生の６０１名および担任教員２０名（男性７名，
女性１３名）に実施した．そのうち，児童の有効回答は５８１
名（男児２８１名，女児３００名）であった．学年別の人数は，
４年生が１８４名（男児９３名，女児９１名），５年生が１８４名
（男児９５名，女児８９名），６年生が２１３名（男児９３名，女
児１２０名）であった．
２．調査内容

調査内容は以下の通りである．
１）子ども用のRSES（Rosenberg Self-Esteem Scale for

Children）
本調査で使用するために既存の尺度を参考にしながら

再作成を行った．作成手順として，逆翻訳（back trans-
lation）の過程を経て，原項目に忠実な翻訳が行われて
いるMimura & Griffithsの項目表現１３）や，Rosenbergの
原項目６）を参考にしながら，児童に理解しやすい表現に
なることに留意して子ども用のRSESの１０項目を用意し
た．続いて，予備調査を行い，各項目の表現に対する児
童の理解度を確認した．予備調査の結果については後述
する．予備調査の結果を踏まえて，理解度が低かった項
目の文章表現の調整を行い，調整した項目に対して心理
学を専門とし，SE研究に精通する大学教員３名，博士
課程学生１名で内容的妥当性を保障することに留意しな
がら検討を行い，本調査に使用する尺度項目を作成した．
評定は「強くそう思う（４点）」から「強くそう思わな
い（１点）」の４件法を採用した．
２）担任教員用の児童ノミネート用紙

本研究では，調査対象の集団をよく知っている者がそ
の集団内から設定する基準に合致する対象を選出（ノミ
ネート）する形式の他者評定法を採用した．各基準に選
出された児童の尺度得点を比較することで，子ども用の
RSESが測定するSEの性質を検討する．

選出基準は，適応的な高いSE群，不適応的な高いSE
群ならびに低いSE群をノミネートするために，先行研
究をもとに競争意識の有無に着目した基準が設定された．
評定１として，適応的な高いSEを持つ児童の選出基準
は，「自信がある」かつ「周りの子に対して競争意識が
低く，張り合うことが少ない」（適応的な高いSE群）と
した．評定２として，不適応的な高いSEを持つ児童の
選出基準は，「自信がある」かつ「周りの子に対して競
争意識が高く，張り合うことが多い」（不適応的な高い
SE群）とした．評定３として，SEが低い児童の選出基
準は，「自信がない」（低いSE群）とした．選出は２０名
の教員が行い，担当クラスのなかから基準に該当する度
合いの高い児童から２ないし３名がノミネートされた．
３．倫理的配慮

本調査の概要ならびに趣旨について，調査対象校の学
校長と担任教員に説明を行い，倫理的配慮に関する問題

について検討を依頼し，調査の許可を得た．また，研究
成果について学会および論文へと発表をする許可を得た．
調査はすべて無記名および任意で行われた．加えて，児
童への調査前の説明では，回答したくない質問には答え
なくてよいこと，調査内容が成績等に影響しないこと，
体調不良や疑問点はいつでも申告でき，途中退出も可能
であることが口頭で説明され，調査時の精神的ならびに
身体的負担の低減に配慮した．調査日は実施負担の少な
い日を選んだ．
４．手 続 き

児童を対象とした調査は，担任教員の監督の下，教室
でクラスごとに実施した．教員を対象とした調査は，調
査用紙を配布し，後日回収を行った．なお，本調査では
他の研究に使用することを目的に児童用のSE潜在連合
テストが実施された．分析の際は，無回答ならびに欠損
値があった者を分析から除外した．因子分析には統計
パッケージIBM SPSS Statistics２３を使用した．

Ⅲ．結 果

１．予備調査の結果
子ども用のRSESの各項目に対する児童の理解度を確

認するために予備調査を行った．予備調査では子ども用
のRSESの質問紙に回答後，３つのステップで聞き取り
調査が行われた．第１に，「質問項目のなかで，分かり
にくいものがあった時には手を挙げて教えてください」
と教示し，児童の理解度に問題がある項目を抽出した．
第２に，抽出した項目に対して，「同じように分かりに
くいと感じた人は手を挙げてください」と教示し，抽出
した問題項目に対する学級全体の理解度を確認した．第
３に，項目について分かりにくかった理由を聞いた．

聞き取り調査の結果，項目８「わたし（ぼく）は，自
分のことを尊敬できたらいいと思う」と項目１０「わたし
（ぼく）は，自分のことを前向きに考えている」が抽出
された．項目８について分かりにくいと挙手した者は，
４年１組で１９人（２４人中），５年１組で２０人（２０人中），
５年２組で１９人（２０人中），６年生で１７人（２０人中）で
あった．その理由としては，「自分を尊敬できたらいい」
という表現を自分自身に使用することに違和感があるこ
とが分かった．同様に，項目１０について分かりにくいと
挙手した者は，４年生１組で１５人，５年１組で１６人，５
年２組で１２人，６年生で１２人であった．その理由として
は，「自分に前向き」という表現の意味が理解できてい
ないことが分かった．

以上の結果から，項目８は「尊敬」の単語をより平易
な単語に置きかえて，「わたし（ぼく）は，自分のこと
をもっと好きになれたらいいと思う」と修正した．項目
１０は「自分に前向き」という表現に含まれる自己への期
待を平易な表現で表し，「わたし（ぼく）は，これから，
いろんなことができると思う」と修正した．修正した項
目を含めて，本調査用の子ども用のRSESを作成した．
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２．因子構造ならびに信頼性の検討
子ども用のRSESの因子構造を検討するために，全体お

よび男女別に最尤法による因子分析を行った．固有値の
変化（全体：３．７０，１．５０，．８３；男児：３．６９，１．５２，．８３，
女児：３．７７，１．４５，．８９）から，第１因子から第２因子へ
の固有値の変化が顕著であったため，１因子構造が適当
と考えられた．一方で，因子負荷量を．４５以上とした場
合，項目２と項目８の因子負荷量が低かった．そこで，
該当の２項目を除外した８項目で再度因子分析を行った．
固有値の変化（全体：３．４９，１．１２，．６８；男児：３．４０，
１．１６，．７１；女児：３．６１，１．１３，．７０）から，同様に１因
子構造が適当と考えられた．因子負荷量は全体および男
女ともに．４９以上であることが確認された（表１）．内的
整合性を確認するためのα係数は全体が．８１，男児が．８０，
女児が．８２と良好な数値を示した．以上の結果から，８
項目の合算から得点を算出した．
３．性差および学年差の検討

子ども用のRSES得点について，性差および学年差の
基礎的情報を確認するために性（男児，女児）と学年（４

年生，５年生，６年生）を独立変数，子ども用のRSES
得点を従属変数とした２要因分散分析を行った（表２）．
その結果，性ならびに学年の主効果はみられず，交互作
用効果も有意にならなかった．
４．子ども用のRSESが測定するSEの性質に関する検討

担任教員によってノミネートされた１４５名のデータを
用いて，独立変数に群（適応的な高いSE群，不適応的
な高いSE群，低いSE群）と性（男児，女児），従属変数に
子ども用のRSES得点をおいた２要因の分散分析を行っ
た（表３，図１）．その結果，性の主効果はみられず，交互作
用効果も有意にならなかった．一方で，群の主効果が有意
になった （F（２,１３９）＝１６．９３，p＜．００１，ES：ηp

２＝．２０）．
群の主効果が有意となったため，Bonferroniの調整を用
いて多重比較を行った．その結果，適応的な高いSE群
よりも低いSE群の得点が低く，不適応的な高いSE群よ
りも低いSE群の得点が低かった．一方で，適応的な高
いSE群と不適応的な高いSE群の間には有意な差はみら
れなかった．

表１ 全体および男女別の因子分析の結果（子ども用のRSES，８項目）

項目 指 標 名
因子負荷量

全 体 男 児 女 児

４ わたし（ぼく）は，友だちがやるのと同じくらい，いろんなことができる． ．７１ ．７１ ．７１
３ わたし（ぼく）は，いくつかの点でよいところがあると思っている． ．６７ ．６４ ．７１
７ わたし（ぼく）は，少なくともほかの人と同じくらい価値のある人だと思う． ．６６ ．６８ ．６４
１０ わたし（ぼく）は，これから，いろんなことができると思う． ．６２ ．５６ ．６８
１ わたし（ぼく）は，だいたい自分に満足している． ．５６ ．５５ ．５５
５ わたし（ぼく）には，あまり得意なことがない． －．５５ －．５６ －．５８
９ わたし（ぼく）は，何をやっても失敗するのではないかと思ってしまう． －．５２ －．５４ －．５２
６ わたし（ぼく）は，ときどき役に立っていないと感じてしまう． －．５２ －．４９ －．５４

因子寄与 ３．４９ ３．４０ ３．６１
因子寄与率（％） ４３．６２ ４２．４４ ４５．１２

表２ 性別および学年別の子ども用のRSES得点の平均値（標準偏差）と分散分析の結果

４年生 ５年生 ６年生 F値

男児 女児 男児 女児 男児 女児
学年

df＝２／５７５
性

df＝１／５７５
交互作用
df＝２／５７５

２２．５４
（４．４５）

２２．３６
（４．０４）

２２．７３
（４．４１）

２２．９１
（３．７３）

２２．４０
（３．９４）

２１．５５
（４．５３）

２．００ ．６３ ．７７

表３ ノミネート群別および男女別の子ども用のRSES得点の平均値（標準偏差）と分散分析の結果

適応的な高SE群 不適応的な高SE群 低いSE群 F値
多重比較男児

（N＝１９）
女児

（N＝２６）
男児

（N＝３２）
女児

（N＝１４）
男児

（N＝３２）
女児

（N＝２２）
群

df＝２／１３９
性

df＝１／１３９
交互作用
df＝２／１３９

子ども用
のRSES

２４．９０
（４．８３）

２４．８５
（４．２０）

２４．１９
（４．１８）

２３．１４
（３．８４）

２０．０９
（４．３０）

２０．００
（４．０１）

１６．９３＊＊ ．２９ ．１８
項目１＞項目３
項目２＞項目３

＊＊p＜．０１
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Ⅵ．考 察

本研究では，２つの目的から研究を行った，第１の目
的は，項目に対する児童の理解度の確認を踏まえた子ど
も用のRSESを再作成するとともに，作成した尺度の信
頼性を検討することであった．第２の目的は，成人版と
同様に子ども用のRSESが適応的SEと不適応的SEを包
括する全般的SEを測定しているという観点について検
討を行うことであった．
１．因子構造・信頼性・性差と学年差

本研究では，因子分析の結果を踏まえて項目２と項目
８を除外した８項目の尺度として使用した．項目２と項
目８の除外については，先行研究の子ども用のRSESの
作成においても除外対象となっている１）．成人版を対象
とした研究においても，項目８の解釈は国家間で差が見
られることが指摘されており１４），日本でもしばしば除外
対象となっている１５）１６）．その理由としては，「自分を尊敬
する」という文章表現が日本語の文脈に適していないた
めであると指摘されている．本研究では，予備調査の結
果を考慮して「尊敬」の単語をより平易な文章表現に改
訂したが，なおも除外対象となった．これは，文章表現
の問題である以前に，他の項目と比べて根本的に異質な
概念が測定されている可能性が考えられる．例えば，項
目１「わたし（ぼく）は，だいたい自分に満足している」
は，自己に対する肯定的な意思判断を直接的に測定して
いるが，項目８「もっと自分を好きになれたらいい（成
人では，尊敬できたらいい）」については，自分に対し
て否定的であるため肯定的になりたいと解釈して回答し
ている可能性がある．同等に，項目２「わたし（ぼく）
は，ときどき自分はダメだと思ってしまう」も，自己に
肯定的な回答をする者であっても，日常のなかでまった
く自己の欠点を感じないということはないため，個人の
SEに高低に関わらず回答されている可能性が考えられ

る．このように，他の項目と比べて異質な心的特性が多
分に反映される項目であることが，除外対象となった要
因であると考えられる．

信頼性については，内的整合性を判断するためのα係
数が．８０を超えていたことから，一定の信頼性を有して
いると判断された．また，性差ならびに学年差は確認さ
れなかった．しかし，本研究は横断的な調査であるため，
発達段階の推移について結論を出すためには縦断研究に
よる検討が必要になる．
２．子ども用のRSESが測定するSEの性質

児童ノミネートによる妥当性の検討では，適応的な高
いSE群ならびに不適応的な高いSE群と低いSE群の間で，
子ども用のRSES得点に有意な差が確認された．また，
適応的な高いSE群および不適応的な高いSE群の間に有
意な得点差はみられなかった．この結果から，子ども用
のRSES得点は全般的SEの高低を測り分けているが，得
点高群には適応的なSEが高い者と不適応なSEが高い者
の２群が包括的に測定されていると考えられた．本来，
子ども用のRSESは適応的な“good enough”のSEを測
定することを目的に作成されていると論じられているが，
成人版と同様に，理論通りの測定が行えてない可能性に
留意が必要となる．

一方で，子ども用のRSESが適応的SEと不適応的SE
の両側面を包括的に測定している可能性についてより確
信的な見解を得るためには，今後の研究においても多角
的に検討を行うことが求められる．また，児童を対象と
した研究では，SEを適応的側面と不適応的側面に弁別
する研究は多くないため，研究知見の蓄積が必要になる．
３．教育におけるSE測定に関する展望

心理特性への介入教育を行う場合，その成否の１つの
指標となる心理測定法は，教育方法の発展を導くものと
なる．しかし，RSESは得点高群に適応的SEと不適応的
SEを包括して測定されている可能性が高く，SEへの介入
教育の効果測定等に活用することが難しいと考えられる．

こうした測定法の問題は，抽象性の高い構成概念を意
識上で測定する研究限界であるとも考えられる．人間の
意識機能については明らかにされていない点も多いが，
意識には記憶情報の参照や基準となる特定の情報との比
較によって，潜在的レベルに蓄積された情報を取捨選択
し，より明瞭な情報へと焦点化を図る機能があると考え
られている１７－１９）．RSESは抽象性の高い質問へ回答する
ことでSEを数値化する方法であることから，意識化の
過程で，潜在的レベルにあるSEの源泉的感覚と乖離し
た情報が顕在的レベルの測定にアウトプットされている
可能性が推測される．

心理学の概念理論の観点からも，例えば，Deciらの理
論では，自己価値に意識を向けていること事態が，適応
的な本物（true）のSEではなく，不適応的な随伴性（con-
tingent）SEであると論じている４）．山崎らにおいても，
適応的SEである自律的SE（autonomous self-esteem）

図１ ノミネート群別の子ども用のRSES得点
脚注：棒グラフは平均値，エラーバーは標準偏差を示す．
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は非意識性の高い概念であると論じ，言語的な概念規定
を行うことを避け，概念の根幹を成す構成要素（自己信
頼心，他者信頼心，内発的動機づけ）に関する理論を展
開することで概念定義を示している２０）．

こうした質問紙法によるSE測定の研究限界を背景に，
近年では潜在的SEの健康や適応への効果が注目されて
おり２１），平行して潜在レベルで心理測定を行う潜在連合
テスト（Implicit Association Test：IAT）を使った児
童を対象とした研究も増加傾向にある２２）．IATを使った
SE研究では，顕在的レベルのSE（RSESによる測定）
が高くとも，潜在的レベルのSE（IATによる測定）が
低い場合はナルシシズムや防衛性が高まることも明らか
にされている２３）２４）．他にも，Izumaらの研究では，脳機
能イメージングの手法を用いてSE測定法の妥当性を検
証している２５）．そこでは，自己の顔を受動的に視聴した
際の報酬関連の脳領域（reward-related brain regions）
の賦活がIATで測定したSE得点とは関連が見られる一
方で，RSES得点は関連がみられなかったことが示され
ている．また，横嶋らの研究では，山崎らの自律的SE
の概念理論を基盤として，児童を対象に適応的な自律的
SEを測定するSE-IATの作成を試みている２６）．

現在の学校教育における自尊感情や自己肯定感への注
目度の高さを考慮すると，精神的健康や適応行動を高め
る適応的SEに焦点化した測定法の開発と教育実践の効
果評価への適用は重要な意味を持つと考えられるため，
今後，更なる進展が必要な研究領域であると期待される．
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Ⅰ．研究の背景及び目的

２００９年には，高等学校ワーキンググループにより「高
等学校における特別支援教育の推進について」が報告さ
れ，高等学校で行うべき校内支援体制の構築や指導支援
等についての内容の整理が試みられた．その中で，高等
学校における特別支援教育体制の充実強化の一つとして
特別支援教育支援員（以下，支援員）の活用について指
摘している１）．支援員の役割として，①基本的な生活習
慣確立のための日常生活の介助，②発達障害の児童生徒
に対する学習支援，③学習活動，教室間移動等における
介助，④児童生徒の健康，安全確保関係，⑤運動会（体
育大会），学習発表会，修学旅行等の学校行事における
介助，⑥周囲の児童生徒の障害理解促進の６つが挙げら
れている２）．２０１１年度から高等学校においても支援員を
配置するための地方財政措置が開始され，２０１４年度には，
４８２名の支援員が配置されており，その人数は年々増加
している３）．特に，学習・生活面で多くの支援を要する
重度な肢体不自由生徒のサポートを誰が担うのかという
点については議論がなされており，その中で支援員の活
用の重要性が指摘されている４）．

しかしながら先行研究を概観すると，その主体は様々
な自治体への調査研究による支援員の活用状況の把握で
あり，小，中学校での発達障害の児童生徒の対応を中心
として課題が挙げられている．その中では，支援員の職
務内容が明確にされていないこと５）６）や支援員と教員間で
の情報共有・連携の不足７），収入面での不安定さ８）がある
ことが報告されている．また，武田ほか９）では，支援員の
中に子どもからの暴言等で精神的なダメージを受けるも
のが少なからずいるとし，支援員のメンタルヘルスにも
十分配慮した校内支援体制の仕組みを整えていく必要が

あることを指摘している．他方で，実践報告はきわめて
少なく，吉原・都築１０）１１）は，通常の学級に在籍し，離席
や他害，自傷などの問題行動を示す児童と支援員の教育
的支援に関わる実践を通じて，支援員の役割として，聞
く，書く，読む，計算するといった学習支援と健康安全
の確保が有効であったことを報告している．このように
先行研究の多くが義務教育段階での発達障害の児童生徒
の対応を中心とした支援員の課題等について言及したも
のであり，活用の必要性が指摘されているものの，高等
学校に在籍する肢体不自由生徒に配属された支援員の支
援の状況や課題について実態が把握されていない．近年
のインクルーシブ教育の推進により，今後義務教育を経
て高等学校に進学する肢体不自由生徒の増加も予想され
るため，彼らの学校生活をサポートする支援員に焦点を
当て，そのあり方を検討することはきわめて重要であ
る１２）．

そこで本研究では，高等学校に在籍し，学習および生
活面で支援を必要とする肢体不自由生徒に配属された支
援員へのインタビュー調査を実施し，実際の教育現場の
中でどのような思いをもって肢体不自由生徒の支援にあ
たっていたのか，その対応過程を明らかにすることを目
的とした．

なお，肢体不自由とは，身体の動きに関する器官が，
病気やけがで損なわれ，歩行や筆記などの日常生活動作
が困難な状態を指す１３）．

Ⅱ．方 法

１．研究対象者
２０１４年度には，Ｘ県の高等学校全校中１１校（全日制７

校，定時制４校）に１１名の支援員が配置されていた．そ
のうち，Ⅹ県の教育委員会を通して肢体不自由生徒に配

肢体不自由生徒の支援における
特別支援教育支援員の対応過程

―高等学校に配属された支援員へのインタビュー調査から―
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置されていた支援員全５名に研究の主旨を説明，調査協
力の依頼をし，同意の得られた４名を対象とした．
２．調査方法

調査方法は，インタビューガイドに基づいて半構造化
面接により個別のインタビュー調査を実施した．面接の
場所は，対象者が勤務する高等学校で行った．対象者に
は，主に，高等学校において肢体不自由生徒を支援した
経験と現在の認識ならびに関係教職員との連携，研修，
今後の課題について尋ねた．インタビュー内容は，対象
者の許可を得た上でボイスレコーダーにて録音した．イ
ンタビューの所要時間は，約７０分～１１０分（平均時間９１
分）であった．またインタビュー時に不明瞭な点につい
ては，後日電話やメールで確認を行った．データ収集期
間は，平成２６年３月～平成２７年７月であった．
３．分析方法

データの分析には，修正版グランデッド・セオリーア
プローチ（以下，M-GTA）を用いた．M-GTAは，質的
データを継続的に確認しながら分析概念を生成し，複数
の概念間の関係を解釈してまとめる方法である．また，
①人間と人間が直接的にやりとりする社会的相互作用に
関し，②ヒューマンサービス領域で，③研究対象とする
現象がプロセス的性格をもつ，といった研究に適してい
る１４）．本研究は，支援員による肢体不自由生徒の支援と
いうヒューマンサービス領域における社会的相互作用に
関する研究であり，肢体不自由生徒の支援における支援
員の担当前後での対応過程及びその中で生じる課題を明
らかにすることを目的としている点でM-GTAが適して
いると判断した．

まず，「肢体不自由生徒の支援における支援員の対応
過程」という分析テーマを設定した．分析焦点者は，「入
学から卒業までにおいて１年以上，高等学校に在籍する
肢体不自由生徒の支援を担当した支援員」に設定した．
次に，インタビュー調査から得られた内容を全て逐語録
に起こしインタビューデータとした．対象者１名ずつの
インタビューデータを読み進めながら分析テーマに関連
する具体例に着目し，他の類似する具体例をも説明でき
る概念を生成した．その際，分析ワークシート作成し，
概念名，定義，ヴァリエーション，理論的メモなどを記
入した．データ分析中，随時新たな概念を生成し，個々
の概念ごとに新たな分析ワークシート作成した．同時並
行で他の具体例をデータから探し，ワークシートのヴァ
リエーション欄に記入した．対極例についての比較の観
点からデータをみることにより，解釈が恣意的に偏るこ
とを防いだ．その結果をワークシートの理論的メモ欄に
記入した．また類似例が増えるごとに定義とデータ，理
論的メモを照らしてその内容を検討した．この一連の手
続きによって定義や概念に修正を加え精度を高めた．次
に，生成した概念同士の関係を個々の概念ごとに検討し
た．複数の概念からなるサブカテゴリーを生成し，サブ
カテゴリー同士の関係性からカテゴリーを生成した．そ

して，それらの相互の関係から分析結果をまとめ，プロ
セスに沿って文章化し，結果図を作成した．一連の分析
過程については，特別支援教育に携わる大学教員１名，
大学院生３名で妥当性の検討を行った．概念，サブカテ
ゴリー，カテゴリー，結果図に関しても，討議を重ねる
ことにより，客観性の確保と妥当性を担保した．
４．倫理的配慮

インタビュー調査では，学校長および各対象者に研究
目的，方法，インタビュー内容の録音，プライバシーの
保護，参加の自由等について説明し，調査協力の承諾を
得た．面接開始前に，改めて口頭と文書により同意を得
てインタビューを実施した．なお，録音した音声データ
は，研究責任者が厳重に保管し研究終了後に破棄するこ
ととした．本調査は，東京学芸大学研究倫理審査委員会
の承認（受付番号１７４）を得て実施した．

Ⅲ．結 果

担当していた肢体不自由生徒の概要，各ケースの支援
員のプロフィールをそれぞれ表１，２に示した．M-GTA
による分析から，３１の概念，７つのサブカテゴリー，４
つのカテゴリーを生成した．カテゴリー同士の関係を検
討しながら，「肢体不自由生徒の支援における支援員の
対応過程」を図に表した（図１）．以下，【】はカテゴリー
名，〔〕はサブカテゴリー名，《》は概念名，『』斜体は
ヴァリエーションを示した．
１．肢体不自由生徒の支援における支援員の対応過程の
ストーリーライン
肢体不自由生徒の支援における支援員の対応過程つい

ては，まず，《連携・情報提供の不十分さ》や《未経験
による支援を担当することへの不安》といった【支援員
担当前の不安】がみられた．そして，不安な気持ちを抱
きながらも実際の支援を行う中で，【支援員が認識した
肢体不自由生徒が抱える困難さ】に直面していた．この
ような状況に対して支援員は，【スムーズな支援のため
の働きかけ】を行うよう工夫をしていた．具体的には，
〔支援を求めたことへの反発〕を受けながらも〔他の生
徒とともに支援を行うための体制づくり〕を試みたり，
〔支援にあたっての迷い反省〕が生じながらも〔関係職
員との連携〕に努めた．そして【支援員担当後の現在の
認識】として，肢体不自由生徒の〔将来の自立を見据え
た支援〕が必要であると考えており，そのためにも，〔現
場で活用できる研修への期待〕や〔スムーズな支援のた
めのバリアフリー設備設置の希望〕をもっていることが
示されていた．
２．各カテゴリーと概念

生成されたカテゴリー，サブカテゴリー，概念につい
て具体的に説明する．
⑴ 【支援員担当前の不安】（表３）

このカテゴリーは，《連携・情報提供の不十分さ》，
《未経験による支援を担当することへの不安》，《当事者
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との人間関係構築への不安》，《当事者の苦しみを想像で
きないことへの不安》の４つの概念から構成される．『中
学校からもう少し入学してくる肢体不自由の子どもにつ
いて情報を聞き出したほうがいいと思う．連携が何もな
かったみたいだし書面での情報を何も持ってないからど
うしたらいいのみたいなとこはありました（ケースＣ）』
のように支援を行うにあたって，支援員には肢体不自由
生徒の症状などについての大まかな説明しかされておら
ず，中学校と高等学校との《連携・情報提供の不十分さ》
を指摘していた．これまでに支援員を担当したことがな
いケースＡやＤからは，『今まで講師として小中高と，
働いてきたんですけれども，特別支援教育というのは初
めてだったので．どういったものかわからない部分や不
安なことが多くて（ケースＡ）』 のように《未経験によ
る支援を担当することへの不安》が語られていた．また
肢体不自由生徒や保護者と良好な人間関係を築いていく

ことができるのかという《当事者との人間関係構築への
不安》やこれまでの肢体不自由生徒や保護者の辛い経験
や苦しみを想像できないために寄り添った支援・対応で
きるのかといった《当事者の苦しみを想像できないこと
への不安》を感じていた．
⑵ 【支援員が認識した肢体不自由生徒が抱える困難さ】

（表４）
このカテゴリーは，《身体機能の制約によるコミュニ

ケーションの困難さ》，《経験できないことによる知識獲
得の困難さ》，《頭の中で全て考えることの限界》，《自由
に動けないことへの歯がゆさ》，《常時支援員配置による
コミュニケーション能力の発達不全》の５つの概念から
構成される．自由に身体が動かせないことにより他生徒
とスムーズにコミュニケーションを取ることができな
かったとする《身体機能の制約によるコミュニケーショ
ンの困難さ》，例えば体育の運動競技などのように，身
体が不自由なことにより経験できなかった活動について
想像することの難しさや知識不足があったことを示す
《経験できないことによる知識獲得の困難さ》，肢体不
自由により筆記ができないため，学習内容を全て頭の中
で考えることの難しさを示す《頭の中で全て考えること
の限界》，教室が狭いことにより車椅子で自力で移動す
ることができないための《自由に動けないことへの歯が
ゆさ》といった肢体不自由生徒に生じる特徴的な困難に
直面していた．また，『小学校中学校でも，支援員さん
がつきっきりで，他の生徒とのコミュニケーションの取
り方がわからなく．だから，同じ高校に入って同じクラ
スの子と接することがあっても，どう接すればいいかわ

表１ 各ケースの肢体不自由生徒本人のプロフィール

ケース 性別 障害種
中学校卒業
時の学籍

身体障害
者手帳

日常生活動作
医療的
ケア

その他

Ａ 男性
脊髄梗塞

（後天性）
公立・通常
学級

１級

杖や歩行器等を使えば歩行可能だが，
基本的には手動車椅子を使用．移動
介助のみ必要でその他介助の必要な
し．導尿の補助が必要．

なし

全日制の公立高校に在籍
高校１年の在学中に発症
短期間，特別支援学校高等
部に転学後，高校に復学

Ｂ 男性
脊髄性筋萎
縮症Ⅱ型
（先天性）

公立・通常
学級

１級

ストレッチャー型の電動車椅子を使
用．食事，排泄，衣服の着脱，身辺
の掃除・整理整頓は，全介助．会話
は可能だが，書字はできない．

導尿
全日制の公立高校に在籍
私立２校から受験拒否

Ｃ 男性
脊髄性筋萎
縮症Ⅱ型
（先天性）

公立・通常
学級

１級

電動車椅子を使用．食事は一部介助．
排泄は便座への移動支援のみ必要．
衣服の着脱，身辺の掃除・整理整頓
は，一部介助が必要．会話，書字は
可能．

導尿
定時制の公立高校に在籍
私立２校から受験拒否

Ｄ 男性
頸髄損傷・
C１レベル
（後天性）

公立・通常
学級

１級

車椅子で介助を受けて移動．食事，
排泄，衣服の着脱，身辺の掃除・整
理整頓は，全介助．会話は可能だが，
呼吸器を付けているため聞き取りづ
らい．書字はできない．

たん吸引
導尿

全日制の公立高校に在籍
私立２校から受験拒否

表２ 各ケースの特別支援教育支援員のプロフィール

ケース 性別 年齢 担当年数 保有する免許・資格

Ａ 女性 ４０代
高１～高３
（３年）

なし

Ｂ 男性 ２０代
高２～高３

（１年６か月）
中高保健体育教員免許状

Ｃ 男性 ６０代
高２～高４
（３年）

特別支援学校教諭免許状

Ｄ 男性 ２０代
高１～高３
（３年）

中高保健体育教員免許状
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からない．で，一言つい余計なこと言って怒らせて
（ケースＡ）』 と述べられているように，高校入学以前
の学校生活での《常時支援員配置によるコミュニケー
ション能力の発達不全》が指摘された．
⑶ 【スムーズな支援のための働きかけ】（表５）

このカテゴリーは，〔支援を求めたことへの反発〕，
〔他の生徒とともに支援を行うための体制づくり〕，〔支
援にあたっての迷いと反省〕，〔関係教職員との連携〕の
４つのサブカテゴリーから構成される．
〔支援を求めたことへの反発〕は，《理由なく支援要請

を断られる》，《特定の生徒に手伝いを要望したことによ
る反感》の２つの概念からなり，支援員自身が，他の生
徒を巻き込んで支援を行いたいと考えていても実際には

苦慮する場面があったことも語られた．『なんでかわか
らないんですけど，支援を求めるとスーッといなくなっ
てしまって．理由はないと思うんですけど，まぁまぁそ
ういうこともありましたね（ケースＤ）』 と述べられて
いるように，《理由なく支援要請を断られる》ことや，
『そうですねえ，一番最初は席のすぐ後ろにいる子に頼
んでて．で，後々なんで私ばっかりっていう不満が噴出
しちゃって（ケースＡ）』 といった《特定の生徒に手伝
いを要望したことによる反感》を買ってしまうことが
あったことが示された．
〔他の生徒とともに支援を行うための体制づくり〕は，

《どこまで手伝わせるかを見極める》，《他の生徒への手
伝いを呼びかけ》，《他の生徒と良好な関係を作る努力》

図１ 肢体不自由生徒の支援における支援員の対応過程

表３ 【支援員担当前の不安】の概念，定義，ヴァリエーション例

概 念 定 義 ヴァリエーション例

連携・情報提供の
不十分さ

中学校と高等学校との連携不足により生
徒の障害の状況や支援の方法等について
十分な引継ぎが行われていないこと

学校自体も中学校の方からの情報がほとんどなくて．（中略）
そこらへんの連携が全くなくて．そこが不十分な印象を受けま
したね．もう少しそこらへんはしっかりしてほしいです（ケー
スＡ）

未経験による支援
を担当することへ
の不安

担当以前に支援員を経験したことがない
ため，肢体不自由生徒に対応・支援する
ことができるのかという不安があること

支援員としてやらせてもらったのは初めてで，本当に経験が．
立場として，最初は関わっていんだろうか，免許持ってないし，
プロじゃないし，やっていいのかな，っていう部分は最初あっ
たんですけれども（ケースＤ）

当事者との人間関
係構築への不安

未経験による支援を担当することへの不
安

当初この話をいただいたとき一番不安だったのが，ご両親との
やりとりとか生徒のやりとり，そこがうまくできるのかなと
（ケースＢ）

当事者の苦しみを
想像できないこと
への不安

肢体不自由生徒と保護者のこれまでの状
況や生活での苦しみを想像できないこと
から対応への不安さを示すこと

元々は歩けてた状態で歩けなく急になっててというところで，
僕ももちろん経験したことがないので，どういうような状況な
のかな，メンタル的にっていうのがちょっと不安で（ケースＢ）
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の３つの概念からなり，将来的な自立も考慮して，可能
な範囲でクラスメートに支援を手伝わせたいと考え，そ
のような行動を引き出すためのかかわりをしていたこと
が語られた．支援員は，すべて支援を周囲の生徒に任せ
るのではなく，『車椅子を持ち上げさせたりとか，危険
なことは極力させないようにというのは一応自分で判断
してましたね（ケースＢ）』 のように《どこまで手伝わ
せるかを見極める》ことを意識しながら，《他の生徒へ
の手伝いを呼びかけ》を行っていた．また，『もちろん手
伝ってくれる生徒ともこちらもコミュニケーションがよ
く取れていないと困りますので．そういう点にはちょっ
と気を使ったかな，うまく関係を築けるように（ケース
Ｃ）』 と述べられているように支援員自身が《他の生徒
と良好な関係を作る努力》を行っていたことが語られて
いた．
〔支援にあたっての迷いと反省〕は，《支援の指示系統

の曖昧さ》，《どこまで意見すべきかの迷い》，《過度な支
援への反省》，《支援員独自の判断による支援》の４つの
概念から構成され，様々な教員と連携しながら支援にあ
たっていても，その中で支援員が対応への迷いや反省の
思いをもちながら支援を行っていたことが語られた．
『誰の指示に基づき支援を行えばいいのか，誰に支援に
関する相談を行えばいいのかすごく謎でした（ケース
Ｂ）』 といった《支援の指示系統の曖昧さ》があったこ
とが述べられていた．また，『例えば，普段の勉強の様
子なんかを見ていて，進路に向けてこうした方がいいと
かいろいろ思うけど，自分たちが口出しにくい雰囲気が
あるよね（ケースＣ）』 のように《どこまで意見すべき
かの迷い》も抱いていた．『やっぱり自立を考えてここ

までしか手伝わないようにしようと思ってもついつい手
を出し過ぎてしまう，そこはもう本当に反省です（ケー
スＡ）』 のように《過度な支援への反省》をする支援員
もいた．そして，支援員が危険だと感じた授業内容には，
無理に参加させず我慢させる等本人の意思を尊重せず，
本人の自立を考えながらも最終的には安全を優先した
《支援員独自の判断による支援》をしていたことも述べ
られていた．
〔関係教職員との連携〕は，《関係教職員との事前連絡

による業務内容の把握》，《関係教職員での定期的な意見
交換》の２つの概念からなり，肢体不自由生徒の支援に
あたっては関係者が協力をしながら対応にあたっていた
ことが語られた．『だいたい朝，日々の業務については
担任の先生から聞いていましたので，そういった部分で
はうまく対応できていたのかなと思います（ケースＤ）』
のように，《関係教職員との事前連絡による業務内容の
把握》が行われていた．また，『定期的に関係する先生
が集まって情報交換はしてました．今はこんなことが課
題で，どうしたらいいとか．私も意見は言わせてもらっ
てましたね（ケースＡ）』と述べられているように，《関
係教職員での定期的な意見交換》が行われていたことが
示された．
⑷ 【支援員担当後の現在の認識】（表６）

このカテゴリーは，〔将来の自立を見据えた支援〕，
〔現場で活用できる研修への期待〕，〔スムーズな支援の
ためのバリアフリー設備設置の希望〕の３つのサブカテ
ゴリーから構成される．
〔将来の自立を見据えた支援〕は，《できることは自分

でやらせるべき》，《やりたいことをできる限り実現させ

表４ 【支援員が認識した肢体不自由生徒が抱える困難さ】の概念，定義，ヴァリエーション例

概 念 定 義 ヴァリエーション例

身体機能の制約に
よるコミュニケー
ションの困難さ

肢体不自由生徒が自由に動けないことに
より他生徒と自由にコミュニケーション
をとることに難しさを感じていたこと

一生懸命話していても，声が届かないから諦めちゃうっていう
彼自身の問題もありまして．（中略）関わり方の難しさ，彼自
身も積極的に行きたいけどいけない（ケースＤ）

経験できないこと
による知識獲得の
困難さ

身体が不自由なことにより経験できな
かった活動について知識獲得に難しさが
あったこと

彼が体育の知識があまりない状態なので．自分とちょっと見な
がら一緒に体育をやってる内容を「これはこういうことなんだ
よ」って説明しながら．でもやっぱり複雑なのになると，そん
なに簡単に覚えられないじゃないですか，経験してないんだし
（ケースＤ）

頭の中で全て考え
ることの限界

肢体不自由生徒が学習内容を全て頭の中
で考えることに限界があること

全部頭の中で考えなきゃいけない部分，計算とか特に．それも
やっぱり限界があるじゃないですか，高校の勉強は高度だし，
手足が動かないと限界が（ケースＤ）

自由に動けないこ
とへの歯がゆさ

肢体不自由生徒が身体障害により自由に
動けないことに対して歯がゆさを感じて
いたこと

やっぱり体育とかやってる最中に自由に動けないこと，まあ本
人も車椅子で歯がゆい部分も正直あったと思うんですけれども
（ケースＢ）

常時支援員配置に
よるコミュニケー
ション能力の発達
不全

高校入学以前の学校生活において常時支
援員が配置されていたことによる肢体不
自由生徒本人のコミュニケーション能力
が育っていないこと

悪い意味で支援慣れしてて大人としか話せない．コミュニケー
ションの取り方がわからないんでしょうね．クラスの子が来て
も黙ることが多くて（ケースＣ）
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表５ 【スムーズな支援のための働きかけ】のサブカテゴリー，概念，定義，ヴァリエーション例

サブカテゴリー 概 念 定 義 ヴァリエーション例

支援を求めたこ
とへの反発

理由なく支援要請を
断られる

支援員が他の生徒に手伝いを求
めても，それを理由なく断られ
る経験があったこと

よくわからないけどやっぱり嫌だと言って手伝うの
を断る子はいますよね．のかなんなのかよくわから
ないけど（ケースＣ）

特定の生徒に手伝い
を要望したことによ
る反感

支援員が特定の生徒にのみサ
ポートを求めていたことにより
反感や不満が出たこと

同じ子ばっかりに手伝いを求めるのはよくないです
ね．直接口に出しては言わないけど何で自分ばっか
りみたいなのは顔に書いてあるし，態度にも出てる
ので（ケースＤ）

他の生徒ととも
に支援を行うた
めの体制づくり

どこまで手伝わせる
かを見極める

他の生徒にどこまで支援を手伝
わせるか支援員が判断していた
こと

やっぱり全部を任せられないので．移動教室の時に
教科書持っていってもらったりとか，ここまでなら
いいかなぁというのは考えてましたね（ケースＤ）

他の生徒への手伝い
を呼びかけ

支援員から他の生徒の支援を引
き出すために声掛け等を行って
いたこと

移動とかにしろ何かにしろ，ちょっとした事を生徒
に頼んだりして私から声掛けしてましたね，意識し
て（ケースＡ）

他の生徒と良好な関
係を作る努力

他の生徒からの支援が引き出せ
るように，支援員自身が他生徒
と良好な人間関係を構築できる
ように気遣いしていたこと

友達感覚というか他の子とも仲良くならないとうま
くいかないのでね．話しかけてみたり，ちょっとふ
ざけたりとか．支援に巻き込むには彼らと仲良く
なっておかないといけないので（ケースＢ）

支援にあたって
の迷いと反省

支援の指示系統の曖
昧さ

指示系統が統一されておらず，
様々な教員から勝手に支援を求
められること

誰の指示に基づき支援を行えばいいのか，誰に支援
に関する相談を行えばいいのかすごく謎でした．
時々直接言われちゃう，教科担当の教員から．「今日
入って」とか．そうすると，やっぱり担任の先生が
知らなくてもいいのかなっていう．そこは何とかな
らなかったのかという不満はありますね（ケースＣ）

どこまで意見すべき
かの迷い

学習・生活面の課題等に支援員
自身がどこまで意見していいの
かという葛藤や戸惑いがあった
こと

いろいろ見てると気付く事もたくさんあるんですよ
ね，今あの子とうまくいっていない，こんなことで
悩んでるからこうした方がいいんじゃないかとか．
でもでしゃばりすぎかなぁと思うと言えないことと
かもあって（ケースＡ）

過度な支援への反省

自立させるべきだという考えを
持ち支援にあたっていても，過
剰な支援をしてしまう場面も
あったことを内省していたこと

体育の時にスポーツ用の車椅子があって，あいつは
それを自分で持っていけるんですよ．でも頼まれる
とついつい持っちゃったりとかして．やれることま
で支援しちゃってたのはよくないですね（ケースＢ）

支援員独自の判断に
よる支援

肢体不自由生徒の意思にかかわ
らず，自分の考え・判断によっ
て支援をしてしまったこと

危険そうだなといった部分には，ちょっと行かずに
我慢させて，体育の授業とかは「ちょっとここで見
ておこうね．」とか（中略）そこはこちらで判断し
て支援していました（ケースＤ）

関係教職員との
連携

関係教職員との事前
連絡による業務内容
の把握

事前に関係教職員と連絡を取り，
業務内容の確認をしていたこと

基本的には２人でやろうねという話で，進めてたん
ですけど．で，それで，この時間はこの先生，この
時間はこの先生っていうような形で役割分担をして
ました．なので基本的には，時刻表をもとに．時刻
表というか，シフト表みたいなものをもとに，こう
動いて連携は図っていました（ケースＡ）

関係教職員での定期
的な意見交換

肢体不自由生徒に関わる教職員
で定期的に意見交換のための会
議（話し合い）を行い，対応に
あたっていたこと

学年主任とか担任とか，集まれる人たちで集まって．
その中で今彼がこういうことで困ってます，こうい
うことができてますっていうのは報告させてもらっ
てました（ケースＤ）
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てあげる》，《常に近くにいないようにする》の３つの概
念からなる．『甘やかさないで，自分でできることは自
分でやらせる．厳しいかもしれないけどそれぐらいして
あげないと彼の将来のためにはならないから，支援員に

なる人はそういうことを常に意識しておかなければいけ
ないね（ケースＣ）』 といった《できることは自分でや
らせるべき》という認識をもっていた．また，『きっと
彼らは，いろんなことができずあきらめてる経験が多い

表６ 【支援員担当後の現在の認識】のサブカテゴリー，概念，定義，ヴァリエーション例

サブカテゴリー 概 念 定 義 ヴァリエーション例

将来の自立を見
据えた支援

できることは自
分でやらせるべ
き

肢体不自由生徒の自立を考慮して，
自分で対応可能なことはできる限
り自分でやらせるべきという考え

ついつい手を出し過ぎそうになるけどそこはぐっとこ
らえて．できるとこまでやっちゃうと本人のためにな
らないからそこは大切だと思いました（ケースＢ）

やりたいことを
できる限り実現
させるあげる

肢体不自由生徒がやりたいと思っ
ていることをできる限り実現させ
るように配慮・工夫すべきだとい
う考え

あきらめてばかりだと本人のやる気が育たない．だか
ら人の力を借りてでもできるかぎりやれることはやら
せてあげる方がいいと思いますね（ケースＡ）

常に近くにいな
いようにする

支援が必要な場面以外は，肢体不
自由生徒から離れておくべきだと
いう考え

高校生なので常に大人が近くにいるのは周りから見た
らやっぱり変なので．何かあったら危ないけどそこの
配慮は必要かなと思いましたね（ケースＣ）

現場で活用でき
る研修への期待

研修情報入手の
難しさ

必要な研修の情報が支援員のもと
に入りにくい状況になっているこ
と

うーん，研修について特に言われなかったというか，
どこでやってるのかとかそういう情報もなかなか入っ
てこないし（ケースＣ）

毎回同じ研修内
容への不満

毎回同様のテーマの研修が開催さ
れることに対する不満があったこ
と

いつも発達障害に関する研修ばっかで…自分が担当し
てるのは肢体の子なのであまり意味がないというか
（ケースＤ）

支援員養成研修
の要望

支援員担当前に，支援に必要な知
識や経験を得るための講義や研修
を受講したいという要望があるこ
と

支援員さんは誰でもなれるんじゃなくて，ある程度段
階を積んで，講義とか研修を受けた人がなるべきかな
あとは思いますね．担当前にそういうものが必要だと
思いますね（ケースＢ）

メンタルケアの
研修の要望

肢体不自由生徒の心のケアのため
に必要な知識が得られる研修への
受講を希望していること

バスケとかやりたくてもやれない，そういう時に口に
は出さないけどあいつすごく落ち込むんですよね．そ
れは一つの例だけど，動けないことで悔しい思いをし
てる時になんて声かけたらいいんだろうって．そうい
うことが結構あったので何か心をサポートしてあげら
れる，そういう時の対応を教えてくれる研修とか勉強
会とかあればいいのになって常々思ってましたね
（ケースＢ）

支援員同士の情
報共有の機会を
増やす

他の学校で勤務している支援員と
つながりを持ち，情報共有できる
ような機会を必要としていること

直接参考になるかわからないですけど，他の支援員の
人の意見とか考えも聞いてみたいですね．うちの子は
こんなことで悩んでるんだけどどうしたらいいみたい
な…相談相手にもなってくれるだろうし（ケースＡ）

スムーズな支援
のためのバリア
フリー設備設置
の希望

複数の障害者用
トイレ設置の必
要性

各階への障害者用トイレの設置を
要望していること

トイレが結構離れてるんですよね．だから移動教室の
時とか急いで階段を降ろして連れて行ったりとか．そ
こは一番大事な部分だと思うので各階に車椅子用のト
イレは入れてくれないととは思ってました（ケースＡ）

エレベーター設
置の必要性

校内移動をスムーズに行えるよう
にするためのエレベーターの設置
を要望していること

やっぱり絶対的にエレベーターがあった方がいいです
ね．こっちの移動支援の負担も減るし，彼も安心して
移動できると思うので（ケースＤ）

スロープ設置の
必要性

設置されているスロープの不足に
より校内移動に支障をきたしてい
ため，その整備を要望しているこ
と

所々スロープがないところがあるので大回りしたりと
か．全部直せとは言わないけど，せめて彼が動く部分
だけでも整備してくれたらもう少し支援がしやすかっ
たのかなぁとは思いますけどね（ケースＣ）
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でしょうからね．やりたいって言ったことはやらせてあ
げるように．ただ学年団の考えもあるので，そこを叶え
てあげられない部分があったのでちょっと残念な時はあ
りました（ケースＤ）』 といった《やりたいことをでき
る限り実現させてあげる》ように努力していたが，関係
者との意見交換の中でそれが実現できない場合があるこ
とが述べられていた．そして支援にあたっては，『やっ
ぱり高校生なので常に隣にいるのはよくないのかなと．
ただもしも何かあったときには最終的に自分の監督責任
になってしまうので極力目を離さないように．自分がい
なければもっと他の子と話せたのかなぁとか悩みますね．
でも，悩みながらもやっぱり本人の安全第一なので近く
に付き添ってしまっていましたけど…（ケースＤ）』 の
ように周囲の友人とコミュニケーションが取りやすいよ
うに《常に近くにいないようにする》ことを心掛けてい
たが，肢体不自由生徒の安全面を考慮するあまりなかな
かそばを離れることができない現状があったことが語ら
れた．
〔現場で活用できる研修への期待〕は，《研修情報入手

の難しさ》，《毎回同じ研修内容への不満》，《支援員養成
研修の要望》，《メンタルケアの研修の要望》，《支援員同
士の情報共有の機会を増やす》の５つの概念から構成さ
れる．『研修がいつどこでやってるっていう情報がなか
なかちょっと取りにくいような状況ではあったんで．参
加するにもそこが難しかった（ケースＡ）』 のように，
研修情報が支援員のもとまで届きにくい状況であったと
する《研修情報入手の難しさ》を指摘していた．また，
支援員は，『実際同じようなテーマで毎回研修が行われ
ててそれならやる意味がないし，現場では役に立たない
んですよ（ケースＢ）』 のように《毎回同じ研修内容へ
の不満》が述べられていた．さらに，支援担当前の不安
を軽減するためには事前に講義や研修に参加し特別支援
教育に関する知識を得る等といった《支援員養成研修の
要望》を挙げていた．そして支援員の中には，『やっぱ
り本人が友達と揉めたりして精神的に落ち込むことが多
くて．心の問題にアプローチできる研修は必要かな
（ケースＡ）』 のように実際に対応にあたる中で肢体不
自由生徒の心のケアの対応に難しさを感じており，《メ
ンタルケアの研修の要望》を挙げていた．他の学校で勤
務している支援員とつながりを持ち，《支援員同士の情
報共有の機会を増やす》必要性も語られていた．
〔スムーズな支援のためのバリアフリー設備設置の希

望〕は，《複数の障害者用トイレ設置の必要性》，《エレ
ベーター設置の必要性》，《スロープ設置の必要性》の３
つの概念から構成される．各支援員が感じた施設・設備
面での不備による対応の困難として，『やっぱりスロー
プがあるところとないところがありますので．あればす
ぐなんですけれども，スロープがないからぐるっと遠回
りをして，行かなければいけないのが大変だったなと思
います．（ケースＤ）』 といった《スロープ設置の必要

性》や『各階にトイレがあればいいですね，本人が水飲
むのを我慢してましたし…（ケースＢ）』 のような《複
数の障害者用トイレ設置の必要性》，その他に《エレベー
ター設置の必要性》が挙げられた．

Ⅳ．考 察

１．支援員担当前の意識について
支援担当前に肢体不自由児・者とのかかわりのない支

援員は，対象生徒や保護者と良好な関係を構築し，適切
な支援を実際に行うことができるのか不安を感じていた．
他方で，《未経験による支援を担当することへの不安》
の反対事例として，特別支援学校での勤務経験のあった
ケースＣの支援員から，担当前の不安な意識については
語られなかった．むしろ肢体不自由生徒とのかかわりや
支援することに楽しみを感じており，過去に実際に肢体
不自由児とかかわった経験により支援員の担当前の意識
の違いを生んでいた．髙野・泉４）では，過去に肢体不自
由生徒とかかわり経験のある教職員は，受け入れに対す
る心理的な障壁が低く，柔軟に対応できることを報告し
ている．一事例であるためこれをもって一般化すること
はできないが，支援員を担当する前の段階で，肢体不自
由児者と多くかかわったことのある支援員は，その経
験・知識を活かして柔軟に支援に取り組める可能性が示
唆された．

また，このような支援員担当前の不安を軽減するため
の方策として，支援員自身が《支援員養成研修の要望》
を挙げていた．支援員を担当する前の段階で，例えば特
別支援学校への見学や子どもと触れ合う研修等を実施す
ることで，支援員を担当する前の心理的な不安を緩和す
ることができると考えられる．さらに，支援員を担当す
る前の戸惑いや不安な意識に関連して，事前に肢体不自
由生徒に関する情報を得られていないこと，また情報が
得られる機会がないことを課題として挙げる支援員もい
た．中学校との連携不足により，高等学校全体が入学前
の段階で肢体不自由生徒の障害の状態や支援方法等の情
報がほとんどない状態であり戸惑ったことを指摘してい
る．以上より，支援員配置前に保護者や関係教職員を含
めた情報交換を行う機会を設けて，肢体不自由生徒の症
状や支援で注意すべき点について共通に理解を進めてい
くことの必要性が示唆される．それにより，支援員の担
当前の心理的な不安が軽減し，スムーズな支援を実施す
ることができると考えられる．
２．スムーズな支援のための支援員からの働きかけにつ
いて
肢体不自由生徒の支援をスムーズに行うためには，支

援員はまず〔他の生徒とともに支援を行うための体制づ
くり〕の必要性を指摘していた．支援員は，できること
ならばクラスメートからのサポートを得られる方が将来
社会に出たときのために望ましいのではないかと考えて
いた．そのため，支援員自身が他の生徒と良好な関係を
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築き，クラスメートを巻き込みながら支援をするように
心がけていた．しかしながらその対応の中で，理由なく
支援の依頼を断られたり，特定の生徒に支援を要望した
ことにより反感を買う等，有効なサポートを引き出せな
い事例もみられた．支援員については，専門的知識以前
のコミュニケーション能力の育成にも喫緊な課題がある
ことが指摘されている６）．その上で文部科学省の「特別
支援教育支援員を活用するために」によれば，支援員の
役割として，支援を必要とする児童生徒に対する友達と
してできる支援や適切な接し方を，担任と協力しながら
周囲の児童生徒に伝えると記されている２）．支援員は，
支援を必要とする生徒だけではなくクラスの他の生徒と
も関わっていかなければならない．周囲の生徒に対して
障害についての理解促進をしていくとともに，支援を必
要とする生徒と他の生徒との良好な人間関係が形成され
るためのバランサーとしての役割も求められることが示
唆された．

また，他の生徒からの支援を引き出すためには支援員
自身のコミュニケーション能力も重要であるが，肢体不
自由生徒自身のコミュニケーションスキルも影響するも
のであると考えられる．【支援員が認識した肢体不自由生
徒が抱える困難さ】のカテゴリーの中では，《常時支援員
配置によるコミュニケーション能力の発達不全》も挙げ
られた．これは，義務教育段階から常時支援員が肢体不
自由生徒の傍に付き添い，支援員に頼ることが常態化し
てしまった結果，他の生徒との関わりが希薄になり，コ
ミュニケーション能力育成の妨げになった可能性がある
ことが指摘されていた．これらのことから，まず支援員
は義務教育段階から，肢体不自由児童・生徒が同年代の
子どもと年齢相応の適切な人間関係を構築していくため
のコミュニケーション能力の育成，機会の構築を考慮し
た支援を行っていくことが望まれる．その上で，肢体不
自由生徒自身もクラスメートと積極的にコミュニケー
ションをとり，支援員以外にも必要な支援を求められる
ようになることが望ましい．

また，支援員自身がスムーズな支援を行うための働き
かけとして，事前に業務内容の確認を行ったり，定期的
に関係教職員で肢体不自由生徒の支援にあたっての意見
交換を行っていたことが示されていた．吉原・都築１０）は，
担任教師等と支援員の連携，支援員の効果的な在り方に
ついて検討し，打ち合わせや情報交換の機会を設けて，
関係職員が同一歩調で支援を進めることが必要不可欠で
あることを指摘していた．支援員が効果的な支援を行う
ためには支援方法や方針についての関係教職員と情報共
有しておくことは必須条件であり，それができる場の設
定が望まれる．そのためには，関係諸機関・学校との連
絡調整や保護者からの相談窓口といった役割を担う特別
支援教育コーディネーターの活用が不可欠であるが８），
本調査対象者からは関係教職員との連携において特別支
援教育コーディネーターとのかかわりについて語られな

かった．高等学校では，実際に特別支援教育コーディ
ネーターが配置されているにもかかわらず，障害に関す
る専門性の不足や役割の理解不足などにより十分に機能
せず形骸化してしまっている状況にあることが報告され
ている１５）．山崎７）は，支援員による適切な支援行動を促
進するためには，時間の確保という課題があるものの，
支援方法について学級担任と支援員だけではなく特別支
援教育コーディネーターも交えて確認できるような校内
体制の整備が必要であると述べている．まず高等学校に
おいては，特別支援教育コーディネーターを形式的に配
置するだけではなく，実際に機能させるために研修の充
実や役割の周知徹底が求められる．その上で，特別支援
教育コーディネーターの支援のもと，関係教職員が連携
を図り，学校全体で肢体不自由生徒をサポートしていく
体制を構築していくことが重要である．
３．支援員担当後の現在の認識について

実際に支援員を担当した後の現在の認識として，まず
肢体不自由生徒の〔将来の自立を見据えた支援〕が必要
であることを指摘している．支援員は，肢体不自由生徒
の将来的な自立を考慮しながらも本当に必要なサポート
の判断がつかず，過剰に支援をしすぎてしまったり，支
援員の自己判断により支援をしてしまうなど，葛藤の中
で戸惑いながらサポートを行っていることが語られてい
た．そのような経験から，支援員は，肢体不自由生徒と
適度な距離感をとり，生徒自身ができることはできる限
り自分で行わせるようにサポートしていくことが必要で
あることを指摘していた．先行研究によれば，肢体不自
由生徒の保護者も，他の生徒とのコミュニケーションの
妨げになる場合もあるため常に対象生徒の隣に付いてお
くのではなく，本人の自立も考慮して必要な場面でのみ
支援を行ってほしいと考えていた１２）．石山・山本１６）は，
支援員の職務内容は他の職員に比べてかなり曖昧なもの
であり，支援員自身がどこまで職務をこなせばいいのか
わからず，困惑する状況もあると指摘しており，支援員
の仕事が学校現場の中で明確に位置付けられることが，
より専門的な支援ができる支援員の育成につながること
を報告している．支援員が支援を行う中で感じる様々な
葛藤や迷いは，支援員の仕事内容や役割が不明確なこと
から生じるものとも考えられるため，まずは支援員の学
校内での立場，活用の範囲を明確化する．その上でどこ
まで支援をすべきかという支援の範囲や内容についても
学校関係者，当事者間で定期的に共通理解を図ることが
大切であり，将来の自立を見据えて本当に必要な部分の
みの支援を提供していくことが望まれる．

次に各支援員がそれぞれ活動する中で，〔現場で活用
できる研修への期待〕をしていることが述べられていた．
本研究の対象者からは，毎回同様のテーマの研修を受講
させられる場合も多く，現場の要望にフィットしない研
修が実施されていることに不満を示す意見がみられた．
ヴァリエーションにも示されているように，ケースＡの
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支援員は，生徒間の人間関係の悪化，それによる肢体不
自由生徒の心のケア等の対応に困難を感じていた．また
ケースＢの支援員は，肢体不自由生徒が身体機能の制約
により《自由に動けないことへの歯がゆさ》を感じてい
たことに対するメンタルケアの難しさが指摘されていた．
このようなことから，今後は，肢体不自由のある児童生
徒の介助や支援内容に対する研修だけではなく，メンタ
ルケアに関する研修実施も視野に入れるべきであると考
えられる．特別支援教育にかかわる支援者の育成と資質
の向上，実践力育成に関する取組には大きな課題がある
ことが指摘され，より具体的な研修内容の構築を図る必
要があることが報告されている１７）．高等学校では特別支
援教育に関する基礎的内容と発達障害のある生徒の支
援・対応に関する研修の２つの内容について重点的に実
施されているものの，肢体不自由に関連する研修はほと
んど実施されていないことが指摘されている１２）．本調査
対象者からは，メンタルケアに関する研修以外にも，支
援員同士の交流の機会を増やし，各学校の取り組みにつ
いて情報共有できる機会が必要であることも述べられて
おり，研修に対するニーズは多様化していることが推察
される．研修を催す教育委員会が各学校の支援員の困り
感・ニーズを把握し，支援員がその時必要とする研修を
選択して受講できるような環境を整えることが望まれる．

そして最後に，支援員から〔スムーズな支援のための
バリアフリー設備設置の希望〕が挙げられた．スロープ
やエレベーター，複数の障害者用トイレの設置を今後進
めていく必要があると考えていた．これまでにも校内の
ハード面における未整備が，保護者や肢体不自由生徒の
高等学校への進学を考える上でのネガティブな要因の一
つとなっていること指摘されている１２）１８）．本研究でも，
支援員は，学校内でのスロープの不足から，毎回わざわ
ざ遠回りをして教室移動をしなければいけなかったこと
等，支援にあたる中で様々なハード面の不備を認識して
おり，肢体不自由生徒が学校生活を送っていく上で，施
設・設備面のバリアが生じていることを強く指摘してい
る．今後は，関係教職員や肢体不自由生徒，保護者と話
し合いを行いながら，学校に必要な基礎的環境整備を早
期に進めていく必要がある．

Ⅴ．本研究の成果と今後の課題

本研究は，支援員の認識や経験から生じる課題につい
て，一定の手続により図式化したことにより，これまで
には支援員個々の経験として完結していた現象について
具体的に示すことができ，今後の支援員のあり方を考え
る一つの指針を示せたという点で意義がある．本研究か
ら明らかとなった支援員の認識やそれに付随する課題が
理解され，着実に改善されていくことで，実際の教育現
場の中で支援員が肢体不自由生徒のサポートをよりス
ムーズに行えるようになると考える．しかしながら，今
回の調査での支援員のインタビューデータは，対象者の

人数が少なく，各々の経験にも偏りがみられるため，本
研究をもって理論的飽和化に至ったとは言い難い．対象
者の確保に努めたが，同様の経験をもつ支援員は現状極
めて少ない状況にあるため，調査協力者を見つけること
ができなかった．肢体不自由生徒の起因疾患や障害の程
度によっても，支援員の認識や行動が異なることは当然
予想される．今後，調査依頼の方法を工夫し，引き続き
対象者の確保に努め，今回語られなかった現象について
も今後検討を行うことで，より一般性の高い知見へとブ
ラッシュアップしていきたいと考えている．また，今回
の調査は，支援員のみを対象として調査を実施したが，
支援を受けた肢体不自由生徒本人やその保護者，また，
学校の関係教職員は支援員をどのように捉え，その対応
に対してどのような意識や課題をもっていたか等につい
ても今後検討していきたい．

Ⅵ．結 論

本研究では，高等学校に在籍し，学習および生活面で
支援を必要とする肢体不自由生徒に配属された４名の支
援員へのインタビュー調査を実施し，実際の教育現場の
中でどのような思いをもって肢体不自由生徒の支援にあ
たっていたのか，その対応過程を明らかにすることを目
的とした．肢体不自由生徒の支援における支援員の対応
過程では，まず，中学校との連携不足による情報提供の
不十分さや未経験による支援員担当への不安な思いを
もっていることが示された．そのような意識をもちなが
らも支援員は，支援する中で直面する様々な肢体不自由
生徒が抱える困難さに対応するために，他の生徒と支援
を行うための働きかけや関係教職員と連携することを試
みていた．そして支援員担当後には肢体不自由生徒の自
立を見据えた支援のあり方を検討していく必要性を認識
するとともに，現場にフィットしない研修の見直しやバ
リアフリー設備の改善が求められると指摘していた．今
後の課題として，本調査対象者と同様の経験をもつ支援
員に対してインタビュー調査を引き続き行い，一般性の
高い知見を目指すとともに，支援員とかかわりのある肢
体不自由生徒本人や保護者，学校関係者の視点から，支
援員活用における考え方や課題を明らかにしていく必要
がある．
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Ⅰ．原理・思想の研究とは何か

原理・思想研究とは何かとの問いに容易に答えること
はできない．学校保健の場合には，多く原理・思想・歴
史が包括的に一つの研究領域としてとらえられがちであ
るが，その内包は大きく異なると考えるべきである．論
をすすめるにあたり，はじめにこの概念的異同を筆者の
理解の範囲で明らかにしておきたい．
「原理 principle」とは，ギリシャ語のΑρχη（アル

ケー）に由来し，ものごとの根源にあるものであり，他
のものごとの成り立ちを基礎づけるものであるとともに，
そのものを説明する上で他のものを必要としないもので
ある．PrincipleのPriはまさしく「第１」の意味であり，
それに先行する説明概念がないことを意味する象徴的名
辞である．学問における原理とは，その言明を否定すれ
ば，その学問の存在自体が成り立たなくなるようなもの
をいう．例えば数学においては「公理」として認識され
ているような知的体系をさす．したがって，通念的には
これを否定したならば，それを前提として成り立つよう
な種々の規則体系（「公準」や「定理」）も成り立たたな
いので，通常「原理」をその領域の研究者は疑わない（こ
とにしている）．例えばアリストテレスはその著書『形而
上学』において存在論的原理として「神」を挙げ，認識
論的原理として「同一律」「矛盾律」「排中律」を挙げた１）．

ただし，アリストテレスが示したような古典的「原理」
は近代以降の哲学的潮流の中で批判的に検討され，デカ
ルト（Descartes R），ヘーゲル（Hegel G W F），マル
クス（Marx K），フッサール（Husserl E G A）らによっ
てその原理的前提は流動化してきた．これは自然科学に
おいても同様のことがいえ，生命科学において大きな意
義をもってきた細胞説（生命の最小単位は細胞である）
は遺伝子概念の登場によって，生命概念そのものも揺ら
ぎつつある．

一方，思想とは，ある事象・現象に対する人間の一定
程度に整理された思考の体系である．人間の思考という

主体的行為の結果生じてくるものであるために，本来個
別的であり，似通った思想を類同化して「〇〇主義」と
形容することが一般的であるが（例えば「啓蒙主義」「功
利主義」などのように），それぞれの「主義」の中でも
多様性は認められる．それは，「平和」という概念は，
本来人間が争わず協調的・協力的に生存することを意味
するが，平和を実現しようとする立場の人々がどのよう
に実現するかという方法について各々多様な考え方があ
り，にもかかわらず平和を希求するという基本的立場に
おいてのみ共通性がある場合にも，包括的に平和主義者
といわれることに象徴される．

したがって，思想とは原理のように中立的概念ではな
く，本来的に一定の傾向性をもっており，その傾きの度
合いによって穏健的であるか過激的であるかが示される
のであって，中立的であるということは非思想的である
ことを意味する．例えば法廷での訴訟場面では，原告側，
被告側とも自己の利益のために事実を重ねて論証しよう
とするので，法律という枠内の中で最大限自己の側に有
利なように論理展開を図る．したがってその局面ではい
ずれも思想的である．しかしながら，裁判官はあくまで
も中立的に法律の示すところにより，事実の認定にもと
づいて法律上の是非を判断するのであるから，その局面
では非思想的である．とはいえ，現実には裁判官は情状
や条理によって法律の主旨を「解釈」することを通じて，
一定の思想的傾向を表現することがしばしばある．

そして，思想を検討すること，すなわち思想研究とは，
この「解釈」という行為がきわめて重要な意味をもつ．
西洋文化圏ではギリシャ神話や聖書などを文献学的に正
確に理解するという学問手法を重視しながらも，そうし
た文献の記述の背景にある人間観や自然観，あるいは倫
理観を主体的にとらえなおす営みが続けられてきた．神
話学やキリスト教学が発展してきたことは，こうした
「読み直し」が継続的，発展的に行われてきた努力にそ
の多くを負っている．
「解釈」という方法を，学問，とりわけ人間・文化科学

■連載 「学校保健における原理・歴史のメソドロジー」
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的領域での普遍的方法としてとらえたのがドイツの解釈
学の創始者ディルタイ（Dilthey W C L１８３３―１９１１）であ
る．ディルタイは，人間の「生」に関わる諸現象を個別
の独立したものとしてとらえるのではなく，その時々の
人間の体験は時間的（歴史的）に連続し，相互に関係し
ているととらえ（生の連関），それを部分的「生」と全
体的な人間の「生」との間の意味を問うことによって，
歴史的事実としての人間の「生」を構造的かつ発展的に
了解することをめざした（生の解釈学）２）．いいかえれば，
人間の生き方（それは単に個人の生活にとどまらず，社
会と自然に規定された人間が歴史的存在として生きるこ
と）を解釈することとは，現実に生起している「生」の
事実を越えて，それ自体をあたかも聖書や古典のテキス
トを解釈するように主体的に読み解くことを意味する．

思想研究がある学問における原理を研究することとの
違いは，原理研究は学問全体の構造が転換することをも
含む根源的な公理や公準，定理の構造的転換を企図する
のに対し，思想研究はさきの解釈学的方法に依拠する限
り，現実の歴史的世界の中で生起している人間的諸現象
の主体的解釈を体系化することを意味する．例えば「能」
の思想という場合，伝統的身体文化である猿楽として継
承されてきた能が，その歴史的形成過程の中にどのよう
な人々の生き方（観阿弥，世阿弥，金春禅竹など）や社
会的制度形成があり，それらの包括的な理念の体系とし
てどのような思考の結晶が存在しているか，そしてそれ
が「いま」の世にどのような意味を有するかを，「能」
に関する言説（世阿弥『風姿花伝』，金春禅竹『六輪一
露之記』など）や「能」の演目の意味，身体の動きなど
を通して，「能」とは何かを解釈し続けることが「思想」
を研究するという基本的姿勢に他ならない．当然にそこ
には解釈と批判，新解釈などの思索的闘争が存在するこ
とはいうまでもない．

Ⅱ．思想としての学校保健と学校保健の学説史

では，学校保健の原理や思想を研究するとはいかなる
ことを意味するのか．学校保健の原理とは何か．それは
単純化すれば，子どもや青年は社会の中で教育される存
在であるということ，そしてその教育には学校という社
会的組織において一定期間まとまった取り組みを施す過
程が必要であると考えられていること，そしてその学校
においては在籍する子どもや青年の身体と精神，そして
その社会的存在が健康とよばれる状態を保持増進するこ
とがその組織的行為の重要命題とされていることである．
これらが学校保健の原理であるとする理由は，この命題
を否定した場合には学校保健という概念そのものが無化
してしまうからである．したがって，学校保健に関して，
本稿での意味における原理的研究の余地はそれほど広い
わけではない．ただし，さまざまな社会的・公共的サー
ビスが私的領域化（privatization）していく過程で，学
校保健という営みを学校教育においてどこまで保障する

かという問いかけは，学校保健の存在論的問いとして原
理的研究の意義を有するであろう．

一方，学校保健の思想的研究はきわめて広汎な領域と
可能性を有している．学校保健の教育的意義に関しては，
明治期学校保健の基礎を整備した三島通良をはじめ，石
原喜久太郎や北豊吉，さらには大西永次郎，岩原拓，竹
村一といった人々によって種々に論じられてきた．とり
わけ，大西永次郎が概括的に表現した「医学的学校衛生」
「社会的学校衛生」「教育的学校衛生」という概念は，
明治期から昭和戦前期までの学校衛生の性格を端的に象
徴したものとしてしばしば言及される．こうしたきわめ
て包括的な学校保健の性格にとどまらず，児童生徒の成
育，保健教育のあり方，学校保健における実践的倫理性
など思想的研究，思想史的研究が貢献しうる分野は枚挙
しきれぬほどである．

こうした学校保健に関わる理論の変遷や特徴を体系的
に論述する場合，それを学説史という．学説史は，例え
ば学校保健に関わる固有の分野，例えば健康診断や学校
環境衛生といった分野においてその基本的な理論がどの
ように形成され，それに対していかなる理論が新たに提
起され，批判され，再構築されてきたかを叙述する史的
方法論であり，いわば「学問の自分史」である．端的に
表現すれば，正当な研究者は自己の研究の端緒に必ずそ
の課題に関わる既存の知見を概観する．それが単独の論
考として体系化されれば「総説」となる．したがって，
優れた研究は必然的に当該領域の学説史を内包している．
それは当然ながら理論の提唱者の業績に対する客観的か
つ厳密な評価を必要とし，公平な観点からその学問的意
義が検討される．したがって，しばしば論争を生起させ，
学説自体を更改する．その結果として，それまでその領
域の泰斗とされていた研究者が時を経ずして陋固たる旧
説の支持者と批判されることも稀ではない．しかしなが
ら，健全な学説史の議論がなされる学界は，概して熾烈
な論争があるが，学界自体は強靭性を有するようになる．
数次の社会生物学論争を繰り広げた社会生物学界はその
一例である．

本稿では，学校保健における思想研究を活性化させる
ための学説史展開の補助線となるような近代学校保健の
思想的参照枠を，学校保健という概念が公衆衛生思想と
近代教育思想の交叉として生成したとらえる立場からそ
の展開を素描してみる３）．

Ⅲ．公衆衛生的学校保健思想

１）公衆衛生史における学校保健の位置づけ
近代の学校において，一般的な意味で衛生的な配慮が

なされた時期は，１８世紀末以降である．世界で初めて衛
生行政について体系的に記述したヨハン・ペーター・フ
ランク（Frank J P１７４５―１８２１）の大著『完全なる医事行
政体系（System einer vollstándigen medicinischen Po-
lizey１７７９―１８２１）』の第２巻には，「学校衛生および体罰」
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が設けられている．これは，多数の人間が生活するうえ
で起こってくる建物やその中での環境とそこでの人間の
生活について，社会防衛・社会管理の観点から衛生の重
要性を論じている．

近代国家の発展は，産業革命とそれにともなう産業の
工業化を基礎としており，その具体的様相は都市におけ
る工場の増加とそこでの労働者の増加，そして都市の人
口増加に象徴される．産業革命勃興期から帝国主義へと
向かう１９世紀には，工場労働者の長時間労働や児童労働
が都市下層民の健康を次第に蝕んでいった．この当時の
状況を論じた著作としては，チャドウィク（Sir. Chad-
wick E１８００―１８９０）によって著された『大英帝国におけ
る労働人口集団の衛生状態に関する報告書（Sanitary
Condition of the Laboring Population of Great Britain,
London）』（１８４２年）４）や，エンゲルス（Engels F １８２０年―
１８９５年）によって著された『イギリスにおける労働者階
級の状態（Condition of the Working Class in England）』
（１８４５年）５）が，労働者階級の生活と健康状態の劣悪さを
示したものとして広く知られている．そして，２人の思
想的立場は異なるものの，労働者階級の生活と健康の保
護を大きな社会の課題としていた点では共通していた．
とりわけ過酷な児童労働から児童の健康と生活を保護す
ることは，社会の大きな課題として認識されつつあった．
それは，資本主義の立場からも，社会主義の立場からも
大衆の健康，特に子どもの健康を保護し増進することは，
社会の共通の利益として考えられたことを示している．
２）公衆衛生の思想と学校保健

英国の公衆衛生思想を研究した多田羅浩三は，公衆衛
生の思想をその展開過程に即して４つに分類し，その意
義を以下のように説いている６）．

第１は，前述のJ P フランクの思想に代表されるよう
な「社会防衛思想」である．感染症のような短期間に多
くの人命に影響をあたえるような健康危険が生じた場合，
患者の生命を守ることはもとより，患者の発生によって
社会全体の機能が低下し，疾患をもたない無辜の市民に
まで影響が及ばないように予め社会の機能を温存するよ
うに疾患の管理や環境の管理を徹底する思想である．

第２は，チャドウィクによって提唱された，予防にお
ける画一主義の思想である．この考え方は，集団の健康
を保持増進する立場に立つ場合，人々の自発性のみに期
待して予防活動を行うと，そこから洩れた人々から不健
康が拡大していくことになる．それを防ぐには，一定の
集団に属する人を例外なく，しかも同一の手段と内容に
よって，貧富の差にかかわらず予防の対象として管理し
ていくことが重要であるとする．

第３は，慈恵的な施策から独立した科学主義の思想で
ある．かつて洋の東西を問わず貧しく不健康な人々に対
して施された慈恵的な対応は，決して問題を根本的に解
決するものではなく，市民の健康危険の解決は，科学的
な手法にもとづいた医学的管理によらなければならない

という思想である．
そして第４は，個人による自己制御の思想である．公

的な管理やサービスが普及し，体系化することによって，
管理の客体となった個人は自己の健康に対して意識が希
薄になり，健康に必要な生活の自己規制を失いかねない．
こうなると，一定の財と人力を投下した公衆衛生サービ
スの効果が減退してしまう．これを防ぐには，さまざま
な公衆衛生サービスを受ける側の主体的な自己管理の智
恵と技法が形成されていかなくてはならないとする思想
である．

これらの思想は，学校保健活動を公衆衛生活動の一環
として考える時に，そのまま学校保健の医学理論的基礎
として適用しうる．例示すれば，感染症罹患の際の出席
停止措置は，社会防衛的思想によるものといえるし，全
校の児童生徒を対象とする定期の健康診断は，画一主義
的思想の具体化といえる．また，医学の成果にもとづく
学校保健の展開は，科学主義の証として，例えばさまざ
まな疾患や障害をもった子どもでもその子どもの特性に
応じて医学的管理のもとで教育することを可能にする．
そして，学校での健康教育や保健指導の展開は，児童生
徒の個人による自己統御を確立する手段として理解する
ことができる．そして，この第３と第４の思想的文脈は，
公衆衛生的学校保健が教育学的学校保健へと展開してい
く契機となっているとみるべきである．

Ⅳ．教育学的学校保健思想

１）教育管理論的学校保健
教育学における学校保健は，教育の目的論としてより

は，教育管理論の分野において多く論じられてきた７）．
近代日本における学校保健の前身である学校衛生は，小
児科学や衛生学の範疇としては三島通良の『学校衛生
学』８）の成立をもって一つの画期とするが，同時期に日本
に普及したヘルバルト教育学の教育管理論の中での「養
護」を基礎概念として学校衛生が展開されていたことが
すでに知られている．杉浦守邦は，「養護」の語は１８９３
（明治２６）年にヘルバルト学派のリンドネルの著書All-
gemeine Paedagogie（一般教育学）を湯原元一（東京帝
国大学医学部卒業後，第五高等学校教授，東京音楽学校
長，東京女子高等師範学校長，東京高等師範学校初代校
長を歴任）が翻訳して『倫氏教育学』として出版したと
き，Pflegeの訳語として提案したものであるとする９）．

他方で，１９０６年（明治３９年）に，森岡常蔵（１８７１―１９４４
東京高等師範学校卒業後，ドイツ留学中にヘルバルト学
派のＷ．ライン（Rein W１８４７―１９２９）に師事し，東京高
等師範学校教授・校長，東京文理科大学学長を歴任）は，
その著『教育学精義』において，よく知られる「教授」
「訓練」「養護」という語を用いた．この時期以降にこ
のよく知られた三方法概念が定着していった．森岡の
『教育学精義』では，第五編「方法論其の三，養護論」
の中で，「身体の健康を保持し，体力を発揚・錬磨する
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こと」が「養護」の任務であるとする１０）．明治後期の就
学率の上昇によって生じてくる学校への種々の身体的あ
るいはその背景にある社会的課題を負った子どもの量的
増加は，医学的（もしくは衛生学的）視点から論じられ
る「学校衛生」と教育学の方法的概念としての「養護」
とを必然的に結合させる契機として働いたと考えられる．

さらに近代前期日本の教育学において最も集中的に健
康や保健の問題を教育学の課題として取り上げた澤柳政
太郎（１８６５―１９２７ 帝国大学文科大学卒業後，文部次官，
東北帝国大学総長，京都帝国大学総長，成城学園創設者，
大正大学学長を歴任）は，主著『実際的教育学』（１９０９年）１１）

の第４篇で「身體の教育」を論じ，第２０章「體育概論」
第１節で「養護論」，第２２章「體育の間接方法」で第１
節「生理衛生の知識」，第２節「学校衛生」第３節「體
格の檢査」，第４節「學科の輕重」，第５節「寄宿舎の生
活」を論じた．ここで，澤柳は，学校衛生について「教
育学に於ては，学校衛生学を説く必要はないけれども，
体育の目的を達する為には，学校衛生学に於て論究し得
た所のことを参考し，その実行すべきものは，これを取
つて論述することは，固より必要なることである．」１２）と
いうように，あくまでも体育の目的遂行のために必要な
学理として理解している．

澤柳が京都帝国大学総長時代にいわゆる「澤柳事件」
で京都大学教授職を辞すことになる谷本富（１８６７―１９４６
帝国大学文科大学卒業後，東京高等師範学校教授，京都
帝国大学教授を歴任）は，『科學的教育學講義』（１８９５
年）１３）で次のように述べた．即ち，谷本が学んだヘルバル
ト学派教育学の欠点として体育の観点が欠如していると
論難されるが，ヘルバルトとて体育を無用といったわけ
ではなく，教育の本務ではないとしてまでである，チラー
（Ziller. T１８１７―１８８２）も身体の監護成長を直接図りた
ければ医師に任せればよい，教育は児童の内面を養成す
るものである，もし教育が積極的に身体のために行われ
るとすれば教育は生理学や医学に随従しなければならな
くなる，と論じている．ただし，谷本もヘルバルトの言
として引くように「凡べて天稟の基礎は身体の健康なり，
病弱なる生れ付きは，自ずから従属すと感じ，強健なる
者は意志するに敢為なり．されバ健康に注意するとは真
に品性陶冶に属す．勿論教育学に属するにはあらず，教
育学は是に関する原則さへ欠如すと云へるにて知るべ
し」１４）とあるように，教育における健康の意義を否定する
のではなく，それは品性の陶冶，すなわち人格の形成に
属するものであり，科学としての教育学の範疇ではない
と論じる．谷本における教育学の基礎は，あくまでも倫
理学であって，形而下の事象としての身体の原理から帰
納的に総合される学的構成ではなかった．

このように明治期のいわゆる理論的教育学者に総じて
みられる目的論的・価値論的要素を哲学的・倫理学的教
育学の存立基盤とする認識は，デカルト以来，あるいは
さらにさかのぼればキリスト教神学の世界認識・人間認

識に起源するとみられるいわゆる心身二元論，そして精
神を身体に優先して価値形成を行う西洋形而上学の系譜
を継承しているとみることができる．この認識のもとで
の学校衛生は，あくまでも教育学という規範科学的内容
に挿入された医学・衛生学的内容であり，双方の思想的
基盤を統合するものではなかった．
２）教育福祉的学校保健

一方で，学校保健には，近代学校の形成過程から必然
的に生じる福祉的配慮の具体化としての側面があること
は否定できない．これを教育福祉的学校保健思想とよぶ
ことができる．英国では，すでに１９世紀後半より，生活
困難者・就学困難者への保健福祉的配慮としての学校衛
生が徐々に組織化されていった．典型的には，１９世紀半
ば，ナイチンゲール（Nightingale F１８２０―１９１０）の努力に
よって，科学的看護へと変貌しはじめたイギリスの看護
は，各地区に看護団体を設立し，訪問看護を推進するよ
うになった．訪問看護の対象者は，貧困や健康上の障害
のために学校に登校できない児童へと拡大し，学校巡回
型の学校看護婦制度として，欧米での学校看護のあり方
として一般化していくことになる．

さらに近代学校の成立過程を考える時，就学体制の基
盤整備としての学校での福祉的配慮として学校保健が求
められるようになる．例えば，国民皆学思想による初等
教育の義務教育化は，経済的貧富の区別なく就学を可能
にするために授業料の非徴収，すなわち無償教育という
福祉的配慮が必要となる．また，国民教育としての初等
教育の入学者においては，上流階級のようにほぼ一様な
ライフスタイルを有する層からの入学者とは異なり，さ
まざまな健康上や生活上の課題を抱えた子どもがいた．
この子どもたちを学校教育に適応させるためには，健康
上や生活上の一定の配慮が必要になる．ここに学校保健
や学校給食といった子どもの生活に関する保健・福祉的
配慮が学校機能の中に内在する必然性が生じる．社会教
育学者の小川利夫が，「福祉は教育の母胎であり，教育
は福祉の結晶である」１５）と述べたことは，この思想的連関
構造を端的に表現したものである．

これまでの教育福祉論は，以下の３つの立場から論じ
られている．それは社会効用論的教育福祉論，学校福祉を
学校社会事業として論じる教育福祉論，学習権保障とし
ての教育福祉論である．このうち学校保健の思想的分析
と関連が深い理論は，社会効用論と学習権保障論である．

社会効用論的教育福祉論とは，教育福祉の内容を経済
的視点から分析しようとするものであり，教育と福祉
サービスを経済的視点から結びつけたものである．具体
的には，教育制度に含まれる社会福祉機能として，学用
品等の費用援助に見られる就学援助，同和地区の高校等
進学奨励や育英事業費等が挙げられる．一般的には教育
の社会福祉といえば，第一にそのような低所得階層を対
象とした教育関係の費用，現物，サービスの給付をさす
ものと解される１６）．ただし，学校保健や学校給食などは
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２０世紀中葉以降，必ずしも「恵まれぬ階層」のみを対象
とせず，次第に普遍的福祉サービスとしての性格が明瞭
になってくる．

学習権保障論としての教育福祉論は，小川利夫らに
よって展開され，「恵まれない子どもたちの教育権保障の
問題」を教育福祉問題として設定し，特に児童福祉の対
象となるような子どもたちに焦点を当ててその対象とし
て設定していたが，やがて貧困や社会的困難課題を抱え
た子どもにとどまらないすべての子どもを視野に入れる
必要性も論じている．しかも，小川は，子どもの権利に
関して，「子どもを守るとは子どもの人権として教育と
福祉の権利を守ることである」とも指摘しており，国連
の「子どもの権利条約」についても触れ，生命・生存・
発達を中核とした権利の包括的保障という指摘は重要で
あり，そのさい，生命（life）は生存（survival）と発達
（development）を含むものととらえるとき，その意味
はいっそう明白となると指摘し，実践的・具体的に何が
「最善の利益」であり，何こそを優先すべきかについて
の判断を，選択するのは容易ではないとして学習権保障
に留まらない包括的な権利保障を述べている１７）．
３）教育保健的学校保健思想

この学習権保障論的な教育福祉論の展開には，次のよ
うな発展性を指摘できる．当初は社会階層が低い子ども
たちを対象とした学校での保健・福祉的配慮によって，
学校に登校する子どもたちの全体的な生活の安定が保障
されるようになると，それまでは社会階層の低い子ども
たちに合わせて組織されていた学校教育の機能が，より
豊かに展開できるようになる．例えば義務教育制度によ
る無償教育によって就学率が上がり，全日出席できる児
童生徒が増え，学校保健や学校給食の普及によって午後
まで安心して授業を行うことができるようになると，集
団でより工夫された教育内容や方法が実践可能になり，
子どもたちも活力をもって学習活動に参加できるように
なる．すなわち，教育という人間形成の本質に関わる行
為は，その基礎となる生活の安定と充実が不可欠である
とともに，その生活の安定と充実を通してこそ，学習や
人間形成の活動は，より多様に展開させることができる
ことになるのである．

そこからは，さらにこうした保健的，福祉的配慮は，
学校教育自体の質をさらに向上させ，子どもの一人ひと
りのニーズに合わせた教育を可能にする．例えば，学校
生活管理指導表のように，医学的観点にもとづく綿密な
生活管理のあり方は，疾患に罹患していることによる健
康上の課題を，教育の具体的場面において調整し，子ど
もに最大限の教育機会と発達の可能性を保障する活動に
他ならず，医学的知見に教育的視点を融合させ人間的発
達を導く学校保健活動に展開させる教育的保健活動であ
る．こうした「教育保健」的視点に立つ学校保健思想こ
そが，単に福祉的視点にとどまらない発達や学習の論理
に即した学校保健の発展的思想として考えることができ

る．これについては，佐守信男の「教育衛生学」１８），唐津秀
雄の「教育保健論」１９）２０）をはじめとして，小倉学の教育的学
校保健論２１），数見隆生の「教育としての学校保健論」２２）をは
じめとして多くの論考が公にされてきたので，詳細はそ
れらの文献に譲る．

このように，学校において福祉的配慮から教育的配慮
へと発展していく学校保健を実践的に展開させる意義は，
社会に対して子どもの健康な発達を保障する責務を有す
る学校教育の本質的な役割を果たす上で，不可欠である
ことは言をまたないが，それにとどまらず教育学の論理
や倫理によって学校保健の学的基盤の一方を構成する医
学や衛生学の目的や教育現象への接近方法の再考を促す
側面があったことを認識する必要がある．

Ⅴ．ヘルスプロモーション的学校保健思想

１）ヘルスプロ―モーションの思想的特質
そして，こんにちの学校教育において議論されるよう

になっているのは，学校教育全体を通じた健康づくりに
よって，子どもたちの健康増進を図るとともに，学校教
育全体を健康という視点から活性化するという考え方で
ある．これを，こんにち国際的に普遍化しつつある健康
政策上の理念であるヘルスプロモーションの理念にもと
づく思想的系譜としてヘルスプロモーション的学校保健
思想と呼称しておく．

ここでヘルスプロモーション（health promotion）概念
については詳述しない．すでに夥しい解説，論説の書や論
文が出ているからである．ここでは世界保健機関（WHO）
が提唱した国際的な健康政策上の概念であり，この概念
は，公的には１９８６年にカナダのオタワで開催された第１
回ヘルスプロモーション国際会議において採択されたヘ
ルスプロモーションに関わる憲章（オタワ憲章）の中で
用いられたこと，その中でヘルスプロモーションは「ヘ
ルスプロモーショとは人々が自らの健康を管理し，より
よい状態に改善できることを可能ならしめる過程である
（Health promotion is the process of enabling people to in-
crease control over, and to improve, their health.）」と規定
していることを指摘するにとどめる．

ただし，この概念の背景には，健康を人生の目的とす
る健康観から，健康は人々が自らの人生の目的を達成す
るための資源であり，その資源効果を最大にするための
社会的な支援環境を充実していくことが社会全体の課題
であるという認識への移行がある．第２次大戦後，臨床
医学はめざましい技術革新を遂げ，病気の治療に貢献し
てきたが，１９７０年代になると，臨床医学はさらに高度化
され，種々の新しい治療法が開発された．しかしながら，
一方で，医療費の増大による負担の問題や，集団全体に
対する治療優先の思想への疑問が生じ，医療のあり方そ
のものが問われることとなった．このような中で，１９７４
年にカナダの保健福祉大臣ラロンド（Lalonde Mにより
「カナダ人の健康についての新たなる展望（A new per-
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spectives on the health of Canadians）」と題された報
告２３）が出された．この「ラロンド・レポート」とよばれ
る報告書は，公衆衛生学者で医学史家でもあったトマ
ス・マキューン（Mackeown T１９１２―１９８８）が唱えた「１９
世紀以降の先進国における死亡率の低下は公衆衛生，特
に１９世紀後半の公衆衛生の改革と栄養の改善の役割が大
きい」２４）という主張に強い影響を受け，人間の健康を決
定しているのは生物学的要因とそれにもとづく臨床医学
的対応だけではないことを宣言した先進国における最初
の報告である．そして，健康に影響を及ぼす要因として
「生物学的要因」「環境」「生活様式（ライフスタイル）」
そして「医療へのアクセス」という４つの領域を提案し
たことに特徴がある．

ラロンドの報告は，公衆衛生活動をそれまでの疾病予
防から健康増進へ重点を移し，宿主と病因という病気の
決定要因を，単一特定病因論から長期にわたる多数の要
因にもとづく原因論に再構築するものであった．この報
告を出発点に，感染症予防を中心とした公衆衛生活動に
とどまらないいわゆる「新公衆衛生運動」が欧米に拡がっ
ていった．それはアメリカにおける公民権運動の成果や
フェミニズム，環境保護活動，人権運動による住民参加
の動向が，医学モデルを越えた社会・文化的運動として
の性格に色濃く反映していた．そこでは，健康はそれ自
体単独でその価値が実現するものではなく，健康が成立
する前提条件として「平和」「住居」「教育」「食糧」「収
入」「安全な生態系の環境」「生存のための持続可能な資
源」「社会的公正と正義」が必要となることを示してい
る．すなわち，健康とは医学的概念にとどまらず，まさ
に社会的・文化的に規定される概念であるという認識が
ある．ヘルスプロモーションはそうした思想的系譜のも
とにある概念であることは留意する必要がある．

そして，１９９０年代以降，ヘルスプロモーションに関連
する諸課題が増加することによって，数次のヘルスプロ
モーション国際会議が開催され，オタワ憲章を補完する
諸原則が付加されるようになった．第２回会議（１９８８
年：オーストラリア・アデレート）で行われた「公共保
健政策のためのアデレート勧告」では，健康の実現のた
めにはすべての政策立案において健康と公平性，そして
政策のアカウンタビリティを確実にすることを提唱して
いる．第３回会議（１９９１年：スウェーデン・スンツヴァ
ル）において採択された「健康の支援環境についてのス
ンツヴァル声明」では，健康のための支援環境について
の具体的内容としての物質的，社会的，文化的，社会経
済的側面について言及し，それらが持続可能な状態で整
備されていかねばならないとされ，とりわけ女性の知識
とスキルの向上が強調された．第４回会議（１９９７年：イ
ンドネシア・ジャカルタ）において採択された「ヘルス
プロモーションを２１世紀に導くジャカルタ宣言」では，
健康の社会的決定要因の重視と健康への社会的投資の重
要性，およびヘルスリテラシー（健康に関する情報取得

とその活用能力）とさまざまな領域での協働の必要性が
謳われている．さらに第５回会議（２０００年：メキシコ合
衆国・メキシコシティ）では，健康格差の是正と社会的
公正の実現が，第６回会議（２００５年：タイ・バンコク）
では，グローバリゼーションに対応した健康の決定要因
のための持続的な政策とNPO・NGOなどのセクターや
市民活動との協働の必要性が提起されてきた．

こうした１９９０年以降のヘルスプロモーション思想自体
の変容過程は，この概念自体が思想的には相当程度流動
性を有する，見方によっては機会主義的側面を多分に有
していることを図らずも象徴している．しかしながら，
同時にそれは包摂的（inclusive）な概念として，変化が激
しい国際的な価値体系の変容に対応できる柔軟性を内包
しているといえ，思想研究としては語るべき側面が多い．
２）ヘルスプロモーションとしての学校保健

なお，この思想の学校教育への波及に関しては，１９９０
年代に入り，WHOを中心としてヘルスプロモーション
の理念を学校保健に反映させた「ヘルスプロモーティン
グスクール（Health Promoting School HPS）」のプロジェ
クトが推進されるようになった．この活動は，ヘルスプ
ロモーションの理念にもとづいて，子どもたちの主体的
な健康づくりのプロセスを学校の教育計画の中に組み込
んでいくものである．１９９２年にはヨーロッパ地域のヘル
スプロモーティングスクールネットワーク（European
Networks of Health-Promoting Schools ENHPS）が形
成された．その後，１９９５年にはカナダ，アメリカ合衆国
などの北米地域，１９９６年にはラテン・アメリカや南アフ
リカ，そして１９９７年には東南アジアおよびアジア地域な
どで推進されるようになり，同年のギリシャにおける第
１回のカンファレンスでは，「個人・社会の発達と健康
を導く民主主義的原則の確立」「教育機会への平等なア
クセスの保障」などの１０の原則が示された２５）．この原則
に示された思想的核心は，公正かつ公平な教育機会を実
現して子どもの健康と自立を確立するためには，社会の
責任においてさまざまな社会的環境と制度を整備し，そ
れを持続させることが必要であるとする点に集約される．
それは，いうまでもなくヘルスプロモーションの理念そ
のものに他ならない．

ヘルスプロモーション的学校保健思想は，健康への主
体的努力を先行する理念として掲げ，それを社会的環境
の整備によって支援する構造と見立てられる点から，健
康に関する政府の責任による社会的保障の観点が希釈さ
れているかのようにとらえられた側面もある．その当否
について批判的に分析することも含めて重要な点は，こ
の思想が学校教育を健康の実現における重要な社会的資
源として認識しているとともに，その学校を含めた教育
そのものが健康における社会的公正の実現の観点からみ
ると一つのセクターに過ぎず，教育行為を通した健康の
実現は，社会全体のその過程への参加によってなされる
べきであるという，実は教育という社会的営為における
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学校の存在の相対化を含意していることを見逃してはな
らない．それは近代教育の制度史的展開の中で絶対的地
位を占めてきた「学校」が，学校保健という側面からそ
の存在が相対化され，社会のさまざまなセクターとの関
係の中で子どもや青年の健康をクリティカルに問う局面
に曝されていくという学校教育が前提としてきた教育に
おける学校の優位性それ自体を相対化する思想性を内在
していることをも意味している．それはジェンダーや性
に関する教育における局面では，すでに明らかである．

おわりに

以上のように学校保健は，学校とそれを包含する社会
の発展，そしてそこに生まれ発達を遂げ，その社会を担
う子どもの健康を保護し増進する理念に基礎づけられて
いる．そこでは，子どもの社会的自立と健康な心身の発
達は，学校教育をもって成り立つとともに，豊かな学校
教育の展開は，子どもの心身の健康の確保をめざすとこ
ろからはじまるという相互に補完する思想を前提にして
いる．しかしながら，学校保健における原理や思想の研
究は，その前提をも懐疑的にとらえるところから第一歩
がはじまることもまた研究上必要な認識である．

では，なぜこのような現実の学校保健実践に関わる
種々の側面を，思想的に構造化する必要があるのか．端
的にいえば，フィルターを通して，子どもやその発達の
姿のみえ方，そしてそれへの働きかけのあり方が変わる
からである．たとえば，公衆衛生的学校保健の視点や教
育管理的な学校衛生（学校保健）的な視点からみた子ど
もは「癒やされ，保護されるべき存在」であったが，教
育福祉的学校保健や教育保健的学校保健思想では，健康
に発達する権利の主体として学校で主体的に学び，活動
する存在としての子どもの姿が浮かび上がる．そして，
ヘルスプロモーション的学校保健思想の下では，学校自
体をも相対化し，社会や地域の中での自立的・協同的な
文化主体としての子どもの存在を予期させる．

学校保健の思想的考察とは，こうした学校保健が置か
れている歴史・社会的文脈とそこでの学校保健の実態を
「解釈」することによって，次なる学校保健の時代を見
通すことに他ならない．これを不断に続けることによっ
て，変動しないと考えられている学校保健の原理的基礎
の次なる様相を把握することが可能になるのである．

本稿の結びにあたって，次の言葉で思想研究がなぜ必
要なのかを象徴的に示しておきたい．
「起源的には実践は理論に先行する．しかし，ひとた

び理論の立場にまで自己を高めると，理論は実践に先行
しうる．」（フォイエルバッハ Ludwig Andreas Feuer-
bach：１８０４～１８７２）
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posium of Perspective. Oxford University Press. New
York.１９７１

２５）European Networks of Health-Promoting Schools：
Health-Promoting Schools. A Resource for Developing In-
dicators. ３１―３３. European Networks of Health-Promoting
Schools. Copenhagen.２００６

２１１瀧澤：第３回 学校保健における原理・思想研究の意義と課題



原稿の種類 内 容

１．総 説
Review

２．原 著
Original Article

３．実践報告
Practical Report

４．資料
Research Note

５．会員の声
Letter to the Editor

６．その他
Others

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言など
学校保健に関する研究論文

学校保健の実践活動をまとめた報告

学校保健に関する資料

学会誌，論文，学会に対する意見など
（８００字以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介など

機関誌「学校保健研究」投稿規程
１．投稿者の資格

本誌への投稿者は共著者を含めて，一般社団法人日
本学校保健学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健及びその関連領域とする．
３．投稿者の責任

・掲載された論文の内容に関しては，投稿者全員が責
任を負うこととする．

・内容は未発表のもので，他の学術雑誌に投稿中でな
いものに限る（学会発表などのアブストラクトの形
式を除く）．

・投稿に際して，所定のチェックリストを用いて原稿
に関するチェックを行い，投稿者全員が署名の上，
原稿とともに送付する．

４．著作権
本誌に掲載された論文等の著作権は，一般社団法人

日本学校保健学会に帰属する．
５．倫理

投稿者は，一般社団法人日本学校保健学会倫理綱領
を遵守する．

６．投稿原稿の種類
原稿は，内容により次のように区分する．

「総説」，「原著」，「実践報告」，「資料」，「会員の声」
以外の原稿は，原則として編集委員会の企画により執
筆依頼した原稿とする．

７．投稿された原稿は，審査の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

８．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くものとする．
９．随時投稿を受け付ける．
１０．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）

１部を添付して投稿する．
１１．投稿料

投稿の際には，審査のための費用として５，０００円を
郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に
納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに送付

する．
１２．原稿送付先

〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７
アクア白山ビル５F

勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局
TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１
その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．
１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿の

審査が終了するまでは受け付けない．
１４．掲載料

刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分は著者負担
（１頁当たり１３，０００円）とする．

１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，審査終了までは通常原稿
と同一に扱うが，審査終了後，至急掲載料（５０，０００円）
を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１６．著者校正は１回とする．
１７．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして

学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．

１８．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年
月日をもってする．

原稿の様式
１．投稿様式

原稿は和文とする．原稿は原則としてMSワードを
用い，Ａ４用紙４０字×３５行（１，４００字）横書きとし，
本文には頁番号を入れる．査読の便宜のために，MS
ワードの「行番号」設定を用いて，原稿全体の左余白
に行番号（連続番号）を付す．

２．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点
（「，」「．」），カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英文は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字

を収める．
５．図表及び写真

図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙
に作成し（図表，写真などは１頁に一つとする），挿
入箇所を原稿中に指定する．なお，印刷，製版に不適
当と認められる図表は，書替えまたは削除を求めるこ
とがある．（専門業者に製作を依頼したものの必要経
費は，著者負担とする）

６．原稿の内容
・原稿には，【Background】，【Objective】，【Methods】，

【Results】，【Conclusion】などの見出しを付けた
４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳を
つける．ただし原著以外の論文については，これを
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省略することができる．
・すべての原稿には，五つ以内のキーワード（和文と

英文）を添える．
・英文抄録については，英語に関して十分な知識を持

つ専門家の校正を受けてから投稿する．
・正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，

所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），代
表者のメールアドレス，原稿枚数，図及び表の数，
希望する原稿の種類，別刷必要部数を記す（別刷に
関する費用は，すべて著者負担とする）．副（コ
ピー）原稿の表紙には，表題，キーワード（以上和
英両文）のみとする．

７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究
方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを
記載する．

８．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また
は，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著者
もしくは編集・監修者が４名以上の場合は，最初の３
名を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発
行年

［単 行 本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編
集・監修者名）．書名，引用頁―頁，発行
所，発行地，発行年

―記載例―
［定期刊行物］
１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への

期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究
４６：５―９，２００４

２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル
フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．
学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-
bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health７５：２１９―２２５,２００５

［単行本］
４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，

出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８

５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential
education on youth development. In：Kendall JC
and Associates, eds. Combining Service and Learn-
ing：A Resource Book for Community and Public
Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Intern-
ships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,
１９９０

〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫

学 EBM実践のための必須知識（第２版．福井次矢
監訳），１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，東京，２００６（Fletcher RH, Fletcher
SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
PA, USA,２００５）

［報告書］
７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全

国住民調査（２００９年）．平成２１年度厚生労働科学研究
費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再
乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研
究（研究代表者：和田清）」総括・分担研究報告書，
２０１０

［インターネット］
８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定

数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／
toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１_tyousa.pdf
Accessed January６,２０１３

９）American Heart Association：Response to cardiac
arrest and selected life-threatening medical emer-
gencies：The medical emergency response plan for
schools. A statement for healthcare providers, policy-
makers, school administrators, and community lead-
ers. Available at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／
reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed
April６,２００４

附則：
本投稿規程の施行は平成３０年（２０１８年）１２月１日とする．
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投稿時チェックリスト（平成３０年１２月１日改定）

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付してください．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会の会員である．
□ 著作権委譲承諾書に，共著者全員が署名した．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されていたり，印刷中もしくは投稿中の論文ではない．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中（査読審査中）ではない．

□ 原著として投稿する原稿には，４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳をつけた．
□ 英文抄録は，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けた．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ五つ以内）を添えた．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載

した．
□ 文献の引用の仕方が投稿規程の「原稿の様式」に沿っている．
□ 本文には頁番号を入れ，原稿全体の左余白に行番号（連続番号）を付した．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成した．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定した．
□ 本文，図及び表の枚数を確認した．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）１部がある．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されている．

□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 代表者のメールアドレス
□ 原稿枚数
□ 図及び表の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数
□ キーワード（和文と英文）

□ 副（コピー）原稿１部の表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されている（その他の項目等
は記載しない）．

□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）

□ ５，０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封した．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封した．

上記の点につきまして，すべて確認しました．
年 月 日

氏名： 印
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著作権委譲承諾書

一般社団法人日本学校保健学会 御中

論文名

著者名（筆頭著者から順に全員の氏名を記載してください）

上記論文が学校保健研究に採択された場合，当該論文の著作権を一般社団法人日本学校保健学会に委譲することを
承諾いたします．また，著者全員が論文の内容に関して責任を負い，論文内容は未発表のものであり，他の学術雑誌
に掲載されたり，投稿中ではありません．さらに，本論文の採否が決定されるまで，他誌に投稿いたしません．以上，
誓約いたします．

下記に自署してください．

筆頭著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

共著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

＊１ 用紙が足りない場合は，用紙をコピーしてください．
＊２ 本誌への投稿は，共著者も含めて一般社団法人日本学校保健学会会員に限ります（投稿規程１項）．会員でな

い著者は投稿までに入会手続きをとってください．なお，掲載にあたっても，その年度は学会員であることを必
要とします．
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日本学校保健学会倫理綱領

一般社団法人日本学校保健学会は，本倫理綱領を定める．
前 文

一般社団法人日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を，人々の心身の健康及び
社会の健全化のために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．
（責任）
第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．
（同意）
第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得たうえで行う．
（守秘義務）
第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．
（倫理の遵守）
第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．

２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の，倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．
３ 会員は，原則として「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成２６年制定・平成２９年一部改正，文

部科学省・厚生労働省）を遵守する．
４ 会員は，原則として児童の権利に関する条約を遵守する．
５ 会員は，その他，人権にかかわる宣言を遵守する．

（改廃手続）
第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．
附 則 本規程は，平成２５年１０月１４日理事会にて決議，平成２５年１０月１４日より施行する．平成２９年７月９日一部改正．
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会 報 「学校保健研究」投稿論文査読要領
日本学校保健学会 機関誌編集委員会

平成３０年１２月１日

１．日本学校保健学会会員（以下，投稿者と略す）より，総説，原著，実践報告，資料として論文の審査依頼がなされた場合
（以下，投稿論文と略す），編集委員長は，編集委員会または編集小委員会（以下，委員会と略す）の議を経て担当編集委
員を決定する．ただし，委員会が１０日以内に開催されない場合は，編集委員長は委員会の議を経ないで担当編集委員を決定
することができる．この場合，編集委員長は，担当編集委員名を編集委員会に報告する．

２．担当編集委員は，代議員の中から投稿論文査読者候補２名以上を推薦し，委員会においてこれを決定する．ただし，当該
投稿論文領域に適切な代議員がいない場合は，その他の会員または非会員をこれに充てることができる．

３．編集委員長は，論文査読者候補から２名の査読者を選考し，著者名や所属をすべて削除した論文のコピーと審査結果記入
用紙（別紙を含む）をメール添付し，査読を依頼する．

４．査読者による査読期間は，１回目の査読期間を２１日以内，２回目以降を１４日以内とする．
５．査読期間が守られない場合，編集委員長は，査読者に早急に査読するよう要求する．
６．審査結果記入用紙は，別紙（査読者からの審査結果記載部分）のみをコピーし，これを投稿者に送付する．
７．査読の結果において，２名の査読者の判断が大きく異なる場合は，委員会で審議の上，担当編集委員の意見を添えて投稿

者へ返却する．査読者のいずれか１名が，掲載不可と判定した場合，委員会の判断により，第３査読者に査読を依頼するこ
とができる．その際，掲載不可と判定した査読者の査読は，その時点で終了する．

８．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のための所要期間は，１か月以内とする．
９．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のために１か月以上要する場合は，投稿者から編集委員長に連絡する．
１０．投稿者からの訂正・追加原稿には，「査読者への回答」を添える．
１１．編集委員長は，委員会の審議の結果を尊重して，論文の採否や原稿の種類の最終判断を行う．
１２．その他，査読に当たっての留意点

① 論文の目的・方法・結論が科学的であり，かつ論理的に一貫しているかどうかを判断することが，査読の主たる目的で
ある．したがって，査読者の見解と異なる場合は，別途学会の公開の場において討論する形をとることとし，それを理由
に採否の基準にしてはならない．

② 問題点は，第１回目の査読で全て指摘することとし，第１回目に指摘しなかった問題点は第２回目以降には，指摘して
はならない．

③ 第２回目以降に新たに問題点が発見された場合は，その旨を編集委員長に報告し，判断を受ける．その場合，編集委員
長は，委員会に報告する．

④ 新しく調査や実験を追加しなければ意味がない投稿論文は掲載不可とし，採択できない理由を付す．
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お知らせ

一般 JKYB会員及び学生

４，０００円 ３，０００円

第１回JKYBライフスキル教育セミナー
「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育てる」

主催 JKYBライフスキル教育研究会

１．日 時：２０２０年１０月１０日（土） ９：３０～１６：３０
２．会 場：兵庫県伊丹市立文化会館「いたみホール」３階大会議室

（伊丹市宮ノ前１―１―３ 最寄り駅 阪急伊丹駅，JR伊丹駅）
３．内 容：

今回のコロナウィルス感染問題では，改めて日本人のヘルスリテラシーやメディアリテラシーの低さが浮き彫りに
なりました．

子どもたちは，人生の中で起こる様々な困難な状況を乗り越えて生きて行くために，不安などの感情をコントロー
ルし，適切に思考を働かせて問題を解決する力を身につけておく必要があります．

今回のセミナーでは，様々な困難を乗り越えるために必要なレジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育て
るのに有用なライフスキル教育の具体的内容と指導方法について学習します．
【第１回セミナーの主な内容】

・青少年が直面する課題とレジリエンシーの重要性
・レジリエンシーを育てるライフスキル教育
・レジリエンシーの柱となるセルフエスティーム（健全な自尊心）

４．定 員：２０名
５．講 師：川畑 徹朗（神戸大学名誉教授）
６．参加費：

７．申し込み方法：メールのみの受付となります
下記の必要事項をご記入の上，申込先アドレスに送信してお申し込みください．（申込締切９／３０（水））

【申込先メールアドレス】 jkybls＠kfy.biglobe.ne.jp

【件名の欄】 JKYBセミナー申込〈氏名〉」とご記入ください．
（例）JKYBセミナー申込川畑徹朗

【参加申込メール必要事項】
①氏名 ②ふりがな ③所属（勤務先等） ④職種 ⑤連絡先電話番号
⑥連絡先メールアドレス（パソコンのメールアドレスのみ，携帯のメールアドレス不可）
⑦JKYB主催のワークショップ参加経験の有無（ある，ない のいずれか）
⑧会員番号（JKYB会員のみ）
⑨テキスト（第２８回JKYBライフスキル教育・健康教育ワークショップ報告書）の有無（ある，ない のいずれか）
テキストをお持ちの方は，当日ご持参ください．お持ちでない方は当日ご購入ください（１，０００円）．

＊⑥のアドレスにプログラム等を配信します．そのため，携帯電話のメールアドレスではなく，パソコンのメールア
ドレスをお知らせください．

＊申し受けた個人情報は本セミナー以外には使用しません．
「連絡先メールアドレス」はご案内の送付のみに使用いたします．お差し支えなければご自宅のメールアドレスを

お知らせください．

問い合わせ先：JKYBライフスキル教育研究会事務局
〒６６４―０８３６ 伊丹市北本町２―５５―１ クレール北本町１０２ 川畑徹朗 方
TEL & FAX ０７２―７４４―３６６５ ＊電話はお問い合わせのみで受付はいたしません．
e-mail：jkybls@kfy.biglobe.ne.jp
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関連学会の活動 日本養護教諭教育学会
第２８回学術集会

１．期 日 ２０２０年１０月１０日（土） １０：００～１６：３０，１０月１１日（日） ９：３０～１６：１０（予定）
２．開催形態 Webによるオンライン学会
３．メインテーマ

「学校保健活動推進の中核的役割を担う養護教諭の力量形成―養成，採用，研修を通して―」
４．内 容

【１０月１０日（土）】
１）開会行事・学会長講演 １０：００～１０：５０
２）特別講演 １１：００～１２：００

演題 「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない！」―アウトリーチ（訪問支援）と重層的な支援ネットワー
クを活用した多面的アプローチ

講師 NPOスチューデント・サポート・フェイス 代表理事 谷口 仁史 氏
３）シンポジウム １３：００～１４：３０

テーマ「学校保健活動推進における養護教諭の中核的役割を検証する」
４）熊本地震の経験とその後 １４：４０～１５：２０
５）学会事業報告 １５：３０～１６：３０

【１０月１１日（土）】
１）課題別セッション ９：３０～１１：００

① 「いつまでも健康な歯・口を保つためのインナーマッスルトレーニング～鍼灸師とコラボした姿勢指導を
通して考える～」

② 「“求められる”養護教諭のキャリア形成～男性養護教諭のスキルラダーから見る～」
③ 「学校現場で研究を進めるためには～大学院生（現職養護教諭）の学びを通して～」
④ 理事会企画「新型コロナウイルス感染症への対応（仮題）」

２）オンラインセミナー １１：１０～１２：１０
３）一般演題（口演）発表 １３：００～１５：００ （演題数により時間延長あり）
４）総会

５．参 加 費
会員・会員外 ２，０００円 学生 １，０００円（社会人大学院生は除く）
９／２８までの事前申し込みのみとなります．当日申し込みはありません．
抄録集のみ １，０００円（送料込み）
※詳細については，学術集会ホームページ jayte２８kumamoto.comをご覧ください．
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関連学会の活動 米国スクールナース学会（NASN）
バーチャル第５２回年次学術大会（２０２０）の概要報告

（Virtual NASN２０２０, National Association of School Nurses５２nd Annual Conference）

本年開催された米国スクールナース学会のバーチャル第５２回年次学術大会の概要を報告する．
学会テーマ：A Seat at the Table： Winning Together for Student Health（決定権を持つ地位で：児童生徒の健

康のために共に勝利しよう）．（黒人女性シンガーソングライターSolangeのヒット曲“A seat at the
table”（２０１６年）にちなんでつけたテーマと推測した．）

１．開催日時：２０２０年６月２９日（月）１１：００AM（EDT：東部夏時間）～７月３日（金）１６：２０PM
２．会 場：米国ネバダ州ラスベガス市で開催予定だったが，COVID-１９流行のためバーチャル学会に変更された．
３．理 事 長：Laurie Combe（２０２０―２０２１年）
４．参 加 費：会員：＄２７５（約３万円），非会員：＄３２０（通常の会員学会参加費＄５４５の半額である）
５．参加者数：１，７１３名（学会員の約１０％．昨年のデンバー学会の参加者の１，３６２名より多い）．このうち外国人の参

加者は１１名（オーストラリア，カナダ，フィンランド，フランス，メキシコ，ネパール，イギリス，
バングラディシュ，ベルムダ，バージンアイランド，日本（筆者）．

６．発 表 等：１４のセッションの演題名を以下に紹介する．（ポスター発表は１４題で期間中，自由に閲覧できる．質問
やチャットは指定時間に参加する必要があるが，講演やシンポジウム他の録画は９０日間視聴できる．）

【６月２９日（月）】 １１：００AM―オリエンテーション（Sharon Conley・事務局長，３０分）．
Sharonは開催中の全質問に対応した．

【６月３０日（火）】 １１：００AM―５：００PM（開会挨拶，パネル討論２，講演１，年次総会）
１）あなたの実践で「実践構想」を刺激しよう！（７５分） 司会者：Tia Campbell（郡学校保健調整者・VA州）

と５人のスピーカー（SN及びSN指導主事：OH・FL・AK・ME・SD州）．…NASNの「２１世紀学校看護実践構
想」（２０１６）を，COVID-１９の流行状況に対処するために，「ケアの調整」「実践基準」「リーダーシップ」「質の
向上」「地域保健」の要素を適用して，実践的に子ども達へのアクセスを工夫できた点もあり，対話を文書化す
ることの重要性等が報告された．

２）校外学習における児童生徒のヘルスニーズへの対応（５０分）：Louise Wilson（WI州SN指導主事）～宿泊，州
外，海外を含む訪問先でのSNの役割と責任．事前計画書，投薬管理他で学校，保護者との連携が重要である．

３）慢性的欠席に取り組むスクールナース主導の戦略（５０分），司会者：Erin Morgan （NASN研究主任）と３人
のスピーカー（MI・MA・UT州のSN指導主事等）…全生徒成功法（ESSA）により，１学年の１０％以上，また
は１か月に３日以上の欠席は慢性的欠席とされる．ぜんそくや脳震盪等の病気の他，家族や社会的ニーズ，精神
的な不安やストレスが多くの理由である．両親や教員の支持を得て，地域の医療機関と連携する必要がある．

【７月１日（水）】 １１：００AM―４：１６PM（ドキュメンタリーフィルム２本＋その討論，協賛企業の演示）
４）スクリーン世代の若者達（Screenagers）：デジタル時代に育つ（Part １）［ドキュメンタリー映画］（６７分），

Delaney Ruston（医師，映画製作者・CA州サンフランシスコ市）…医師のDelanyは自分と子ども達のやりとり
を１０年間追跡し，２０年間かけてドキュメンタリー映画を製作した．長いスクリーンタイムは１０代の若者の脳の発
達に影響し，依存症や睡眠不足等を引き起こす．専門家による実践的な対処方法が紹介されている．

５）スクリーン世代の若者達・次章：ストレス回復のためのスキルの発見（Part ２）［ドキュメンタリー映画］（６９
分）…青少年のスクリーンタイムの多さによる感情的課題（不安，うつ等）への専門家の洞察，及び青少年のコ
ミュニケーション能力やストレス耐性を構築する方法が紹介されている．

６）難しいバランスをとる：テクノロジーと最近の若者（７５分）（“Screenagers”を基に討論．）
司会：John Kriger（コンサルティング会社・社長）と３人のスピーカー：Delaney Ruston（映画製作者），Ade-
bisi Adebowale（UpliftologyのCEO），Jamy Gaynor（MA州スクールナース協会）…子どもたちの要求に対
して怒る，脅しだけでは効果がない．３つの問題は，つながり，能力，集中にある．即ち，人間関係の不足，
現実体験の欠如，眠っていないことである．学校では，SNが中心となって協力者を募り，子ども達との効果
的なコミュニケーション方法の工夫，健康を心配していること，家族と時間を過ごすこと等を伝える取り組み
を進める．テクノロジーの使用とバランスをとり，メンタルヘルス問題を緩和し，勉強を促進する方法等につ
いて議論した．

【７月２日（木）】 １１：００AM―４：２０PM（講演４＋協賛企業の演示）
７）暴君を倒す―職場のいじめ人間（６０分） Donna Clark Love（コンサルティング会社顧問）…職場の４タイプ
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図１ NASNバーチャル第５２回年次学術大会のホームページ―企画と日程

のいじめ（叫ぶミミ，双頭の蛇，跳ねる孔雀，有刺鉄線型）に対して，それを許さない対処法を明確にする．ス
クールナース，カウンセラー，ソーシャルワーカー，教員はいじめの対象になりやすい職種である．

８）孫を育てる祖父母を支援するためのスクールナースの介入（５０分） Robin Wallin（Parkway学区保健所長，
MO州）…米国では２６０万人を超える祖父母が約６００万人の孫を育てている（GrandFacts， ２０１９年）．両親の死亡，
放棄等が原因で，オピオイドの処方と虐待が多い南部の州に多い．子どもたちはトラウマを抱え，貧困などの問
題がある．学校，SNなどが「Grandparentカフェ」を立ち上げてサポートを始めた．

９）学校看護の委任：Ｄで始まる言葉のすべきこと，してはいけないこと（５０分） Robin Shannon（イリノイ大
学看護助手）…リハビリテーション法（１９７４年）と個別障害者教育改善法（IDEIA２００４年）によって障害児の個
別教育計画（IEP）が作成されるので，SNには資格のない介護職員（UAPs）への委任が困難な職務がある．法
律があるので，SNは彼らを指導し，生徒の個別保健計画（IHP）を作成して文書化し，委任業務を明確にする
必要がある．

１０）パワーアワー：学校や看護チーム内でのいじめ文化への対応（６０分） Donna Clark Love（経営顧問）…学校の
指導者によるいじめへの対処では，SNは難しい立場に置かれ，SN間のいじめもある．いじめの８０％は入念に仕
組まれたもので，SNが対象になるリスク要因は孤独，支援がない等がある．「マリアの実際のシナリオ」のロー
ルプレイで学ぶ．いじめ防止の魔法の杖はないが，５つの秘訣，協調的な職場にする５つの行動等の戦略がある．

【７月３日（金）】 １１：００AM―４：２０PM（パネル討論１，講演３，閉会挨拶）
１１）吸引する・次章―あなたの学校の電子タバコと戦うための効果的な手段と資源（６０分）（司会）Aliza Sherman

（Cybergrrl，web会社開設者，AK州）と４人のSNのスピーカー（MT州の学区保健管理長，KS州の学区保健
所長，MD州保健局員）…２０１９年の全国青少年タバコ調査（NYTS：FDA（米国食品医薬品局））によると，中
学生（１０．５％），高校生（２７．５％）が電子たばこを使用し，過去３０日間に５００万人以上，１００万人が毎日使用して
いるという憂慮すべき結果であった．たばこ使用割合は中学生２．３％，高校生５．８％で逆に減った．教育により電
子たばこ使用を削減した取組を紹介し，SNの役割を議論した．

１２）小児期の死別は生徒に影響を及ぼす公衆衛生問題であると認識すること（５０分） Michaeleen Burns（主任臨
床責任者，ジュディの家とJAG協会，デンバー市）…米国の１４人のうち１人の子どもは，１８才までに親または兄
弟姉妹の死を経験する．死に続く悲しみとトラウマは子ども達に不安，うつ，PTSDなどを引き起こす恐れがあ
り，対処が必要である．SNが遺族としての生徒に会う自信と能力を高めるように支援するセッション．

１３）生徒に発生する健康問題傾向の識別と予防プログラムへの共同アプローチ（５０分） ２人のスピーカー
（Amanda Boardman：学区の保健管理長・TX州，Brealey Khan：学区のカウンセラー，TX州）…高校生の健
康的な食事と身体活動は成績の高さと関係している．CDCのYRBS（青少年リスク行動調査）等を利用して生徒
の健康問題を明らかにする調査を行い，包括的な健康プログラムを利用したり開発して，生徒の健康を向上させ
る提案を行った．

１４）決定権を持つ地位に着いて：勇敢に，力強く，今を大切にしよう！（７５分） Liz Dozier（Chicago Beyondの
CEO）…ドジエ氏は慈善団体Chicago Beyondを立ち上げ，Healing Hurt People（組織）を設けて，激しいけが
をした青少年の心身の癒しの場とした．ドジエ氏はフェンガー高校の校長（２００９年）になり，６年間で学校を安
全な環境にするため，カウンセラーやSNを配置し，卒業率を４０％→８０％に，中退率を２０％→２％等に改善した．
生徒の健康実現には，決定権を持つ地位に着くだけでなく，その他の人に発信し，校内で長期的な変革を起こす
方法が重要である．

７．次年度開催地：第５３回年次学術大会は，テキサス州オースチン市
（NASNのホームページ：https:／／www.nasn.org／home）

報告：面澤 和子（弘前大学名誉教授）
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編 集 後 記

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い，さまざまな
影響を受けているすべての皆様，そして，各地で大雨の
被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます．一日も早い
復旧とおだやかな日常を送ることができるよう心よりお
祈り申し上げます．また医療従事者の皆様はじめ，私た
ちの生活を守り支えてくださっている皆様に，深く感謝
いたしております．

教育現場における「学校の新しい生活様式」は，教職
員の皆様の工夫と努力によって実現され，子どもたちの
感染症に対する理解や保健行動の獲得につながっていま
す．手洗いやスタンダードプリコーションなど，これま
で学校保健の実践の中で，あたり前に取り組んできたこ
との重要性を改めて実感する機会となりました．今後，
見えないウィルスと共生する社会づくりが進むことを
願っています．

本号の編集にあたり，対面で編集委員会を実施するこ
とはありませんでした．オンラインでの編集作業は，事
務局が在宅勤務中の時期もあり，難しいと感じることも

ありましたが，学会誌の編集も新たな活動様式で進めて
きたと言えます．編集委員会にとっても，今後の活動形
態を考えるよい機会になりました．

本号には，「養護教諭養成における学校看護技術体系
の提案」と「１０～１８歳の子どもにおけるエナジードリン
クの摂取実態と摂取者の身体症状・生活状況の特徴」の
原著論文をはじめ，子どもの心身の健康課題や学校保健
に携わる教職員の役割に関する論文を掲載しています．
また「学校保健における原理・歴史のメソドロジー」の
連載も第３回を迎えました．本号全体を通じて，変化す
る社会の中で，学校保健の原点をふりかえりながら，学
校保健の未来を切り拓く視野を広げることができる構成
となっています．

最後になりましたが，今期より編集委員会に加えてい
ただきました．査読者の先生方，編集委員の先生方にお
力添えいただきながら，努めて参りたいと思います．

（上村弘子）
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